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料

結第第

語 Li'i節

諸
事
例

三
五
六
条
の
問
題
性

資

序

口
仁1

ハ
I
V

本
稿
は
イ
ン
ド
議
会
制
の
紹
介
に
続
い
て
、
イ
ン
ド
の
連
邦
執
行
部
の
制

度
的
枠
組
及
び
そ
の
実
態
を
検
討
す
る
も
の
で
あ
る
。
連
邦
執
行
部
の
う
ち

【

2
v

こ
こ
で
は
、
大
臣
会
議
・
首
相
・
大
統
領
を
考
察
の
対
象
と
す
る
。
従
来
イ

ン
ド
の
統
治
機
構
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
議
院
内
閣
制
に
型
ど
っ
て
組
織
さ
れ
て

〈

3
)

い
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。
確
か
に
独
立
後
の
制
憲
議
会
に
於
て
は
ア
メ
リ
カ

型
大
統
領
制
や
ス
イ
ス
型
執
政
部
を
望
む
声
は
少
数
に
留
ま
り
、
圧
倒
的
多

(
4》

数
の
賛
成
に
よ
っ
て
イ
ギ
リ
ス
型
議
院
内
閣
制
を
採
用
し
た
の
で
あ
る
。
し

か
し
同
時
に
連
邦
制
凶
家
で
あ
る
イ
ン
ド
を
統
合
す
る
も
の
と
し
て
、
大
統

領
職
も
憲
法
で
規
定
さ
れ
た
。
従
っ
て
憲
法
上
イ
ン
ド
は
純
粋
な
イ
ギ
リ
ス

(
5
)
 

型
で
は
な
く
、
「
大
統
領
制
と
議
院
内
閣
制
と
を
結
び
つ
け
た
執
行
部
」
を

持
つ
こ
と
に
な
っ
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。

以
下
、
第
一
笥
と
第
二
章
で
は
政
府
の
組
織
と
権
限
及
び
大
統
領
の
格
限

を
、
憲
法
条
文
に
即
し
て
紹
介
す
る
。
そ
の
中
で
実
際
に
は
イ
ン
ド
の
首
相

が
単
に
司
ユ
E
E
E
Z門
官
Zω

で
は
な
い
こ
と
が
理
解
さ
れ
よ
う
。
次
に

第
三
章
で
は
主
に
大
統
領
選
挙
の
実
態
を
、
支
配
政
党
内
部
の
派
閥
抗
争
と

の
関
連
で
検
討
す
る
。
最
後
の
草
は
非
常
事
態
の
一
類
型
で
あ
る
大
統
領
統

治
の
適
用
事
例
を
、
や
や
詳
し
く
紹
介
す
る
。
そ
の
中
で
、
連
邦
行
政
部
の

州
自
治
へ
の
干
渉
H
州
・
円
治
の
破
壊
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
が
、
同
時
に
イ
ン

ド
の
複
雑
な
政
党
状
況
の
一
端
も
触
れ
ら
れ
る
。
な
お
対
象
と
す
る
期
間
は

資
料
的
制
約
も
あ
り
、
独
立
以
降
一
九
六
九
年
迄
で
あ
る
。

(
1
)

拙
稿
「
イ
ン
ド
議
会
制
の
構
造
」
北
大
法
学
論
集
、
一
九
七
六
年
、

二
七
巻
一
号
一
一
五
|
一
六

O
頁。

(
2〉
計
画
行
政
を
実
際
に
執
行
す
る
官
僚
及
び
官
僚
組
織

Q
E
Eロ

〉内同
B
Z
U円
円
三
宮
m
ω
2
i
n
p
H口
牛
炉
問
口
市
D
2
2
ω
司
丘
町
。

z
n・
)
は

こ
こ
で
は
検
討
で
き
な
か
っ
た
。
た
だ
官
僚
の
中
で
も
、
地
方
行
政

官
と
中
央
の
上
級
行
政
官
と
で
は
そ
の
担
っ
て
い
る
政
治
文
化
が
異

な
っ
て
い
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

nh・
ζ
ヨ
Dロ
巧
巳
ロ
m
p
H
E
U

づ
き
司

o
r
t
s
-
P
E
S
-
M
z
r
t〈
・
司
王
除

ω・
〈

q
g
E
J

HVC一芹戸
B
-
n
=
-
z
z
mロ仏同
v
o
-
F
2
2
-
U虫、乙
D同v
g巾ロ
y
同V2口口巾件。ロ

C
巳
〈
・
同
V
B
F
E
E
-
問者-一

soo--M会・

(
3
)

円『・明，
E
ロ
n
U
U
2
b
-
F
g
芯悶
F
B
g
宮司-芹
Z
5
0ロ
〉
mFP
司釦門戸
m-

同M
・
C
-
司・咽

za・
3
・

-UIN--

(
4
)
の
日
口
三
-
F
〉

caz-
、H
，rσ

同
口
内
民
自
の
C
口
広
芹
ロ
E

C
ロ・
(
U
O

門口
2
1

北法27(2・106)276



a
c
=
0
0町
内
凶

Z
m同一
c
p

∞D
E
E
U
J
c
x
Fえ

C
E
-〈
・
司

HEm-
一ω同-

H
口
《
出
向
山
口

O
L
-
-
一
泊
吋
M
-

℃
℃
・
一
一

m
l
t
∞-

(
5
)
ω
内
凶
作
〈
官
、
円
白
宮
河
内
込
己
・
、
H
，
rゅ
の
Cロω
丘件
c
t
0
2
C『
丹
}
戸
。
円
出
品
広
口
封

2
u
l

戸

-L-n
・

E
J
J「
O
『
左
〈
U
C
ロ
ω丘
門
戸
】

t
cロ
m
L
F白老

ωロ
仏
可
g
n昨
M
E
w
-
O己
r
T

5
r
B
E
r
-
-
g同一
G
D
m
u

一
句
0

・
宅
-

N

お
l
u

第
一
章

政
府
の
組
織

イ
ギ
リ
ス
型
議
院
内
閣
制
に
於
て
は
、
国
家
の
最
も
強
力
な
機
関
H
政
府

を
規
定
す
る
憲
法
条
文
は
余
り
多
く
な
い
と
い
う
特
徴
が
あ
る
が
、
イ
ン
ド

の
体
制
も
こ
の
伝
統
か
ら
免
れ
て
い
な
い
。
世
界
最
長
の
イ
ン
ド
憲
法
も
全

体
を
通
じ
て
、
僅
か
に
大
民
会
議
(
門

U
2
2ニ
え

忌

E
Z
Z
C
に
関
す
る

七
回
、
七
五
条
、
大
統
領
へ
の
資
料
提
供
等
に
関
す
る
総
理
大
臣
の
任
務
を

規
定
し
た
七
八
条
、
大
臣
と
国
会
と
の
関
係
を
規
律
し
た
八
八
条
が
有
在
す

る
の
み
で
あ
る
。
し
か
し
イ
ン
ド
に
於
て
も
連
邦
政
附
)
(
以
下
政
府
と
略
)

インド連邦執行部の構造

の
決
定
が
、
国
家
の
一
般
的
な
政
策
と
そ
の
実
施
を
二

O
年
以
上
に
瓦
っ
て

確
定
し
て
き
た
こ
と
も
事
実
で
あ
る
ο

そ
こ
で
本
意
で
は
以
下
順
次
に
、
政

府
(
大
臣
会
議
と
首
相
)
の
形
成
、
政
府
構
成
員
の
地
位
、
内
閣
の
構
造
に

つ
い
て
検
討
し
、
政
府
組
織
の
輪
』
邦
を
明
ら
か
に
し
よ
う
。

第
一
節
政
府
の
形
成

憲
法
は
七
四
条
一
項
で
、
「
大
統
領
の
権
能
の
行
使
そ
補
佐
し
及
び
助
言

す
る
た
め
に
、
首
相

(
句
ユ
ヨ
内
宮
5
2件
。

『

)

を
長
と
す
る
大
臣
会
議
を
置

く
」
と
規
定
し
て
い
る
。
そ
こ
で
次
に
首
相
と
大
臣
の
各
々
の
任
命
・
解
任

に
つ
い
て
見
て
い
く
。

付
、
首
相
の
任
命
・
解
任

首
相
は
大
統
領
に
よ
っ
て
任
命
さ
れ
る
〈
七
五
条
一
項
〉
。
普
通
は
、
政

日
ク
・
サ
パ
ハ
2
)

府
が
連
帯
し
て
責
任
を
負
う
連
邦
下
院
と
政
府
の
聞
の
関
係
が
考
慮
さ
れ

〔

B
)

て
、
戸
ク
・
サ
パ
の
多
数
政
党
の
リ
ー
ダ
ー
が
首
相
に
任
命
さ
れ
る
。
歴
代

の
ネ
ル
l
首
相
、
シ
ャ
ス
ト
リ
(
「
∞

-par-)
首
相
と
も
、
会
議
派
ロ

グ
・
サ
パ
議
員
団
の
リ
ー
ダ
ー
で
あ
っ
た
。
し
か
し
一
九
六
六
年
一
月
に
シ

ラ
ジ
ヤ
・
サ
パ

ヤ
ス
ト
リ
が
急
死
す
る
と
、
連
邦
上
院
議
員
の
イ
ン
デ
ィ
ラ
・
ガ
ン
デ
ィ
が

会
議
派
リ
ー
ダ
ー
に
選
出
さ
れ
た
後
に
、
首
相
に
山
就
任
し
た
。
こ
れ
は
従
来

の
慣
行
に
反
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、

一
年
後
の
総
選
挙
で
彼
女
が
ロ
グ

サ
パ
議
員
と
な
り
、
会
議
派
ロ
グ
・
サ
パ
議
員
団
の
リ
ー
ダ
ー
に
選
出
さ
れ

て
第
二
次
内
閣
を
組
閣
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
慣
行
に
復
し
た
。
勿
論
ラ
ジ

ャ
・
サ
パ
議
員
の
首
相
任
命
は
、
そ
の
議
員
が
戸
ク
・
サ
パ
に
於
て
も
等
し

く
多
数
派
で
あ
る
政
党
に
属
す
る
場
合
に
の
み
、
一
汗
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

次
に
七
四
条
一
項
に
従
え
ば
、
大
臣
会
議
は
長
を
持
た
ず
し
て
機
能
で
き

な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
か
ら
、
首
相
が
死
亡
し
た
場
合
、
大
臣
会
議
は

自
動
的
に
辞
職
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
大
臣
会
議
の
断
絶
を

北法27(2・107)277



料

回
避
す
る
た
め
に
、
辞
職
し
た
大
臣
会
議
の
最
年
長
大
臣
が
暫
定
的
に
首
相

と
し
て
任
命
さ
れ
る
。
五
四
年
の
ネ
ル
1

、
六
六
年
の
シ
ャ
ス
ト
リ
の
死
亡

資

の
時
、
何
れ
も
ナ
ン
ダ
(
の
「

Z
S含
)
内
相
が
暫
定
首
相
と
な
っ
た
の

は
そ
の
例
で
あ
る
。

大
臣
ム
議
が
ロ
ク
・
サ
パ
に
於
け
あ
多
数
派
政
党
の
信
任
を
得
て
い
る
限

り
、
首
相
は
解
任
さ
れ
な
い
。
首
相
は
大
統
領
に
辞
職
を
申
し
出
る
こ
と
が

で
き
る
が
、
慣
行
上
辞
職
の
提
出
は
、
総
選
挙
後
に
多
数
派
政
党
の
リ
ー
ダ

ー
が
選
出
さ
れ
た
後
に
行
わ
れ
る
。
従
っ
て
、
ロ
ク
・
サ
パ
の
解
散
中
も
政

府
は
、
そ
の
機
能
を
保
持
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

同
、
大
臣
の
任
命
・
解
任

大
臣
は
首
相
の
助
言
に
基
づ
い
て
、
大
統
領
に
よ
っ
て
任
命
さ
れ
る
(
七

(
S
V
 

五
条
一
一
頃
)
。
大
臣
の
数
に
つ
い
て
の
憲
法
上
の
規
定
は
な
い
。
次
に
大

臣
は
、
大
統
領
の
意
に
反
し
な
い
限
り
(
含
ユ
ロ
四
件
言
明
v
-
2
2
5
0『
同

Z

p
g
E
g
C
そ
の
職
を
保
持
す
る
(
七
五
条
二
項
)
と
さ
れ
て
い
る
が
、
山
犬

際
に
は
首
相
の
意
に
反
し
な
い
限
り
に
於
て
そ
の
職
を
保
持
で
き
る
の
で
あ

《

6
〉
る
。
ま
た
大
臣
は
、
引
き
続
き
六
カ
月
の
聞
に
国
会
の
河
議
院
の
い
ず
れ
の

議
席
も
保
持
で
き
な
い
と
、
期
間
経
過
の
日
に
そ
の
職
を
失
う
(
同
条
五

安)。事
実
上
大
臣
は
、
首
相
の
勧
奨
や
世
論
の
圧
力
を
受
け
て
解
任
さ
れ
た

《。。

り
v

政
府
の
政
策
と
一
致
で
き
ず
自
発
的
に
辞
職
す
る
場
合
一
か
あ
る
。
辞
職

す
る
大
臣
が
ロ
ク
・
サ
バ
議
員
の
時
は
、
ロ
グ
・
サ
パ
に
於
て
議
長
の
同
意
(
9
v
 

を
得
て
か
ら
、
辞
職
理
由
を
説
明
す
る
個
人
陳
述
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

ま
た
七
五
条
三
項
の
文
言
か
ら
は
、
大
臣
会
議
が
、
連
帯
し
て
責
任
を
負

っ
て
い
る
ロ
ク
・
サ
パ
の
信
任
を
失
う
な
ら
ば
、
総
辞
職
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
こ
と
は
明
ら
か
だ
が
、
現
在
ま
で
総
辞
職
の
事
態
は
生
じ
て
い
な
い
。

第
二
節

政
府
構
成
員
の
地
位

本
節
で
は
一
九
五

O
年
以
来
比
較
的
厳
格
に
組
織
さ
れ
て
き
た
政
府
の
階

ヒ
エ
ヲ
ル
キ
ー

層
制
、
大
臣
、
か
国
ム
五
議
員
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
の
意
味
、
大
臣
俸
給

の
問
題
を
取
り
扱
う
。

村
、
政
府
の
階
層
制

首
相
に
よ
っ
て
指
導
さ
れ
る
大
堅
議
は
、
三
つ
の
範
悔
の
大
臣
か
ら
構

成
さ
れ
て
い
る
。
則
ち
そ
れ
は
、

内
閣
に
属
す
る
閣
内
大
臣

(
p
r
5
2

宮
ZFmgHm)
、
内
閣
に
属
し
て
い
な
い
閣
外
大
臣
ハ
云
5
2
Z
B
o
h
m
g
g〉、

副
大
臣
〈
U
8
2
々
ロ
島
区
切
な
ロ
〉
の
三
つ
で
あ
る
。
態
法
上
は
こ
れ
ら
は
区

別
さ
れ
て
お
ら
ず
、
大
臣
の
語
が
無
差
別
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
他
に

議
会
主
事

(
3
ュ2
2
2
2ミ
ω百円
2
3
2
)
と
呼
ば
れ
る
ポ
ス
ト
が
一
九

六
七
年
迄
設
置
さ
れ
て
い
た
。
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「
閣
内
大
臣
」
は
、
政
府
の
必
須
の
機
関
で
あ
る
内
閣
を
構
成
す
る
。
「
内

閣
」
は
憲
法
上
認
め
ら
れ
た
概
念
で
は
な
く
、
憲
法
は
単
に
大
臣
会
議
に
つ

い
て
規
定
し
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
し
か
し
事
実

t
の
慣
行
の
発
展
に
よ
っ

て
、
大
臣
会
議
の
内
部
の
中
核
的
な
組
織
体
と
し
て
内
閣
の
存
在
が
明
確
に

な
切
憲
法
上
付
与
さ
れ
た
大
臣
会
議
の
権
能
は
、
現
在
内
閣
が
引
き
受
け

て
い
る
。
例
え
ば
、
家
法
上
大
統
領
を
助
言
す
る
も
の
は
大
臣
会
議
で
あ
る

が
、
今
日
こ
の
権
能
は
内
閣
構
成
員
の
閣
内
大
臣
が
排
他
的
に
行
使
し
て
い

る
。
閣
内
大
臣
は
所
轄
の
行
政
官
庁
を
統
括
し
、
中
央
行
政
の
全
般
に
わ
た

る
責
任
を
負
う
。
閣
内
大
臣
は
一
般
に
最
年
長
の
大
臣
で
あ
っ
て
、
大
蔵
・

外
務
・
国
防
・
通
信
・
内
務
等
の
各
省
を
担
当
す
る
。

一
九
七
一
年
迄
の
そ

の
規
模
は
八
l
一
一
一
一
名
で
あ
る
。

「
閣
外
大
臣
」
は
閣
議
に
招
か
れ
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
内
閣
の
構
成
員

で
は
な
い
。
そ
の
中
に
も
、
特
定
の
省
庁
の
統
括
を
泌
自
に
担
い
町
内
大
臣

イγ ド連邦執行部の構造

と
同
じ
権
限
を
行
使
す
る
こ
と
の
で
き
る
者
と
、
単
に
閣
内
大
医
の
指
示
と

監
督
の
下
に
責
務
を
遂
行
す
る
者
と
が
い
る
。

「
副
大
臣
」
は
一
般
に
対
議
会
関
係
の
任
務
を
有
し
、
特
定
の
行
政
責
任

を
負
う
こ
と
な
く
閣
内
大
臣
の
指
示
下
で
働
く
。
彼
ら
は
閣
内
大
臣
・
閣
外

大
臣
の
予
備
軍
た
る
位
置
に
あ
り
、
①
大
臣
に
代
わ
っ
て
の
議
会
答
弁
、
②

法
案
起
草
の
補
助
、
③
一
議
員
・
政
党
・
新
聞
と
の
連
絡
、
④
大
臣
の
委
託
に

よ
る
特
別
問
題
の
調
査
研
究
等
の
、
雑
多
な
任
務
が
あ
る
。
イ
ン
ド
の
副
大

臣
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
司
R
E
g
g
sミ
ω常
ユ

RHAW回
や
日
本
の
政
務
次
官
に

匹
敵
す
る
位
置
を
占
め
て
い
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

内
閣
の
中
に
首
相
に
加
え
て
、
副
首
相

3
3ロ々

pzdm
玄
E
E
q
)

の
ポ
ス
ト
が
設
置
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
副
首
相
に
は
、
一
九
四
七
l
l
五
O

年
に
サ
ル
ダ
l
ル
・
パ
テ
ル
(
伊
牛
耳

FZ-)
が
、
一
九
六
七
年
に
は
モ
ラ

ル
ジ
・
デ
サ
イ
(
冨
2
R官
0
2
巳
)
が
任
命
さ
れ
た
。
何
れ
の
場
合
も
A
A

五議

派
の
内
部
で
強
い
少
数
派
的
傾
向
を
示
し
て
い
た
有
力
者
が
、
副
首
相
と
し

て
任
命
さ
れ
た
。
し
か
し
銀
行
国
有
化
に
反
対
し
た
デ
サ
イ
が
解
任
さ
れ
て

か
ら
は
、
首
相
の
指
導
力
を
分
散
さ
せ
る
虞
れ
の
あ
る
副
首
相
に
、
任
命
さ

れ
た
者
は
な
い
。

ω、
国
会
議
員
た
る
大
臣

政
府
構
成
員
で
あ
る
大
臣
は
、
国
会
の
両
議
院
の
い
ず
れ
か
の
議
院
に
属

す
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
国
会
議
員
に
な
る
の
に
は
六
カ
月
間
の

猶
予
期
間
が
与
え
ら
れ
て
い
あ
(
七
五
条
五
項
〉
。
例
え
ば
、
六
四
年
に
シ

ヤ
ス
ト
リ
内
閣
に
入
閣
し
た
イ
ン
デ
ィ
ラ
・
ガ
ン
デ
ィ
は
国
会
議
員
で
は
な
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か
っ
た
た
め
前
の
条
件
に
反
し
て
い
た
が
、
間
も
な
く
ラ
ジ
ャ
・
サ
パ
に
選

出
さ
れ
て
後
の
条
件
を
満
た
す
こ
と
が
で
き
た
。
ま
た
首
相
が
、
大
統
領
に

大
臣
任
命
を
助
言
す
る
時
に
は
、
選
挙
の
落
選
者
や
大
統
領
指
名
議
員
を
助



料

〈日
v

言
す
る
こ
と
は
な
レ
。
そ
の
他
大
臣
は
、
自
己
の
行
為
、
が
何
ら
か
の
無
資
格

事
自
に
該
当
す
る
場
合
に
は
当
然
議
席
を
失
い
、
更
に
大
臣
職
か
ら
の
辞
職

資

を
強
制
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。

同
、
大
臣
の
俸
給
・
資
産
の
公
開

大
臣
の
俸
給
及
び
手
当
は
国
会
が
随
時
法
律
で
定
め
る
も
の
と
し
、
国
会

が
決
定
す
る
ま
で
は
第
二
付
則
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
(
七
五
条
六

項
〉
。
こ
の
規
定
に
よ
っ
て
一
九
五
二
年
に
大
臣
俸
給
手
当
法

3
島
3m

g
ι
E
F
4
8
n
E
C町三

zztm
〉
円
丹
)
が
制
定
さ
れ
た
。
大
症
の
俸
給
は

か
な
り
高
額
の
も
の
で
は
あ
る
が
、
大
臣
が
政
治
汚
職
を
す
る
可
能
性
も
早

く
か
ら
懸
念
さ
れ
て
い
た
。
既
に
制
憲
議
会
で
、
行
政
の
純
巨
を
守
る
た
め

に
大
臣
の
資
産
を
公
開
さ
せ
る
べ
き
で
あ
る
と
の
提
案
、
か
あ
り
、
大
臣
の
資

産
公
開
義
務
を
憲
法
で
規
定
せ
よ
と
の
要
請
が
出
て
い
た
。
憲
法
起
草
委
員

会
で
は
当
初
ア
ム
ベ
ド
カ
ー
ル
委
員
長
の
支
持
が
あ
っ
た

r、
結
局
採
用
す

る
迄
に
は
至
ら
ず
条
文
化
は
な
ら
な
か
っ
た
。
も
し
実
現
し
て
い
れ
ば
、
他

国
に
類
を
見
な
い
ユ
ニ
ー
ク
な
制
度
と
な
っ
た
は
ず
で
あ
っ
た
。

第
三
節

内

関

本
節
で
は
閣
議
、
内
閣
の
内
部
精
進
、
内
閣
官
房

(pr-ロ
2
ω
2日
U
H
l

E
C
を
被
討
す
る
。

村
、
閣

議

イ
ン
ド
の
内
閣
は
通
常
週
に
一
度
閣
-
訟
を
開
く
が
、
国
会
開
会
中
や
緊
急

の
場
合
に
は
閣
議
の
回
数
も
多
い
。
閣
議
の
数
日
前
に
協
議
事
項
と
関
係
書

類
が
大
医
の
聞
で
回
覧
さ
れ
る
。
閣
議
の
継
続
時
聞
は
協
議
事
項
の
性
格
に

よ
っ
て
左
右
さ
れ
る
。
閣
議
に
出
席
で
き
る
の
は
閣
内
大
臣
だ
け
で
あ
り
、
閣

外
大
臣
の
川
席
が
求
め
ら
れ
る
の
は
そ
の
担
当
事
項
が
討
議
さ
れ
る
時
や
、

関
連
閣
内
大
臣
が
出
席
不
能
の
場
合
に
限
ら
れ
る
。
な
お
州
首
相

((vzz

Z
E
M
Z
H
m
)
も
問
題
、
が
当
該
の
州
に
関
連
し
て
お
り
、
そ
の
出
席
が
有
用
と

(
刊
〉

思
わ
れ
る
時
に
は
、
閣
議
に
招
か
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
他
技
術
的
専
門

家
や
計
画
委
員
会
委
員
が
出
席
す
る
こ
と
も
あ
る
。

閣
議
の
主
卒
者
は
首
相
で
あ
る
。
バ
テ
ル
副
首
相
の
当
時
首
相
が
欠
席
す

る
時
は
パ
テ
ル
が
主
宰
を
し
た
が
、
そ
の
後
は
最
年
長
大
臣
が
首
相
の
代
役

を
勤
め
て
い
る
。
閣
議
に
定
足
数
は
な
い
。
ま
た
閣
議
で
の
決
定
も
投
票
に

よ
る
こ
と
は
な
く
、
出
席
者
相
互
間
の
討
議
の
裡
に
一
つ
の
決
定
に
到
達
す

る
。
こ
れ
は
イ
ギ
リ
ス
の
閣
議
に
於
け
る
決
定
の
過
酷
ピ
同
一
で
あ
ろ
う
。

閣
議
の
決
定
は
関
係
大
臣
に
送
付
さ
れ
る
。
閣
議
の
記
録
は
機
常
と
さ
れ
て

お
り
、
特
に
秘
匿
す
べ
き
事
項
に
関
し
て
は
決
定
が
記
録
化
さ
れ
る
こ
と
も

(
引
)

な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
閣
議
決
定
が
し
ば
し
ば
外
部
に
漏
洩
し
た
た
め
、

ジ
ャ
ス
ト
リ
首
相
の
時
に
、
決
定
の
一
部
を
新
聞
に
公
表
す
る
よ
う
に
な
っ
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Tニ
白
、
内
閣
の
内
部
構
造

内
閣
の
内
部
に
更
に
、
内
閣
委
員
会

(przz
。02
2
2
2
C
が
設
置

さ
れ
て
い
る
。
各
大
臣
は
何
れ
か
の
内
閣
委
員
会
に
所
属
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
し
。
内
閣
委
員
会
で
の
決
定
は
通
常
ま
ず
辰
初
に
首
相
に
伝
え
ら
れ
、
し

か
る
後
に
当
該
委
員
会
の
メ
ン
バ
ー
で
な
い
大
臣
に
も
通
知
さ
れ
る
。
内
閣

委
員
会
に
は
、
常
設
と
特
別
の
二
種
が
あ
る
。
前
者
に
は
防
衛
、
経
済
問
題
、

外
交
、
議
事
運
山
町
内
の
委
員
会
が
あ
る
。
後
者
は
全
体
と
し
て
の
内
閣
決
定
の

前
に
、
特
別
な
検
討
を
要
す
る
章
一
要
問
題
が
生
じ
る
と
、
随
時
設
置
さ
れ
そ

の
任
務
の
終
了
と
共
に
解
散
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

イ
ン
ド
の
内
閣
委
員
会
制
度
は
、
種
々
の
省
庁
間
の
機
能
を
調
整
す
る
た

インド連邦執行部の構造

め
に
設
置
さ
れ
て
お
り
、
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
そ
れ
と
同
じ
役
割
を
果
し
て

い
る
。
た
だ
イ
γ
ド
の
場
合
は
、
同
一
の
数
人
の
大
臣
が
同
時
に
殆
ど
の
内

閣
委
員
会
の
メ
ン
バ
ー
で
も
あ
る
と
い
う
特
色
が
あ
る
。
ネ
ル

l
体
制
の
下

で
は
「
委
員
会
に
関
係
の
あ
る
大
臣
を
適
切
に
配
属
し
よ
う
と
い
う
考
え
に

よ
ら
ず
、
(
ネ
ル

l
の
)
個
人
的
な
好
み
が
先
に
立
っ
て
、
委
員
会
へ
の
任
命

が
行
な
わ
れ
た
じ
と
言
わ
れ
て
い
る
。
但
し
、
次
の
ジ
ャ
ス
ト
リ
体
制
で
は

こ
の
傾
向
は
変
化
し
た
。
内
政
問
題
に
関
し
て
は
全
体
と
し
て
の
内
閣
の
優

コ
ン
セ
ン
サ
ス

越
性
が
回
復
し
、
内
閣
全
体
の
合
意
に
基
づ
い
て
決
定
が
下
さ
れ
る
よ
う
に

(剖
v

rLA

っ，
V
0

・T
，

f
同
、
内
閣
官
房

内
閣
は
そ
の
職
務
を
遂
行
す
る
た
め
に
、
内
閣
官
一
房
房
を
設
置
し
て
い
る
。

そ
れ
は
内
閣
秘
室
書
百
部
(
り
。
与
匂
泊
員
吋
丹

z口自凶百内
g=三件司え『〔
nリ印与
rE-zロ5印込丹〉問『
F岱宮阿=吋月
m2m乙
)
と
統
計
部

(。巾告刀
る
o

内
閣
官
房
の
職
務
は
、
首
相
と
協
議
し
て
閣
議
の
協
議
事
項
を
準
備

し
、
そ
れ
を
閣
僚
の
回
覧
に
供
し
、
閣
議
の
議
事
を
記
録
化
す
る
こ
と
で
あ

る
。
そ
の
他
内
閣
委
員
会
を
補
助
す
る
機
能
も
有
す
る
。

〈

1
)

「
連
邦
政
府
」
と
「
イ
シ
ト
政
府
」
と
は
区
別
さ
れ
ね
ば
な
ら
な

ぃ
。
「
イ
ン
ド
政
府
」
と
言
う
場
合
は
、
連
邦
の
行
政
・
立
法
・
司

法
の
他
に
州
の
行
政
・
立
法
・
司
法
を
も
そ
の
内
容
と
す
あ
概
念
だ

か
ら
で
あ
る
。
「
連
邦
政
府
」
は
広
義
に
於
て
は
大
統
領
、
副
大
統

領
、
首
相
を
含
む
大
臣
会
議
の
三
者
で
構
成
さ
れ
る
。
し
か
し
狭
義

の
そ
れ
は
、
首
相
を
長
と
す
る
大
臣
会
議
の
み
を
意
味
し
て
い
る
こ

と
が
多
い
。
従
っ
て
本
文
の
「
連
邦
政
府
」
と
は
、
以
下
こ
の
狭
義

の
意
味
に
於
て
用
い
る
も
の
と
す
る
。ロク
・
サ
メ

(
2
)

七
五
条
三
項
「
大
臣
会
議
は
、
連
邦
下
院
に
対
し
連
帯
し
て
責
任

を
負
う
」
。

(
3
)

憲
法
上
、
首
相
が
必
ず
ロ
ク
・
サ
パ
議
員
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
か
、
或
い
は
国
会
議
員
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
は
規
定
さ
れ
て

い
な
い
。
し
か
し
七
五
条
三
項
の
文
言
か
ら
、
首
相
は
ロ
ク
・
サ
バ
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字十

議
員
の
う
ち
か
ら
、
し
か
も
ロ
ク
・
サ
パ
の
多
数
党
に
属
す
る
議
員

の
う
ち
か
ら
選
ば
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
の
要
請
が
、
導
か
れ

る
。
ぇ
・

ω忠
〈
m
w
〈

E
Z
句
弘
己
・
吋
}
戸
。
。
。
ロ
目
t
z
z
o
D
O
『
子
。
円
口
L
U
口

問命甘口
r-Fn-
七・同印∞・

(
4
)

憲
法
施
行
以
来
の
イ
ン
ド
政
府
は
次
の
通
り
。
①
一
九
五

O
年
一

月
二
六
日
l
五
二
年
五
月
一
一
一
一
日
(
第
一
次
ネ
ル
l
内
閣
〉
②
l
五

七
年
四
月
一
六
日
(
第
二
次
)
③
五
七
年
四
月
一
七
日
六
二
年
四

月
四
日
(
第
三
次
〉
④
六
二
年
五
月
一
二
日
l
六
四
年
五
月
二
七
日

(
第
四
次
)
伺
|
六
四
年
六
月
二
日
(
ナ
ン
ダ
暫
定
内
閣
〉
⑥
|
六

六
年
一
月
一
一
日
(
シ
ャ
ス
ト
リ
内
閣
)
⑦

l
六
六
年
一
月
一
九
日

(
ナ
ン
タ
暫
定
)
⑨
|
六
七
年
三
月
一
一
一
日
(
第
一
次
イ
ン
テ
ィ
ラ

・
ガ
ン
デ
ィ
内
閣
)
⑨
六
七
年
三
月
一
一
一
一
日
七
一
年
一
一
一
月
(
第
二

次
)
⑩
|
七
五
年
現
在
(
第
三
次
)
。

(
5
)

し
か
し
一
九
五

O
年
以
来
、
大
臣
数
は
著
し
く
増
加
す
る
一
途
と

な
っ
て
い
る
。
第
一
次
総
選
挙
後
は
二
一
名
、
五
七
年
は
三
九
名
、

一
九
七
五
年
現
在
で
は
五
四
名
。
こ
の
過
度
の
増
加
を
抑
制
す
る
た

め
に
、
最
大
の
大
臣
数
が
国
ム
-
議
員
数
の
一
定
割
合
を
越
え
て
は
な

ら
な
い
こ
と
を
、
憲
法
上
明
確
に
し
よ
う
と
い
う
動
き
が
あ
る
。

(
6
)

列
』
・
〈
ゆ
ロ
rm件。印君
REM-
の
ω
σ
5
2
の
0
5
3
5
3伸
一
口
問
口
弘
2
・

円。ロ
L
D
ロ
・
。

g司
向
。
〉
-
一
。
ロ
除
己
口
君
5
・
呂
田
ア
司
・
ぉ
・

ハ
7
)

そ
の
最
も
著
名
な
例
は
、
一
九
六
二
年
一
一
月
の
メ
ノ
ン
国
防
相

の
解
任
で
あ
る
。
メ
ノ
ン
は
、
ネ
ル
!
の
支
持
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

中
印
戦
争
の
敗
北
を
問
う
世
論
の
前
に
敗
れ
た
。

資

(
8
)
初
期
ネ
ル

l
内
閣
に
は
数
多
く
の
大
臣
の
自
発
的
辞
職
が
あ
っ

た
。
そ
れ
は
、
独
立
直
後
の
混
乱
状
態
か
ら
脱
出
し
て
国
家
の
統
合

を
実
現
す
る
た
め
に
、
野
党
勢
力
を
政
府
内
に
結
集
さ
せ
た
こ
と
の

必
然
的
結
果
で
あ
っ
た
(
〈

g吉伸
2
3
g
p
告
・
口
広
ニ
官
印
由
〉
。

例
え
ば
、
一
九
五

O
年
に
は
ネ
ル
l
の
対
パ
キ
ス
タ
ン
政
策
に
反

対
し
て
ム
ケ
ル
ジ

l
(
ω
・句

-
Y
P
Z心
。
。
〉
工
業
相
と
ネ
オ
ギ
(
同
・

。・

z
g当
)
商
業
相
が

(
E
P・
3
印
?
日
i
吋
白
)
、
ま
た
計
画

委
員
会
の
設
立
に
反
対
し
て
マ
タ
イ
(
』

D
E
冨
巳

E
C
大
蔵
相
が

そ
れ
ぞ
れ
辞
職
し
た
(
回
E
P
・
3
・吋

m
i
g
-
s
e。
一
九
五
一
年

に
は
ア
ム
ベ
ド
カ
l
ル
(
〉
ヨ
σ
丘
E
C
法
務
相
が
辞
職
し
た
。
彼

の
辞
職
は
表
面
的
に
は
、
ネ
ル
l
の
ヒ
ン
ド
ウ
法
典
法
案
の
提
出
引

き
延
ば
し
を
責
め
た
も
の
だ
っ
た
が
、
よ
り
根
本
的
に
は
不
可
触
民

に
対
す
る
差
別
政
策
の
継
続
、
中
国
と
の
友
好
政
策
に
抗
議
の
意
を

こ
め
た
も
の
だ
っ
た
。
ア
ム
ベ
ド
カ
l
ル
は
制
憲
議
会
の
功
労
者
で

あ
っ
た
が
ネ
ル

l
内
閣
で
は
冷
遇
さ
れ
、
そ
の
法
務
大
臣
の
ポ
ス
ト

は
、
「
年
老
い
た
弁
護
士
が
戯
れ
る
に
は
丁
度
よ
い
空
っ
ぽ
の
石
鹸

箱
」
と
評
さ
れ
る
程
だ
っ
た

(EP-
宅
-
吋
∞
|
∞
口
〉
。

こ
の
タ
イ
プ
の
辞
職
は
そ
の
後
も
続
き
、
一
九
五
四
年
に
は
ギ
リ

(
〈
・
〈
-
Q
2
)
労
働
相
が

(-zp-
宅
巴
|
∞
一
〉
、
六
七
年
に
は

教
育
用
一
言
語
の
問
題
に
関
し
て
チ
ャ
グ
ラ
(
の
の
宮
包
乙
外
相
が

辞
職
し
て
い
る
。
チ
ャ
グ
ラ
辞
職
に
つ
い
て
は
、
明
，
E
R
U
ロD
芯
-

F
白
河
内
山
間

E
r
-
E
E
m
Hロ全
σ
ロ
ロ
ク
司
ω
ユp
m
-
M
N
F
n
r
cロ
Z
H
N
-
o
z
Eロ仏
l

〉
己

N
S
F
-
U
2・
匂

-

N

∞ω
・

北法27(2・112)282
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(
9
)

辞
職
す
る
大
臣
は
、
議
会
外
に
於
て
声
明
を
公
表
す
る
こ
と
も
で

き
る
。
ジ
ョ
ン
・
マ
タ
イ
な
ど
は
議
会
外
で
の
声
明
を
敢
行
し
て
、

大
き
な
紛
糾
を
か
も
し
た
。
月
ω自
白
百
円
ヨ
P
の
ω
r
z
$
0
2
2ロ
E
E丹

吉
岡
ロ
《

r
p
-ロ
ω・
0
・
回
巳
一

qa--旬。ユ
E
g
g
Uミ
。
。
〈
司
E
g
w口仲

Z
H
}戸
市

の

0
5
5
0口
当

E
x
r・
F
Oロハ同
D
P
国
ω口
E
三
ω
c
n
F
Z〕
F
3
2
・

匂・一一凶〕
1
.

(
川
川
)
議
会
主
事
は
国
会
の
議
事
規
則
上
は
大
臣
と
さ
れ
て
い
る
が
、
実

際
は
何
ら
の
行
政
責
任
も
有
し
な
い
ポ
ス
ト
で
あ
る
。
そ
の
任
務
は

行
政
各
省
と
議
会
と
の
関
係
を
円
滑
に
す
る
た
め
に
、
大
臣
に
協
力

す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
議
会
主
事
は
副
大
臣
と
似
た
任
務
を
果
た
す

こ
と
も
あ
っ
て
、
一
九
六
七
年
に
大
臣
会
議
名
簿
か
ら
除
外
さ
れ
、

廃
止
さ
れ
た
。
森
利
一
・
落
合
淳
隆
・
イ
γ
ト
の
開
発
行
政
(
ア
ジ

ア
経
済
研
究
所
、
一
九
七
四
年
〉
七
頁
、
玄
・
〈
早
一
ゆ
め
ゆ

(
u
g
m
t
l

zzDロ
m
L
O
Oぐ
2
ロ
5
2品
百
円
ロ
E
P
切

OBrω
ア
〉
凹
泣
句
c
r
-
2
r
E四

国
D
E
P
R宮
古
件
。
ι
一
回
目
∞
-
同

y
ω
吋

U

を
参
照
。

〈
刊
〉
イ
ン
ド
内
閣
制
度
の
確
立
は
、
慣
行
の
発
展
に
負
っ
て
い
る
。
そ

の
確
立
の
軌
跡
は
次
の
通
り
。
独
立
前
の
一
九
三
五
年
法
の
下
で
既

に
、
総
督
執
行
会
議
(
0
0
5
5
2
の
g
q弘
、
印
刷
月

2
t〈刊の
CEn--)

が
存
在
し
て
い
た
が
、
そ
れ
は
総
替
の
単
な
る
諮
問
機
関
に
過
ぎ
な

い
も
の
だ
っ
た
。
一
九
四
七
年
八
月
一
五
日
イ
ギ
リ
ス
か
ら
権
力
を

移
譲
さ
れ
て
初
め
て
、
イ
ン
ド
は
連
帯
責
任
原
理
の
上
に
立
ち
首
相

を
長
と
す
る

ZEω
昨
ミ
を
持
つ
よ
う
に
な
る
(
ネ
ル
l
暫
定
政
府

の
発
足
)
。
こ
の
冨

E
凹
同
ミ
の
別
名
と
し
て
門
出
r
E
2
の
語
、
が
使

用
さ
れ
始
め
る
。
ネ
ル
l
暫
定
政
府
の
大
臣
の
地
位
は
同
一
で
あ
っ

た
が
、
そ
の
後
大
臣
会
議
の
中
に
下
級
大
臣

(
Z
2
2
ζ
E巳
2
C

が
任
命
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
、
大
臣
の
地
位
に
差
が
生
じ
た
。
そ

こ
で
大
臣
の
範
陪
を
再
編
し
て
そ
の
責
任
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し

た
、
ア
イ
ヤ
ン
ガ
l
ル
(
の
o宮
}
宮
司
自
己
〉
〕
ミ

gmω
円
)
報
告
書
が
出

さ
れ
る
こ
九
四
九
年
一
一
月
〉
。
こ
の
報
告
書
に
基
づ
い
て
大
臣

会
議
の
中
に
三
階
層
が
作
ら
れ
、
こ
れ
以
降
内
閣
を
構
成
す
る
大
臣

と
そ
う
で
な
い
大
臣
と
は
区
別
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
え

-EL--

甘
司
・

ω吋
印

印

・

(
ロ
)
一
九
六
八
年
現
在
、
閣
外
大
臣
の
ポ
ス
ト
が
設
置
さ
れ
て
い
る
の

は
、
食
糧
農
業
、
石
油
化
学
、
社
会
福
祉
、
教
育
の
各
省
で
あ
る
0

0
2
?
口問
y
i
?
・匂

M

∞m-

(
日
)
サ
ル
ダ
l

ル
・
パ
テ
ル
(
一
八
七
五
i
l
一
九
五

O
年
)
に
つ
い
て

は
、
山
口
博
一
「
サ
ル
ダ
l
ル
・
ヴ
7

y
ラ
プ
パ

l
イ
・
パ
テ
ル
試

論
!
現
代
イ
γ
ド
へ
の
一
説
角
」
山
口
編
・
現
代
イ
ン
ド
の
研
究

(
ア
ジ
ア
経
済
研
究
所
、
一
九
七
二
年
〉
一
1
l
四
一
頁
が
詳
し
い
。

同
論
文
に
よ
れ
ば
、
バ
テ
ル
は
独
立
前
に
ガ
ン
デ
ィ
一
保
の
中
心
人
物

で
あ
っ
た
が
、
独
立
後
も
イ
ン
ド
の
国
家
統
合
に
中
心
的
な
役
割
を

果
た
し
た
。
一
九
四
七
年
八
月
一
五
日
じ
は
内
相
・
情
報
放
送
相
・

藩
王
国
相
に
任
命
さ
れ
、
更
に
八
月
二
四
日
に
副
首
相
に
も
任
命
さ

れ
る
。
「
不
挽
不
屈
」
と
評
さ
れ
た
パ
テ
ル
は
そ
の
死
ま
で
の
三
年

間
で
、
自
治
領
制
を
基
盤
に
し
た
印
パ
両
国
の
分
割
成
立
、
藩
王
国

の
連
邦
へ
の
編
入
、
統
一
的
な
州
制
度
の
実
現
、
州
に
対
す
る
連
邦

北法27(2・113)283



料

権
限
の
強
大
化
、
会
議
派
地
方
組
織
の
整
備
、
官
僚
・
警
察
機
構
の

再
編
、
内
需
金
制
度
の
設
置
等
の
、
多
く
の
業
績
を
あ
げ
た
。
ネ
ル

!
と
パ
テ
ル
の
「
両
頭
体
制
」
の
中
で
バ
テ
ル
が
遂
行
し
た
諸
事
業

は
、
そ
の
後
の
ネ
ル

l
体
制
の
継
承
す
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
。

〈
け
門
)
モ
ラ
ル
ジ
・
デ
サ
イ
は
一
九
六
六
年
に
イ
ン
デ
ィ
ラ
・
ガ
ン
デ
ィ

と
連
邦
政
府
首
相
の
座
を
争
っ
て
敗
れ
、
そ
の
た
め
第
一
次
カ
ン
デ

ィ
内
閣
に
は
入
閣
し
な
か
っ
た
も
の
の
、
運
営
委
員
会
・
議
会
局
・

中
央
選
挙
委
員
会
の
各
メ
ン
バ
ー
を
勤
め
て
、
当
時
の
会
議
派
最
高

幹
部
の
一
人
で
あ
っ
た
。
一
年
後
再
度
首
相
の
座
に
挑
戦
を
試
み
る

が
、
カ
マ
ラ
l
ジ
党
総
裁
の
工
作
に
よ
っ
て
挑
戦
を
断
念
し
た
。
そ

の
代
償
と
し
て
、
第
二
次
ガ
ン
デ
ィ
内
閣
の
必

2
の
ポ
ス
ト
を
与
え

ら
れ
て
副
首
相
と
な
り
、
更
に
蔵
相
に
も
任
命
さ
れ
た
。

z
x
Z乙

∞z
n
r
。F
ω
E
n
E
ω
E
Z
E
Hロ
L
Z
-田
町
吋
日
、
『
}
百
周

c
c
Z
E
N
ω
Z
C口

。四回
v
c
z
t
n
L
の}出口問。
J

・
5
k
F包

E
d
ω
Z
H〈角川ア〈
O
F

謡

Z
G
-
吋・

一回目吋・勺
h
w
-
A
N
ω
l
l
A
A
ω

・

(
日
)
従
っ
て
、
ロ
ク
・
サ
パ
に
於
て
ア
ン
グ
ロ
・
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
・
コ

ミ
ユ
ニ
テ
ィ
や
N
E
F
A
(北
東
辺
境
地
区
)
を
代
表
す
る
指
名
議

員
、
ラ
ジ
ャ
・
サ
パ
に
於
て
文
学
・
科
学
・
芸
術
・
社
会
奉
仕
の
代

表
者
で
あ
る
お
名
議
員
、
が
、
大
臣
に
選
ば
れ
る
こ
と
は
な
い
。

(
日
〉
ア
ム
ベ
ド
カ
ー
ル
の
構
想
は
当
初
、
①
す
べ
て
の
大
尽
に
就
任
時

と
辞
職
時
に
そ
の
資
産
と
負
債
を
公
開
さ
せ
る
。
辞
職
時
に
資
産
が

異
常
に
増
加
し
て
い
る
場
合
に
は
、
大
臣
は
増
加
の
方
法
・
理
由
を

説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
②
そ
の
説
明
に
合
理
性
が
な
け
れ

資

ば
、
大
臣
は
実
刑
或
い
は
罰
金
を
課
さ
れ
る
、
と
い
う
内
容
の
も
の

で
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
の
彼
も
後
に
は
、
行
政
の
純
化
は
世
論
に
期

待
す
る
と
い
う
考
え
に
後
退
し
て
し
ま
っ
た
。

Md-2・
0
℃
・
口
広
・
ゐ
・

ω
吋一ω
.

(
げ
)
以
下
の
叙
述
は
主
に
、
口
百
b

・
8
・
nFf
苦
-
M
S
1
ω
0
0
に
負

〉

h
ノ
。

(
ゆ
)
こ
れ
ま
で
の
閣
議
の
最
長
時
間
は
、
第
四
次
五
カ
年
計
画
の
大
綱

を
決
定
し
た
閣
議
(
一
九
六
四
年
一

O
月
一
四
日
〉
の
四
時
間
で
あ

る。

(
問
〉
例
え
ば
、
東
部
地
区
の
食
糧
問
題
が
注
目
を
集
め
た
一
九
六
三
年

六
月
に
は
、
西
ベ

γ
ガ
ル
州
首
相
の
セ
ン

(
H
V

・。・

ω
g〉
や
オ
リ

ッ
サ
州
首
相
の
パ
ト
ナ
イ
ク
(
∞
・

3
吉
弘
r)

が
閣
議
に
列
な
っ

た。

〈
却
)
イ
ギ
リ
ス
の
閣
議
の
様
子
は
、
モ
リ
ソ
ン
に
よ
る
と
次
の
通
り
。

「
(
閣
議
で
は
)
投
票
に
よ
っ
て
結
論
に
到
達
す
る
こ
と
は
な
い
。
な
ぜ

な
ら
挙
手
や
点
呼
に
よ
っ
て
賛
否
を
問
う
方
式
は
、
内
閣
の
礼
儀
正

し
さ
を
損
う
ば
か
り
で
な
く
、
そ
れ
が
内
閣
の
統
一
と
団
結
の
欠
如

を
赤
裸
々
に
ま
た
恥
知
ら
ず
に
も
象
徴
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
、

見
な
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
」
。

z
q
Z
ユ
ζ
o
E
S
P
。
csg1

5
3仲
卸
口
仏
旬
日
-ugmログ円、。ロ
L
D
ロ
-
O
M
F『
L

C

己
〈
・
司
耳
目
♂
一
回
印
タ
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℃・印・ま
た
採
決
に
関
し
て
質
問
を
受
け
た
ア
ト
リ
ー
は
、
次
の
よ
う
に

答
え
て
い
る
。
「
(
閣
議
で
は
)
ま
っ
た
く
と
き
ロ
っ
て
よ
い
程
採
決
は
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し
な
い
。
例
え
ば
閣
議
を
六
時
半
に
開
く
か
七
時
半
に
聞
く
か
と
い

う
よ
う
な
問
題
で
は
採
決
を
す
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
大
切
な
問
題

に
関
し
て
は
違
う
。
そ
れ
は
コ
モ
ン
ウ
ェ
ル
ズ
諸
国
の
閣
議
で
も
同

じ
こ
と
だ
。
司
会
役
を
す
る
首
相
は
皆
の
声
を
集
め
る
だ
け
で
あ

る」
O
P
E
n
u

ヨ--SEm-
〉

E
5
5
5言、
ω
H
U
E
3
r
t
p

円
h
c
E
D
P
田
氏
自
ヨ
E
P
一
回
竺
・
匂
・
∞

N・

(
引
)
〈
gd一
s
g凹
若
田
吋
白
阿
了
。
℃
・
同
一
昨
J

℃
品
一
山
口

o
g
一
-

(
包
)
現
在
ま
で
に
設
置
さ
れ
た
特
別
内
閣
委
員
会
の
中
で
は
、
一
九
六

二
年
と
一
九
六
四
年
の
そ
れ
が
有
名
で
あ
る
。
一
九
六
二
年
の
場
合

は
中
同
の
侵
入
を
契
機
に
し
て
一

O
月
に
「
非
常
事
態
委
員
ム
と
(
構

成
員
は
ネ
ル
l
、
メ
ノ
ン
、
デ
サ
ィ
、
ク
リ
シ
ヤ
ナ
マ
チ
ャ
リ
、
シ

ヤ
ス
ト
リ
、
ナ
ン
タ
の
六
人
)
が
作
ら
れ
た
。
こ
の
委
員
会
は
内
閣

の
中
で
非
常
に
重
要
な
地
位
を
占
め
、
問
題
を
独
占
的
に
処
理
し

た
。
非
常
事
態
委
員
会
に
参
加
で
き
な
か
っ
た
大
臣
は
政
策
決
定
か

ら
除
外
さ
れ
た
し
、
そ
の
他
の
常
設
の
内
閣
委
員
会
の
多
く
は
活
動

停
止
の
状
態
に
追
い
込
ま
れ
た
。
二
年
後
に
は
、
こ
の
委
員
会
は
ネ

ル
1
の
圧
倒
的
な
指
導
の
下
に
、
閣
内
内
閣
公
H
5
2
の
与
2
2
)
と

し
て
機
能
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
言
わ
れ
る
。

六
四
年
一
二
月
に
は
、
内
務
・
大
蔵
・
国
防
・
外
務
・
教
育
・
法

務
・
鉄
鋼
の
七
大
臣
で
構
成
さ
れ
た
「
調
査
委
員
会
」
が
設
置
さ
れ

た
。
そ
の
任
務
は
オ
リ
ッ
サ
州
首
相
の
汚
職
を
調
査
す
る
こ
と
に
あ

っ
た
。

HEL--
思
y

A
∞
ー
さ
.
臥
町
閉
NDro円昨日
E
E
R
ι
m
g〈
0

・』円
J

HD門
町
田
口
の
O
〈
巾

B
B
g仲
田
口
牛
旬
。

-
E
3
5
出
口
君
。
一

D官
一
口
問

Z
P円一
o
p

Z
命
者
ペ

o
F
白山円。
cc円
汁
∞
E
円
。
色
町
巧
2
-
L
・
3
吋口司司・

8

(
竹

ω
)

〉
ωcr
の「
ωロハ
-
P
F
L
Eロ
〉

L
ヨ
5
-
a
E
Z
c
p
F
Dロ
L
c
p

。2『問
ゆ

〉

--g
除

C
E
i
p
E印
∞
・
同

u
u
-

ハ
M
A
〉
カ
リ
ス
マ
的
指
導
者
ネ
ル
l
の
死
に
よ
っ
て
、
集
団
的
合
意
に
基

づ
く
統
治
に
移
行
し
た
シ
ヤ
ス
ト
リ
体
制
の
下
で
、
内
閣
委
員
会
に

対
す
る
内
閣
全
体
の
優
越
性
が
回
復
し
た
の
は
、
当
然
の
こ
と
で
あ

っ
た
。
こ
の
時
ま
た
、
国
家
全
体
に
影
響
を
与
え
る
よ
う
な
問
題
を

処
理
す
る
た
め
の
、
危
機
委
員
会
と
も
言
う
べ
き
「
共
和
国
の
大
会

議
」
が
誕
生
し
て
い
た
。
そ
れ
は
会
議
派
党
内
・
政
府
内
・
中
央
や

地
方
の
有
力
者
が
構
成
し
て
い
た
。
従
っ
て
こ
の
大
会
議
の
存
在

も
、
そ
の
他
の
小
会
議
(
内
閣
や
内
閣
内
部
の
一
特
別
内
問
委
)
の

指
導
力
を
弱
体
化
さ
せ
た
の
で
あ
る
(
出
ω
E
m
g〈
P

8
・口広・・

3
・

m
M
l
l白
ω)
。

次
の
イ
ン
デ
ィ
ラ
内
閣
で
は
、
特
定
の
内
閣
委
員
会
に
属
す
る
大

臣
の
み
が
卓
越
し
た
カ
を
閣
内
で
発
惜
押
す
る
と
い
う
事
態
は
な
く
な

bw
吋

ふ

γ

・

っ
た
。
し
か
し
首
相
の
周
辺
に
集
う
一
群
の
大
臣
達
が
彼
女
の
「
台

キ
ャ
ビ
ネ
ッ
ト

所
内
閣
」
と
呼
ば
れ
て
、
相
変
ら
ず
一
種
の
閣
内
内
閣
を
構
成
し
て

い
る
。
円
『
・
関
ユ
ωrmロ
ロ
7
2同

EW
円ロ
L
F
E
u
〉
∞
-omE司}】山、

chH》ユ
g
o

ζ
5
-
a巾
円

。

s
ι
r
r
z
o宅
J

ヘ2
F
司

E
A
2
二
ミ
ナ
司
自
v
・

-UD--プ

(
お
)
内
閣
官
房
は
一
九
六
四
年
に
シ
ヤ
ス
ト
リ
に
よ
っ
て
二
部
局
と
さ

れ
、
そ
の
長
官
に
は
I
C
S
ハ
ゲ
岳

E
C
i
-
ω
司
2
2
・
イ
ン
ド
文

官
職
〉
の
ジ
ャ

1

(
「
民
・
デ
乙
が
就
任
し
た
。
ジ
ャ
ー
は
内
閣

官
房
の
主
要
な
職
務
を
「
重
要
な
演
説
・
声
明
・
検
討
す
べ
き
資
料
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料

の
準
備
」
で
あ
る
と
述
べ
た
が
、
当
時
彼
の
就
任
は
、
政
策
に
対
す

u
v
.ヒ
ル
・
サ
ー
ビ
ス

る
圧
力
集
団
と
し
て
の
官
僚
の
出
現
だ
と
受
け
と
ら
れ
た
。
そ
れ
に

は
以
下
の
よ
う
な
I
C
S
の
歴
史
的
役
割
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

即
ち
、

I
C
S
と
は
、
独
立
前
の
イ
ギ
リ
ス
値
民
行
政
の
「
法
と

秩
序
」
を
維
持
す
る
た
め
の
、
高
級
行
政
官
職
で
あ
っ
た
。
こ
の
I

ス
ワ
ヲ

l
ゾ

C
S
は
対
英
自
治
獲
得
闘
争
期
に
は
帝
国
主
義
の
搾
取
の
道
具
と
非

難
さ
れ
、
と
り
わ
け
イ
ン
ド
人
文
官
は
「
サ
タ
ン
の
政
府
」
に
仕
え
る

裏
切
り
者
と
見
な
さ
れ
た
。
し
か
し
独
立
し
た
後
の
イ
ン
ド
は
有
能

な
行
政
官
を
必
要
と
し
た
た
め
、
独
立
と
共
に
立
ち
去
っ
た
イ
ギ
リ

ム
ス
リ
ム

ス
人
や
回
教
徒
以
外
の

I
C
A
幹
部
を
、
新
た
に
設
置
し
た
行
政
組

織
で
あ
る
I
A
S
(ゲ
門
出
自
〉
仏

B
E宮
町
民
宮
内

ω
2
2
R
・
イ
ン
ド

行
政
職
)
に
そ
の
ま
ま
採
用
し
た
(
そ
の
数
四
五
一
人
〉
。
独
立
後

も
イ
ギ
リ
ス
統
治
の
「
鉄
枠
」
と
言
わ
れ
た
I
C
S
幹
部
は
、
パ
ー

ジ
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
(
同
ω
丘四円
E
P
。℃・

2
7

宅
-
宝
i
m印
〉
。
従
っ
て
旧
I
C
S
幹
部
の
ジ

γ
ー
が
内
閣
官
房
長
官

に
就
任
し
た
こ
と
は
、
内
閣
官
房
が
旧
エ
リ
ー
ト
官
僚
の
圧
力
行
使

の
場
と
化
し
て
い
く
こ
と
を
、
意
味
し
て
い
た
。

資

第
二
章

政
府
の
権
限
と
大
統
領
の
権
限

前
章
で
検
討
し
た
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
政
府
は
頂
点
に
首
相
を
い
た
だ
い

て
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
型
に
組
織
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
と
同
様
に
政
府
の
権
限
も
結

局
は
、
内
閣
の
長
で
あ
る
首
相
に
よ
っ
て
行
使
さ
れ
る
。
以
下
本
章
で
は
、

固
有
の
意
味
の
政
府
と
そ
れ
に
よ
っ
て
補
佐
・
助
言
を
受
け
て
い
る
大
統
領

の
各
々
の
権
限
に
つ
い
て
述
べ
よ
う
。

北法27(2・116)286

第
一
節
政
府
の
権
限

政
府
の
権
限
は
、
大
臣
会
議
の
権
限
と
首
相
固
有
の
権
限
と
に
分
け
ら
れ

る。
村
、
大
臣
会
議
の
権
限

大
臣
会
議
の
権
限
は
実
際
に
は
、
内
閣
(
内
閣
委
員
会
又
は
閣
内
内
閣
が

形
成
さ
れ
て
い
る
場
合
は
そ
れ
ら
〉
が
行
使
し
て
い
る
。
内
閣
の
本
来
的
な

任
務
は
国
家
の
一
般
政
策
を
形
成
す
る
こ
と
で
あ
り
、
内
閣
が
国
会
に
提
出

す
る
決
定
・
法
律
案
の
中
に
一
般
政
策
が
表
明
さ
れ
る
。
予
算
案
の
提
出
も

内
閣
の
権
限
の
一
つ
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
関
し
て
は
奇
妙
な
慣
習
が
あ
る
。

即
ち
、
提
案
以
前
に
予
算
案
を
熟
知
し
て
い
る
の
は
首
相
と
一
、
二
の
大
臣

だ
け
で
あ
っ
て
、
他
の
大
臣
は
そ
の
事
前
提
示
を
受
け
る
こ
と
は
な
い
の
で

《

1
)

あ
る
。
内
閣
は
政
策
決
定
に
続
い
て
、
又
は
そ
れ
と
平
行
し
て
一
般
的
な
執

行
権
を
行
使
す
る
。
こ
の
場
合
に
内
閣
は
種
々
の
省
庁
聞
の
調
整
機
関
と
し

て
働
き
、
主
要
な
任
命
を
決
定
し
、
政
令
・
大
統
領
令
を
公
布
す
る
。
内
閣

は
、
大
臣
会
議
の
名
に
於
て
確
実
に
大
統
領
の
助
言
者
と
な
る
こ
と
が
で
き

る
(
七
四
条
〉
。

大
臣
会
議
を
構
成
し
て
い
る
個
々
の
大
臣
は
、
就
任
に
先
立
っ
て
任
務
遂

〈

2
v

行
と
秘
密
保
持
に
関
す
る
宣
誓
を
す
る
。
そ
の
後
に
慣
例
と
し
て
、
ロ
ク
・

+
パ
及
び
そ
の
議
長
に
紹
介
さ
れ
る
。
通
常
大
臣
は
国
会
の
議
事
・
審
議
に



F
q
d
》

参
加
す
る
が
、
投
票
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
議
院
に
於
け
る
大
臣
は
、
自

ら
が
管
轄
す
る
省
の
利
益
を
代
表
し
、
行
政
に
関
連
す
る
質
問
に
答
弁
し
、

ま
た
政
府
提
出
法
案
の
擁
護
を
す
る
。

口
、
首
相
固
有
の
権
限

首
相
は
内
閣
と
大
統
領
を
連
結
す
る
と
共
に
、
内
閣
と
国
会
と
を
結
び
つ

け
る
役
割
を
も
果
し
て
い
る
。
そ
の
閏
有
の
権
限
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

①
首
相
は
自
ら
の
閣
僚
を
選
出
し
、
閣
僚
に
適
当
な
省
を
配
置
し
、
自
由

に
内
閣
を
改
造
し
、
閣
僚
を
解
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
υ

②
首
相
は
党
の
リ

ー
ダ
ー
で
あ
っ
て
、
世
論
を
指
導
す
る
。
③
閣
議
を
主
宰
し
、
協
議
事
項
を

統
括
す
る
。
④
閣
内
の
大
臣
、
省
の
政
策
を
調
整
す
る
。
⑤
下
院
の
リ
ー
ダ

ー
で
も
あ
る
こ
と
か
ら
、
国
会
で
全
て
の
重
要
な
政
策
に
関
し
て
声
明
を
出

インド連邦執行部の構造

し
、
重
要
問
題
に
つ
い
て
答
弁
す
る
。
@
公
的
重
要
性
の
あ
る
問
題
を
大
統

領
に
伝
達
す
る
唯
一
の
回
路
と
し
て
、
全
て
の
閣
議
決
定
事
項
を
大
統
領
に

戸

5
v

知
ら
せ
る
。
⑦
大
統
領
の
名
に
於
て
行
な
わ
れ
て
い
る
膨
大
且
つ
主
要
な
官

(
6
v
 

吏
、
行
政
委
員
会
の
任
命
・
解
任
を
、
事
実
上
専
行
す
る
。

イ
ン
ド
首
相
の
実
質
的
な
権
限
の
範
囲
は
、
彼
の
個
性
と
与
党
・
政
府
に

対
す
る
統
制
の
程
度
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
る
。
独
立
直
後
の
ネ
ル

1

首
相

は
、
強
力
な
同
僚
(
パ
テ
ル
)
の
存
在
に
よ
っ
て
そ
の
権
威
を
抑
制
さ
れ
て

い
た
が
、
後
に
は
圧
倒
的
な
指
導
力
を
確
立
し
て
宮
司
5
5
5
E
Z吋
司
自

g

た
る
地
位
に
上
っ
た
。
次
の
シ
ャ
ス
ト
リ
首
相
は
文
字
通
り
の
集
団
指
導
制

を
余
儀
無
く
さ
れ
た
。
現
首
相
ガ
ン
デ
ィ
は
初
期
に
於
て
は
党
内
長
老
派
の

牽
制
も
あ
っ
て
民
主
的
な
行
動
を
示
し
て
い
た
が
、
そ
の
後
は
後
述
す
る
よ

う
に
自
ら
の
意
思
を
貫
徹
さ
せ
始
め
、
「
彼
女
が
止
に
彼
女
の
父
ハ
ネ
ル
l
)

(
7
v
 

の
娘
に
他
な
ら
な
い
」
こ
と
を
証
明
し
た
。

第
二
節

大
統
領
の
権
限

共
和
国
大
統
領
は
憲
法
上
一
定
の
自
律
的
行
動
の
余
地
を
認
め
ら
れ
な
が

門

8
v

ら
も
、
従
来
は
議
院
内
閣
制
の
下
で
独
自
の
イ
ペ
シ
ヤ
テ
ィ
ヴ
を
発
揮
す
る

こ
と
は
殆
ど
な
か
っ
た
。
大
統
領
の
権
限
は
平
時
に
お
け
る
も
の
と
、
非
常

時
に
お
け
る
も
の
が
あ
る
。
後
約
…
り
う
ち
三
五
六
条
の
大
統
領
舵
叫
は
重
要

で
あ
る
た
め
別
章
で
詳
し
イ
見
る
こ
と
に
し
て
、
こ
こ
で
は
平
時
に
お
け
る

執
行
・
立
法
・
司
法
に
関
す
る
大
統
領
の
権
限
を
紹
介
し
よ
う
。

件
、
執
行
権

憲
法
に
よ
れ
ば
、
連
邦
の
執
行
権
は
大
統
領
に
属
し
、
そ
れ
は
憲
法
に
従

っ
て
大
統
領
に
よ
り
直
接
に
、
叉
は
大
統
領
に
従
属
す
る
官
一
知

γ通
じ
て
行

使
さ
れ
る
(
五
三
条
一
世
担
。
大
統
領
は
そ
の
権
能
の
行
使
に
当
つ
て
は
大

堅
議
の
「
補
佐
と
助
言
」
を
受
け
明
大
統
領
は
首
相
を
任
命
し
、
首
相
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の
助
言
に
基
づ
い
て
そ
の
他
の
大
臣
を
任
命
す
る
(
七
五
条
一
一
項
)
。
大
臣

は
大
統
領
の
意
に
反
し
な
い
限
り
、
そ
の
職
を
保
持
す
一

ω〉
(
同
条
二
項
〉
。
ま



料

た
憲
法
は
「
①
イ
ン
ド
政
府
の
今
一
て
の
執
行
行
為
は
、
大
統
領
の
名
に
於
て

行
わ
れ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
②
大
統
領
の
名
に
於

資

て
制
定
さ
れ
、
執
行
さ
れ
る
命
令
そ
の
他
の
文
書
は
、
大
統
領
の
制
定
す
る

規
則
の
定
め
る
方
法
で
確
一
託
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
よ
う
に
確
証

さ
れ
た
命
令
又
は
文
書
の
効
力
は
、
大
統
領
が
制
定
し
又
は
執
行
し
た
も
の

で
な
い
と
い
う
理
由
を
も
っ
て
、
審
査
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
③
大
統
領
は

イ
ン
ド
政
府
の
事
務
処
理
の
便
宜
の
た
め
、
及
び
事
務
を
大
臣
聞
に
配
分
す

る
た
め
に
規
則
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
、
七
七
条
で
規
定
し
て
い

ハ
H
V

る
。
次
の
七
八
条
か
ら
は
、
大
臣
会
誌
に
お
け
る
決
定
を
大
統
領
に
対
し
通

告
す
る
こ
と
が
単
に
儀
礼
的
な
も
の
で
は
な
く
、
大
統
領
自
ら
が
法
律
案
等

に
関
す
る
資
料
を
検
討
す
る
こ
と
も
期
待
さ
れ
る
と
、
言
え
よ
う
。

大
統
領
の
執
行
権
に
は
国
家
の
一
品
官
や
そ
の
他
の
各
種
行
政
委
員
会
を
、

任
命
・
解
任
す
る
権
限
が
あ
る
。
ま
た
執
行
権
の
一
種
と
し
て
大
統
領
は
、

国
防
軍
の
最
高
指
隙
権
合
持
つ
が
、
同
時
に
「
そ
の
権
限
を
行
使
す
る
に
は

法
律
に
従
う
こ
と
を
必
要
と
す
る
」
(
五
三
条
二
項
)
。
国
防
軍
、
戦
争
と
講

和
に
関
し
て
は
国
会
に
専
属
的
立
法
権
が
あ
る
た
め
、
「
イ
ン
ド
大
統
領
は

軍
隊
の
最
高
司
令
官
と
な
っ
た
が
、
そ
れ
は
文
民
統
制
を
象
徴
す
る
儀
礼
的

代
用
に
過
ぎ
な
い
」
と
言
わ
れ
る
。

同
、
立
法
権

大
統
領
は
国
会
の
構
成
要
素
で
あ
る
の
で
、
国
会
と
の
関
係
で
様
々
な
権

限
を
有
し
て
い
る
が
、
固
有
の
大
統
領
の
立
法
的
権
限
と
言
う
べ
き
も
の
に
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国
会
開
会
中
の
政
令
(
。
円

L
E
E
R
)
公
布
権
が
あ
る
。
こ
れ
を
一
二
三
条

は
詳
細
に
わ
た
っ
て
定
め
て
い
る
が
、
こ
の
規
定
か
ら
は
次
の
こ
と
が
理
解

さ
れ
る
。
即
ち
、
①
大
統
領
政
令
は
、
国
会
が
開
会
さ
れ
な
い
限
り
有
効
で

あ
る
。
②
但
し
国
会
の
二
会
期
の
間
が
六
カ
月
を
越
え
な
い

(
八
五
条
一

項
)
の
で
、
そ
の
効
力
は
永
続
す
る
も
の
で
は
な
い
。
@
最
悪
の
場
合
は
大

統
領
政
令
が
、
最
大
限
六
カ
月
プ
ラ
ス
六
週
間
の
間
効
力
を
持
ち
続
け
る
こ

と
に
な
る
。

こ
の
よ
う
に
閉
会
中
と
は
言
え
行
政
部
が
立
法
権
を
行
使
す
る
こ
と
自
体

や
政
令
の
長
期
に
わ
た
る
有
効
力
に
対
し
て
、
制
憲
議
会
で
は
当
然
に
も
疑

(
初
)

問
、
反
対
が
表
明
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
そ
れ
ら
は
、
国
会
閉
会
中
に
生
起

す
る
事
態
に
即
時
的
措
置
を
す
る
必
要
が
あ
る
と
の
ア
ム
ベ
ド
カ
l
ル
の
主

(引
u

張
の
前
に
、
敗
れ
て
い
っ
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
政
令
が
国
会
制
定
法
と
同

じ
効
力
が
あ
り
、
し
か
も
即
時
的
措
置
の
必
要
性
の
大
統
領
認
定
(
突
は
内

閣
の
認
定
)
が
自
由
裁
量
的
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
点
に
、
依
然
と
し
て
問
題

が
残
っ
て
い
る
。
実
際
、
大
統
領
政
令
は
し
ば
し
ば
乱
用
さ
れ
て
国
会
立
法

(nv 

権
を
侵
害
し
て
い
る
と
、
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

一
九
六
二
年
に
は
イ
ン
ド
防

衛
令
、
が
六
九
年
に
は
銀
行
国
有
化
令
が
公
布
さ
れ
て
い
る
。
双
方
と
も
そ
の



直
後
に
法
制
化
が
国
会
で
可
決
さ
れ
た
が
、
国
会
立
法
権
を
侵
害
し
た
と
の

非
難
は
免
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。

倍
、
司
法
権

大
統
領
は
七
二
条
に
基
づ
き
一
定
の
場
合
に
大
赦
権
を
有
し
て
い
る
。
連

邦
法
違
反
事
件
や
軍
事
裁
判
所
の
事
件
で
有
罪
と
さ
れ
た
者
に
対
し
て
、
刑

の
特
赦
、
執
行
停
止
、
執
行
猶
予
若
し
く
は
免
除
を
行
い
、
又
は
宣
告
の
停

止
、
軽
減
、
変
更
を
行
う
権
限
を
有
す
る
。
そ
の
他
に
、
大
統
領
は
最
高
裁

判
所
の
勧
告
的
意
見
を
求
め
て
、
公
的
重
要
性
の
あ
る
問
題
を
最
高
裁
に
付

託
す
る
権
限
も
有
し
て
い
る
(
一
四
三
条
)
。

インド連邦執行部の構造

(
i
)

こ
の
よ
う
な
実
態
に
つ
い
て
、
ラ
ジ
ヤ
ゴ
パ
ラ
チ
ャ
り
は
次
の
よ

う
に
述
べ
る
。
「
予
算
の
作
成
や
予
算
案
提
出
の
準
備
に
つ
い
て
、

内
閣
の
全
体
叉
は
そ
の
実
質
的
な
部
分
が
調
査
し
助
言
す
る
余
地
は

ま
る
で
な
い
。
秘
密
を
保
持
す
る
た
め
に
、
〈
他
の
大
臣
に
対
す
る
)

諮
問
は
ま
っ
た
く
行
わ
れ
て
い
な
い
」
。
〈

g
E
Z加
者
向

m
p
n与
百
え

の
2
2ロ
g
m三

E
F
ι
F
司
・
品
目
よ
り
引
用
。

(
2
)

七
五
条
四
項
「
大
統
領
は
大
臣
の
就
任
に
先
き
立
っ
て
、
第
三
付

則
で
規
定
す
る
方
式
に
従
い
任
務
遂
行
と
秘
密
保
持
に
関
す
る
宣
誓

を
行
わ
せ
る
」
。

〈
3
)

国
会
と
大
臣
と
の
関
係
を
規
律
し
た
八
八
条
に
よ
れ
ば
、
「
各
大

臣
:
:
:
は
、
発
言
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
、
い
ず
れ
か
の
議
院
、
両

議
院
の
合
同
会
議
、
自
己
が
委
員
に
指
名
さ
れ
て
い
る
国
会
の
委
員

会
の
議
事
に
参
加
す
る
権
利
を
有
す
る
。
但
し
、
こ
の
条
の
規
定
に

よ
り
投
票
す
る
権
利
を
有
す
る
も
の
で
は
な
い
」
。
大
臣
の
投
票
権

が
認
め
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
は
、
イ
ン
ド
議
院
内
閣
制
の
一
つ
の
大

き
な
特
徴
で
あ
る
。
冨
-
〈
・
均
三

m
m
w
T
L
E
J
n
B
E
E
F
5・

∞D
ヨ
宮
ア
〉
ω
E
司
ロ
『
口

ω
r
Z同
国
2
E
0
・
一
回
目
N
W

℃-一∞
0

・

〈
4
)

こ
の
意
味
で
、
ア
ム
ベ
ド
カ
l
ル
の
述
べ
た
如
く
「
首
相
は
実
際

キ
ー
・
ス
ト
ー
ン

に
内
閣
の
ア
l
チ
の
要
石
で
あ
る
」

o
E
E
-
吋
宮
の

B
E
E
E
B

え

F
O
Hロ
島
問
口
問

8
5
2
p
匂
-
N

山
田
・
な
お
本
文
中
の
以
下
の
権
限

の
要
約
は

E
?
3・
M印
U
l
M
g
に
よ
っ
た
。

(
5〉
七
八
条
例
項
。
注
8
を
見
よ
。

(
6〉
実
際
は
首
相
が
行
う
が
、
大
統
領
の
名
に
於
て
任
命
さ
れ
る
も
の

に
は
、
首
相
・
大
臣
以
外
で
は
法
務
総
裁
p

(

七
六
条
一
項
〉
、
会
計

検
査
院
長
(
一
四
八
条
)
、
最
高
裁
判
事
二
二
四
条
)
、
州
高
裁
判

事
(
一
二
七
条
〉
、
州
知
事
(
一
五
五
条
)
.
州
際
評
議
会
(
一
二
ハ
三

条
〉
、
連
邦
公
務
委
員
会
・
合
同
州
公
務
委
員
会
会
二
六
条
可
財

務
委
員
会
(
二
八

O
条
)
、
選
挙
委
員
会
・
選
挙
委
員
(
三
二
四
条
)
、

指
定
カ
l
ス
ト
・
指
定
種
族
の
た
め
の
特
別
官
(
三
三
八
条
)
、
指

定
地
域
の
行
政
・
指
定
種
族
の
福
祉
に
関
し
て
報
告
す
る
委
員
会

(
一
二
三
九
条
可
後
進
階
級
の
状
況
を
調
査
す
る
委
員
会
(
三
四

O

条
)
、
言
語
に
関
す
る
委
員
会
(
三
四
四
条
〉
が
あ
る
。
ま
た
解
任

さ
れ
る
も
の
に
は
法
務
総
裁
(
七
六
条
四
項
〉
、
州
知
事
(
一
五
六

条
一
項
)
が
あ
る
。
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料

(
7
〉
〉
・
出
・
国
ωロ
ωOロ
hv
』

E
2
0
2
m
-
m
p
H
E
Z、m
U内W
E
R
E
Q
-

F
O
E
S
-
宗
一
E
E
L
S
ι
Z
F
n
o
-
8ロ・一
U
P
3・
呂
田
l
吋・

(
8
)
例
え
ば
、
首
相
は
大
統
領
に
対
し
て
、
連
邦
事
務
の
管
理
〈
邑
ヨ
1

E
a
s
t
o
=
弘
子
ゆ
え
F
F
B
弘
子
。

C
E
-
g〉
と
立
法
の
提
案
に

関
す
る
大
臣
会
議
の
全
て
の
決
定
を
通
告
す
る
(
七
八
条
例
項
)
だ

け
で
な
く
、
大
統
領
の
要
求
に
応
じ
て
そ
れ
ら
に
関
す
る
資
料
を
提

供
す
る
こ
と
(
刷
項
)
や
、
大
統
領
の
要
求
が
あ
る
場
合
に
於
て
、

あ
る
大
臣
が
決
定
し
、
未
だ
大
臣
会
議
に
よ
り
審
議
さ
れ
て
い
な
い

事
項
を
、
大
臣
会
議
に
付
議
す
る
こ
と
(
例
項
〉
が
定
め
ら
れ
て
い

る。

(
9
)

憲
法
は
第
一
八
編
で
⑦
国
家
非
常
事
態
、
②
財
政
上
の
非
常
事
態
、

L
v
l
レ

①
そ
れ
に
大
統
領
統
治
の
三
つ
の
タ
イ
プ
の
非
常
事
態
を
規
定
し
て

い
る
。
第
一
八
編
が
憲
法
に
定
め
ら
れ
た
の
は
冷
戦
に
由
来
す
る
外

国
か
ら
の
脅
威
ゃ
、
印
パ
分
離
に
伴
う
局
内
の
騒
乱
に
対
処
す
る
た

め
で
あ
っ
た
(
司
・
回
・
の
と

g
内
吉
岡
邑

EHW
吋

Z
の
0
5
色丹
C
E
8
0『

F
L
U
-
z
m
F
E
r
-
-
O
H
F『
L
C
Z
F〈・同)円。
E
L
3
2ロ
Z
L
-
U吋0
・
匂
-

m
∞
〉
が
、
い
ず
れ
の
場
合
に
於
て
も
非
常
事
態
の
認
定
に
つ
い
て
、

大
統
領
は
決
定
的
な
役
割
を
果
し
て
い
る
。

大
統
領
の
非
常
時
権
限
の
う
ち
、
①
は
前
稿
で
触
れ
て
お
り
、
①

は
第
四
章
で
検
討
す
る
の
で
こ
こ
で
は
割
愛
す
る
。
②
に
つ
い
て
は

一一一六

O
条
で
、
「
大
統
領
が
イ
ン
ド
又
は
そ
の
領
域
の
一
部
の
財
政

上
の
安
定
又
は
信
用
を
脅
か
す
事
態
が
発
生
し
た
と
認
め
る
時
に

は
、
布
告
で
そ
の
旨
を
宣
号
一
目
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
(
一
項
)
と
定

資

め
ら
れ
て
い
る
。
三
六

O
条
に
よ
る
布
告
は
、
コ
一
五
二
条
の
定
め
る

①
と
同
じ
く
、
一
旦
国
会
に
よ
り
承
認
さ
れ
る
と
大
統
領
が
廃
止
す

る
迄
効
力
を
持
つ
。
そ
し
て
「
連
邦
執
行
権
は
財
政
非
常
時
の
期
間

中
、
州
に
対
し
一
定
の
財
政
規
律
を
守
る
こ
と
を
指
令
し
、
叉
は
大

統
領
が
必
要
と
考
え
る
そ
の
他
の
指
令
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
」

(
一
二
項
)
。
一
一
一
六

O
条
は
独
立
直
後
に
直
面
し
た
経
済
危
機
に
対
応
す

る
た
め
に
制
定
さ
れ
た
が
、
現
在
に
至
る
迄
適
用
の
例
は
な
い
。
ぇ
・

0
2ロ〈ニ
-o
〉
g
t
p
H，
Z
H邑
広
口
わ
O
ロ
在
宮
E
Cロ官官・
N
-

印1
1
∞

(
旧
〉
大
統
領
に
従
属
す
る
官
吏
守
口
K
U
Z
E
Z
H
L
-
S
Z
8
5
0

p
g
-
L
B丹
)
に
大
臣
が
含
ま
れ
る
か
ど
う
か
と
い
う
、
重
要
な
問
題

が
あ
る
。
も
し
大
臣
が
含
ま
れ
る
と
解
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
文
言

L
L
大
臣
会
議
に
も
連
邦
執
行
権
が
付
与
さ
れ
て
い
る
と
い
う
説
の
、

有
力
な
論
拠
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
管
法
第
五
編
第
一
章
「
連
邦
の

執
行
」
の
全
体
を
通
覧
し
て
み
て
も
、
連
邦
執
行
権
が
大
臣
会
議
に

帰
属
す
る
こ
と
を
明
文
化
し
て
い
る
個
所
は
な
い
。
従
っ
て
連
邦
執

行
権
の
帰
属
問
題
(
大
統
領
に
か
そ
れ
と
も
大
臣
ム
五
議
に
か
〉
を
考

察
す
る
に
あ
た
っ
て
、
五
三
条
一
一
項
の
解
釈
の
確
定
は
重
要
な
怠
義

が
あ
る
。
夙
に
現
憲
法
五
三
条
一
項
に
対
応
す
る
一
九
三
五
年
イ
ン

ド
統
治
法
四
九
節
二
恨
の
解
釈
を
め
ぐ
っ
て
、
英
枢
密
院
は
「
大
臣

は
の
0
5
5
2
(総
督
〉
に
従
属
す
る
官
更
で
あ
る
」
と
の
判
決

S
S
3
:・
ω
吉
弘
7
・
〉
・
戸
列
・

-
U
A
印
可
・
。
・
一
印
m
・

5
1
3

を
示
し
て
い
る
。
し
か
し
現
憲
法
三
九
五
条
の
法
理
(
一
九
三
五
年

法
の
全
体
的
廃
止
を
定
め
る
)
に
明
ら
か
な
如
く
、
完
全
に
廃
止
さ
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れ
た
法
律
の
規
定
に
関
す
る
司
法
部
の
解
釈
は
、
採
用
で
き
な
い
の

で
あ
る
。
放
に
こ
の
問
題
は
依
然
と
し
て
明
確
に
な
っ
て
い
な
い
o

HN・

0
・
。
r
弘
己
円
〈
日
戸
、
H，r
o
司
『
2
E
。
=
件
。
ロ
牛
丹
7
ゅ
の
O
己
=
2
]
え

ζ
E
E
g
g
-
Z
ゆ
君
。
乙
E
W
H，ro『口ω
巴
E
Z
D
『
【
U
D
E
E
件
三
5
E
-

g
内

-

E
ユE
ヨ
g
g
ミ
自
己
5
.
3
ご
・
明
者
・
M
l
ω
・

(
け
)
但
し
、
大
統
領
に
対
し
大
臣
が
助
言
を
行
っ
た
か
否
か
、
又
は
い

か
な
る
助
言
を
行
っ
た
か
は
、
裁
判
所
に
よ
り
審
査
さ
れ
る
こ
と
は

な
い
(
七
四
条
二
項
)
。

(
門
は
)
七
五
条
一
項
の
首
相
・
大
臣
に
関
す
る
大
統
領
の
任
命
椛
は
、
二

項
の
明
記
に
よ
っ
て
支
配
的
な
権
限
で
あ
る
か
の
よ
う
な
響
き
を
持

つ
が
、
併
せ
て
三
項
(
大
臣
会
議
は
ロ
グ
・
サ
パ
に
対
し
連
帯
し
て
責

任
を
負
う
)
も
読
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
大
臣
会

議
は
、
大
統
領
に
で
は
な
く
ロ
グ
・
サ
パ
に
対
し
て
責
任
を
負
う
こ

ロ
ク
・
サ
パ

と
、
換
言
す
る
と
大
臣
会
議
は
下
院
の
意
に
反
し
な
い
限
り
(
従
っ

て
ロ
ク
・
サ
パ
に
よ
り
選
出
さ
れ
る
首
相
の
怠
に
反
し
な
い
限
り
て

そ
の
職
を
保
持
す
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。

こ
こ
で
一
見
す
る
と
、
二
項
と
三
項
と
は
矛
盾
し
て
い
る
か
の
よ

う
で
あ
る
。
し
か
し
大
統
領
は
、
国
会
議
員
で
あ
る
こ
と
は
で
き
な

い
(
五
九
条
一
項
)
が
、
国
会
の
不
可
欠
の
構
成
要
素
で
あ
る
〈
七

九
条
)
こ
と
か
ら
し
て
、
い
ず
れ
に
し
て
も
ロ
ク
・
サ
パ
の
意
思
と

一
致
す
る
よ
う
に
、
自
ら
の
意
思
も
働
か
せ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ

る
。
。
Z
Z
円
〈
O
L
-
-
8
i
f
宰
・
ω
|ヂ

(
刊
日
山
〉
七
七
条
に
関
し
て
は
、
の
乞
円
『
白
r
r
r
白
〈
・
ω
g
g
c
『
宮
可
ω
0
5
・

〉
・
H
.
m
-
Z
E
ω
・
。
・
一
∞
日
ω
と
刃
ω

ヨ同ハユ
ω
r
E
〈
-
C己
C口G『

H
D
L
F
〉
-
H
・
河
-
S
B
(
U
F
一
日
の
二
つ
の
判
決
が
出
て
い
る
。
そ

の
詳
細
は
略
す
る
が
こ
れ
ら
は
、
大
統
領
の
名
に
於
て
制
定
さ
れ
、

執
行
さ
れ
る
命
令
・
文
書
在
確
証
す
る
の
は
大
臣
で
あ
る
と
い
う
、

事
実
上
の
慣
習
を
認
容
し
た
。

(
同
〉
注
8
を
見
よ
。

(

江

川

)

(

リ

E
E
H
S
L
f
c
匂
2
7
匂
・
ム
ム
・

ハ
日
山
〉
そ
の
詳
細
に
つ
い
て
は
注
6
を
見
よ
o
-
ぞ
れ
以
外
の
官
吏
に
関
し

て
、
①
大
統
領
が
一
般
的
な
任
命
権
を
持
つ
こ
と
は
な
く
、
②
述
邦

公
務
、
全
イ
ン
ド
公
務
、
連
邦
公
務
員
会
は
国
会
の
専
属
的
立
法
事

項
で
あ
り
(
第
七
付
則
第
一
表
刊
〉
、
③
更
に
文
官
(
職
〉
の
任
用
に

関
し
て
は
、
大
統
領
と
連
邦
公
務
委
員
会
と
の
協
議
を
義
務
的
な
も

の
と
し
て
い
る
(
三
二

O
条
三
項
〉
o
U
5
-窓
口
忠
∞
E
F
。
G
E
E
-

g
g
ミ
C
口
与
巾
の
C
ロ
目
立
Z
Z
C
2
0
『
円
ロ
仏
3
・
〈
O
一
-
H
W
の
に
口
己
円
g
w

ω
・
ゎ
・
ω
ω
町
一
両
国
門
除
ω
D
ロ
♂
ω
H
L
・
胃

r-旧日一山w
古
-

h

芯
M-

(
げ
)
「
円
・
河
口
L
D
S
V
R
M
L
ω
・
出
・
河
口
ι
c
}
日
v
r
w
の
S
O
B
-
m
ω
ロ
ι
M
V
D
-
7

t
n
M
E
m
-
ロ
H
E
F
5
4〈
ニ

m
g
。
・
ζ
n
A
S
s
-
Z
3
2
邑
J
F
E
S
S

B
L
O
C
〈
q
E出
m
w
H
M
F
ω
ω
口
司
E
口
口
一
2
9
・
《
U
E
ロ
色
耳
目
ν
F
H
7
・
一
回
目
ア

官
e

一ω白・

(
m
m
〉
大
統
領
の
立
法
に
関
す
る
権
限
に
は
、
函
会
の
招
集
・
延
会
・
解

散
権
(
八
五
条
)
、
演
説
・
教
書
送
付
権
(
八
六
条
)
、
開
会
時
の
特

別
演
説
権
(
八
七
条
〉
、
あ
る
種
の
報
告
室
7
説
明
書
を
国
会
に
提

出
さ
せ
る
権
限
(
一
三
了
一
一
五
・
二
五
一
・
二
八
一
・
一
一
一
二
三
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料

-
一
一
一
一
一
一
八
・
三
四

O
の
各
条
〉
、
あ
る
種
の
法
案
の
国
会
提
出
を
承

認
す
る
権
限
(
一
一
了
一
一
七
・
二
七
四
・
三

O
四
の
各
条
〉
、
述
邦

法
案
・
m
m
保
さ
れ
た
州
法
案
を
認
証
し
又
は
認
証
を
留
保
す
る
権
限

(
一
一
一
・
二

O
一
条
〉
が
あ
る
。

(
川
口
〉
一
二
三
条
は
三
項
目
よ
り
構
成
さ
れ
て
い
る
。
即
ち
、

ω大
統
領

は
、
国
会
の
両
議
院
の
会
期
中
な
除
き
、
即
時
措
置
を
必
要
と
す
る

事
態
が
存
在
す
る
と
認
め
る
時
は
、
そ
の
事
態
に
対
処
す
る
た
め
に

必
要
で
あ
る
と
認
め
る
政
令

(
O
三
5
5口
内
)
を
公
布
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

ωこ
の
政
令
は
国
会
の
制
定
法
と
同
一
の
効
力
を
有
す
る

が
、
同
国
会
が
再
開
し
た
日
か
ら
六
週
間
以
内
に
、
国
会
の
同
議
院

に
提
出
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
条
件
に
従
わ
な
か
っ
た

時
、
或
い
は
国
会
が
六
週
間
の
期
間
内
に
こ
れ
を
否
認
す
る
決
議
を

し
た
時
は
、
当
該
政
令
は
無
効
と
な
る
。
川
明
大
統
領
も
ま
た
随
時
、

政
令
を
廃
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
な
お
、

ωこ
の
条
項
に
基
づ
く

政
令
が
、
こ
の
憲
法
上
国
会
に
制
定
権
の
な
い
事
項
に
つ
い
て
規
定

を
設
け
た
時
は
、
当
該
政
令
は
そ
の
限
度
に
於
て
無
効
と
な
る
。

(

叩

)

(

リ

ogzzo三
〉
由
何
回
出

σ守
口
巾

g
z
p
〈
C
?

醤
-
宅
-
M
O
m
-
M
D吋

-
M
一ω
』

C
C
Z仏
門

3
5
同

J
L
2喝の
D
ロ
E
z
t
o
g
-
0
0〈
2
2
3昨
い

口

同
口
内
山
F
m
w
-

司

ω印
白
・

(
引
)
回
目
F
C℃
-nx-wE・
ご

印

1
1白
・

(辺
)
σ
2
b
-
F
ω

河恥同

v
c
r
-
2
5
Hロ
去
の
ロ
ロ
P
司
-

M
四
一
-

(
お
〉
最
高
裁
に
対
す
る
大
統
領
の
諮
問
権
を
定
め
た
一
四
三
条
に
つ
い

て
は
、
そ
の
起
源
(
一
九
三
五
年
、
法
に
お
け
る
)
、
意
味
内
容
、
判

資

決
、
勧
告
的
意
見
制
を
採
用
し
た
米
・
加
・
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
諸
憲

法
と
の
比
較
等
、
検
討
す
べ
き
問
題
が
残
さ
れ
て
い
る
。
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第
三
章

大
統
領
の
地
位
と
大
統
領
選
挙

本
軍
で
は
ま
ず
、
大
統
領
の
地
位
に
関
し
て
、
そ
の
憲
法
上
の
特
色
、
学

説
、
大
統
領
の
個
性
、
資
格
・
任
期
等
を
検
討
す
る
。
次
に
大
統
領
選
挙
に

関
し
て
、
そ
の
方
法
と
会
議
派
内
部
の
派
閥
抗
争
と
共
に
激
化
し
て
き
た
そ

の
実
態
と
を
、
併
せ
て
明
ら
か
に
し
よ
う
。

第
一
節

付、

大
統
領
の
地
位

一
般
的
特
色

憲
法
の
条
文
上
大
統
領
は
驚
く
べ
き
膨
大
な
権
限
の
リ
ス
ト
を
付
与
さ
れ

て
い
る
が
、
前
述
し
た
よ
う
に
そ
の
実
際
の
行
使
者
は
内
閣
及
び
首
相
で
あ

る。
大
統
領
は
憲
法
上
「
国
家
元
首
」
と
呼
ば
れ
て
い
な
い
。
大
統
領
は
憲
法

上
支
配
的
な
或
い
は
独
裁
的
な
地
位
に
立
つ
こ
と
は
な
い
が
、
あ
る
程
度
の

〈

2
v

影
響
力
を
行
使
し
得
る
。
こ
の
大
統
領
の
地
位
に
関
す
る
代
表
的
見
解
に
は

次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。
ま
ず
シ
ュ
l
ク
ラ

(
C缶
百

Z
R雪印ロ
ω
E
E
ω
〉

は
「
イ
ン
ト
の
大
統
領
は
、
イ
ギ
リ
ス
の
国
王
或
い
は
ア
メ
リ
カ
の
大
統
領

よ
り
も
透
か
に
広
い
権
限
を
持
っ
て
い
る
。
イ
ン
ド
行
政
部
は
恐
ら
く
世
界

の
民
主
的
な
行
政
部
の
う
ち
で
、
最
強
の
も
の
で
あ
ろ
う
か
ら
」
と
述
べ
て



い
る
。
こ
れ
に
反
し
パ
ネ
ル
ジ

l
(
0
・
2
・∞

g宮
古
与
は
「
(
イ
ン
ド
大
統

領
は
〉
イ
ン
ド
の
憲
法
制
度
の
中
で
、
イ
ギ
リ
ス
国
王
が
イ
ギ
リ
ス
憲
法
の

中
で
占
め
て
い
る
の
と
同
一
の
地
位
を
占
め
て
い
る
」
と
結
論
づ
け
て
い
(
4〉

る
。
こ
れ
を
更
に
敷
約
し
て
ラ
マ
ス
ワ

l
ミ
イ
l
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

「
憲
法
は
大
統
領
と
大
民
会
議
と
の
間
の
関
係
を
特
別

ι定
一
或
し
て
い
な

い
。
し
か
し
制
憲
者
が
そ
の
関
係
を
ど
の
よ
う
に
意
図
し
て
い
た
か
を
、
明

ら
か
に
示
す
憲
法
規
定
は
あ
る
。
:
:
:
大
統
領
の
地
位
は
、
イ
ギ
リ
ス
国
王

が
イ
ギ
リ
ス
内
閣
に
対
し
て
占
め
て
い
る
地
位
と
実
質
的
に
は
類
似
し
た
も

の
で
あ
る
0

・
:
:
大
統
領
は
、
そ
こ
か
ら
有
益
な
影
響
刀
が
全
行
政
に
広
が

っ
て
い
く
一
中
心
で
あ
る
べ
き
だ
が
、
彼
が
権
力
の
焦
点
で
あ
る
べ
き
だ
と

い
う
考
え
は
、
明
ら
か
に
制
憲
者
の
意
思
で
は
な
い
」
。
こ
れ
ら
の
中
山
に

は
コ
タ
リ
の
、
「
憲
法
上
、
大
統
領
は
イ
ギ
リ
ス
国
王
と
比
較
に
な
ら
な
い

程
強
大
な
権
限
を
与
え
ら
れ
て
は
い
る
が
、
制
憲
者
意
思
は
そ
の
地
位
を
憲

インド湾邦執行部の構造

法
上
の
名
目
的
な
首
長
に
制
限
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
」
と
い
う
説
が
あ
る
。

慣と
習同
で時
あに
る彼
」は

と 72
を盆
指姑
摘問
0) 

し
て権
ぃ惇
る古美
従際

ぞ語
イ A

V す
しる
大主
盤石
照成
話長
GL す
をf る

明
ら
か
に
す
る
た
め
に
は
、
慣
習
を
成
長
さ
せ
る
の
に
力
の
あ
っ
た
際
代
大

統
領
の
個
性
を
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

独
立
以
降
の
イ
ン
ド
大
統
領
は
五
人
を
数
え
る
。
即
ち
、
①
プ
ラ
サ
ド

(
F
-
F
]
2
ι
3同
Jmgι
・
一
九
五

O
年
就
任
、
五
二
年
再
選
、
五
七
年
三

選
)
②
ラ
ダ
ク
リ
シ
ュ
ナ
ン
(
ロ
ア

ω日
S
宮一一

-
F
L
r
ω
r
Z
E
B
-
-ハ一一

ll
六
七
年
)
③
ア
サ
イ
ン

(
O
円
以

rR
民
Z
E
E
-
六
七

l
六
九
年
死
亡
)

④
ギ
リ
〈
〈
・
〈
・

2
2
・
六
九
!
七
四
年
)
⑤
フ
ァ
ア
ク
ル
ジ
ン
・
ア
リ
・

内

6
)

ア
ハ
メ
ド
(
七
四
年
八
月
一
一
一
日
当
選
)
で
あ
る
。

A
7
U
 

こ
の
五
人
の
う
ち
特
に
初
代
大
統
領
に
就
任
上
た
プ
ラ
サ
ド
が
、
大
統
領

の
憲
法
上
の
地
位
を
明
確
に
す
る
慣
習
を
成
長
夫
、
ぜ
る
上
で
、
大
き
く
貢
献

し
た
。
彼
は
そ
の
初
期
に
於
て
ネ
ル
!
と
の
関
係
を
良
好
に
保
ち
、
首
相
の

助
言
に
基
づ
い
て
行
動
し
、
大
統
領
の
地
位
に
関
す
る
憲
法
規
定
の
唆
味
さ

(
8
d
 

h
T
緊
急
権
を
乱
用
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
、
言
わ
れ
て
い
る
。
ネ
ル
!
も

七
八
条
等
で
要
求
さ
れ
て
い
る
こ
と
以
上
に
大
統
領
と
協
議
し
、
ま
た
大
統

領
に
情
報
を
供
与
し
て
、
良
き
先
例
が
確
立
さ
れ
た
。
と
こ
ろ
が
そ
の
後
、

プ
ラ
サ
ド
が
政
治
問
題
の
静
か
な
傍
観
者
の
地
位
に
問
ま
る
つ
も
り
は
な
い

《

9
)

こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
か
ら
、
首
相
と
大
統
領
の
密
月
時
代
も
若
干
変
終
を

示
し
、
漸
次
制
憲
者
意
思
に
反
す
る
行
動
も
目
立
つ
よ
う
に
な
っ
た
。
次
の

ラ
ダ
ク
リ
シ
ュ
ナ
ン
も
同
様
に
独
立
し
た
役
割
を
演
じ
て
、
懸
案
の
立
法
に

〈

9
v

対
し
て
影
響
力
を
及
ぼ
す
機
会
を
求
め
た
。
そ
の
後
の
大
統
領
の
個
性
を
語

北法27(2・123)293

る
文
献
は
見
当
ら
な
い
が
、
制
度
の
枠
組
(
議
院
内
閣
制
)
の
上
か
ら
も
、

ま
た
会
議
派
(
或
い
は
会
議
派
内
の
有
力
派
関
〉
一
り
支
持
す
る
者
が
大
統
領



学}

に
就
任
し
た
こ
と
か
ら
も
、
相
対
的
に
大
統
領
個
人
に
よ
る
政
治
問
題
へ
の

干
渉
は
排
除
さ
れ
て
い
る
と
、
思
わ
れ
る
。

資

∞
、
資
格
・
任
期
等

大
統
領
候
補
者
の
資
格
は
非
常
に
簡
単
で
あ
る
。
五
八
条
に
よ
る
と
そ
れ

は
、
三
五
才
以
上
で
ロ
ク
・
サ
パ
議
員
の
被
選
挙
権
を
有
す
る
、
イ
ン
ド
公

民
で
あ
れ
ば
よ
い
。
但
し
、
有
給
職

(
0
5
8
D円
買
え
広
)
に
就
い
て
い
る
却

は
、
大
統
領
の
被
選
挙
資
格
を
有
さ
な
い
。
次
に
五
九
条
は
大
統
領
職
の
条

件
と
し
て
、
他
の
い
か
な
る
有
給
職
に
も
つ
い
て
は
な
ら
な
い
こ
と
の
他

に
、
「
大
統
領
は
、
国
会
又
は
州
議
会
の
議
員
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。

・
:
議
員
が
大
統
領
に
選
挙
さ
れ
た
時
は
、
就
任
し
た
日
に
於
て
そ
の
議
席
を

失
っ
た
も
の
と
み
な
す
」
と
規
定
し
て
い
る
。
大
統
領
に
選
ば
れ
た
者
は
そ

の
就
任
前
に
、
最
高
裁
長
官
の
立
会
の
下
、
忠
実
に
そ
の
職
責
を
履
行
し
、

最
善
た
尽
し
て
憲
法
及
び
法
律
を
紙
持
、
擁
護
、
遵
守
し
、
イ
ン
ト
国
民
へ

の
奉
仕
と
福
祉
の
た
め
に
献
身
す
る
こ
と
を
、
宣
誓
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

(六

O
条
〉
。
大
統
領
の
任
期
は
五
年
で
再
選
を
妨
げ
な
い
が
、
自
ら
の
意
思

で
辞
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
(
五
六
条
一
項
、
二
項
、
五
七
条
〉
。
プ
ラ
サ

ド
の
確
立
し
た
先
例
、
そ
れ
に
世
論
の
一
致
す
る
所
に
よ
れ
ば
、
三
選
を
望

む
こ
と
は
で
き
な
い
。

六
一
条
で
は
大
統
領
の
部
劾
手
続
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
手
続
に
於

て
弾
劾
の
告
発
が
純
粋
な
法
理
に
基
づ
い
て
審
査
さ
れ
、
し
か
も
特
別
機
関

(
主
に
裁
判
所
)
の
審
査
を
受
け
る
場
合
が
、
想
定
で
き
る
。
そ
の
時
に
告

発
を
裁
判
所
に
付
託
し
た
議
院
が
、
裁
判
所
の
認
定
を
拒
否
す
る
こ
と
は
難

し
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
大
統
領
が
内
閣
の
助
言
を
拒
絶
す
る
場
合
に
も
凶
会

の
弾
劾
権
が
発
動
さ
れ
よ
う
が
、
そ
の
時
の
紛
争
は
法
的
と
言
う
よ
り
政
治

的
性
質
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、
弾
劾
の
成
否
に
は
政
治
的
配
慮
が
影
響
を
及

ぼ
す
と
忠
わ
れ
る
。
現
在
に
至
る
迄
、
弾
劾
手
続
が
発
動
さ
れ
た
こ
と
は
な

第
二
節

ハ
円
、
選
挙
の
方
法

大
統
領
選
挙

イ
ン
ド
大
統
領
は
完
全
な
間
接
選
挙
に
よ
っ
て
、
即
ち
、
国
会
の
両
議
院

議
員
と
州
の
立
法
議
A
E
議
員
の
構
成
す
る
選
挙
人
団
主
主

G
E
E
-一
告
〉

に
よ
っ
て
選
挙
さ
れ
る
(
五
四
条
〉
。
間
接
選
挙
制
の
実
現
に
は
ネ
ル
!
の

意
向
が
反
映
し
た
と
思
わ
れ
羽
目
ま
た
選
挙
人
団
の
中
に
州
立
法
議
会
(
州

下
院
の
こ
と
)
議
員
も
含
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
制
憲
議
会
に
お
け

る
連
邦
憲
法
委
員
会
の
小
委
員
会
の
発
想
で
あ
っ
た
と
、
指
摘
さ
れ
て
い

る
。
選
挙
方
法
は
か
な
り
複
雑
な
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
州
聞
の
統
一
7
乙

連
邦
・
州
聞
の
平
等
を
、
確
実
に
す
る
た
め
で
あ
っ
た
。

ま
ず
選
挙
人
団
の
う
ち
、
「
州
立
法
議
会
の
各
議
員
は
、
州
の
余
人
口
を
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州
立
法
議
会
の
選
挙
さ
れ
た
議
員
の
総
数
で
除
し
て
得
た
数
に
於
て
、

に
つ
き
一
票
の
割
合
の
数
の
票
数
を
有
す
る
」
(
五
五
条
二
項
同
)
。
次
に

「
同
会
の
両
議
院
の
各
議
員
は
、
州
立
法
議
会
議
員
に
与
え
ら
れ
る
票
数
の

総
計
を
、
国
会
の
両
議
院
の
選
挙
さ
れ
た
議
員
の
総
数
で
除
し
て
得
た
数
に 千

相
当
す
る
数
の
票
数
を
有
す
る
」
(
同
項
川
〉
。
従
っ
て
、
国
会
議
員
の
票
数

の
総
計
は
、
州
下
院
議
員
の
票
数
の
総
計
と
等
し
い
。
こ
の
方
式
の
採
用
に

よ
っ
て
、
①
間
接
選
挙
に
よ
る
選
挙
の
単
純
さ
、
②
各
州
議
会
議
員
に
対

し
、
州
人
口
に
比
例
す
る
票
数
の
確
保
、
③
州
議
会
の
意
思
の
反
映
と
い
う

利
点
が
保
障
さ
れ
た
。

更
に
五
五
条
三
項
は
、
「
大
統
領
選
挙
は
単
記
移
譲
投
票
法
に
よ
る
比
例

代
表
制
に
従
っ
て
行
う
も
の
と
し
、
そ
の
投
票
は
秘
密
投
票
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
」
と
定
め
て
い
る
。
こ
の
方
式
で
は
、
第
一
回
円
の
計
算
で
最
大
得

票
数
を
獲
得
す
る
候
補
者
が
、
必
ず
し
も
最
終
的
に
選
出
さ
れ
る
と
は
限
ら

な
い
。
そ
し
て
そ
の
結
果
移
譲
を
認
め
な
い
単
純
多
数
決
方
式
よ
り
も
、
選

ィγ ド連邦執行部の構造

挙
人
の
多
数
派
の
意
思
を
よ
り
良
く
代
表
し
、
死
票
も
な
く
な
る
の
で
あ

ヱQ

。口
、
選
挙
の
実
態

大
統
領
選
挙
は
、
憲
法
条
文
上
複
雑
な
方
式
が
定
め
ら
れ
て
い
る
と
は
言

え
、
そ
の
実
態
は
比
較
的
単
純
な
過
程
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。
選
挙
人

(
国
会
議
員
・
州
議
会
議
員
)
の
数
が
四
千
人
程
度
で
あ
る
こ
と
も
あ
っ

て
、
選
挙
は
静
穏
且
つ
事
務
的
に
、
国
民
の
興
奮
を
呼
び
お
こ
す
こ
と
も
な

く
終
了
し
て
し
ま
う
。
し
か
し
最
近
で
は
、
一
九
六
九
年
の
大
統
領
選
挙
が

会
議
派
大
分
裂
の
一
契
機
と
な
っ
た
こ
と
に
見
ら
れ
る
如
く
、
選
挙
は
政
党

の
レ
ベ
ル
に
於
て
で
は
あ
る
が
、
静
か
ら
動
へ
、
事
務
的
な
も
の
か
ら
政
治

的
な
も
の
へ
と
変
化
し
つ
つ
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
以
下
、
そ
の

変
化
の
跡
を
た
ど
っ
て
み
よ
う
。

①
一
九
五
O
、
五
二
、
五
七
、
六
二
年

一
九
五
O
年
、
制
憲
議
会
に
於
て
プ
ラ
サ
ド
が
、
全
会
一
致
で
初
代
大
統

領
に
選
出
さ
れ
た
。
こ
の
時
は
対
立
候
補
が
な
く
、
憲
法
の
経
過
規
忠
仁
よ

り
自
動
的
に
プ
ラ
サ
ド
が
選
出
さ
れ
た
た
め
、
実
質
的
な
大
統
領
選
挙
が
行

わ
れ
た
と
は
言
え
な
い
。
次
の
三
回
の
選
挙
で
は
い
ず
れ
も
ム
五
議
派
の
候
補

者
が
、
庄
倒
的
多
数
の
得
票
で
大
統
領
に
当
選
し
た
。
五
二
、
五
七
年
に
は

プ
ラ
サ
ド
が
各
々
、
八
三
了
八
一
%
、
九
九
・
二
O
%
を
、
六
二
年
に
は
ラ

ダ
ク
リ
シ
ュ
ナ
ン
が
九
八
・
二
一
%
の
票
を
獲
得
し
た
。

②
一
九
六
七
年

一
九
六
七
年
二
月
に
行
わ
れ
た
第
四
次
総
選
挙
で
会
議
派
は
、
連
邦
議
会

に
於
て
は
辛
う
じ
て
過
半
数
を
制
し
た
が
、
州
下
院
で
は
大
幅
な
後
退
を
喫

し
た
。
こ
の
総
選
挙
は
「
投
票
箱
に
よ
る
革
命
」
と
も
言
う
べ
き
大
政
治
変
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料

動
を
引
き
起
こ
し
た
が
、
そ
れ
は
問
時
に
中
央
レ
ベ
ル
で
も
同
年
五
月
の
大

資

統
領
選
挙
に
、
初
め
て
野
党
支
持
の
候
補
者
を
登
場
さ
せ
る
と
い
う
衝
撃
を

円
叫
)

与
え
た
。
会
議
決
公
認
の
候
補
者
ア
サ
イ
ン
に
対
抗
し
て
、
相
当
部
分
の
野

党
の
支
持
を
受
け
た
前
最
高
裁
長
官
の
ラ
オ
(
戸

ω・

EC)
が
立
候
補
す

る
こ
と
に
な
っ
た
。
投
票
の
結
果
は
、
第
一
回
目
の
計
算
で
ア
サ
イ
ン
が
五

六
・
二
%
、
ラ
オ
が
四
一
二
・
二
%
の
得
票
で
、
ア
サ
イ
ン
の
当
選
が
決
定
し

た
。
こ
の
選
挙
で
は
結
局
、
副
大
統
領
が
大
統
領
を
継
承
す
る
と
の
先
例

(
ア
サ
イ
ン
は
当
選
前
は
副
大
統
領
職
に
あ
っ
た
〉
が
強
化
さ
れ
た
。
し
か

し
そ
れ
と
共
に
、
あ
る
評
者
の
言
う
所
に
従
え
ば
、
「
共
和
国
大
統
領
が
そ

〈
幻
)

の
国
民
代
表
的
性
格
を
失
う
危
機
に
瀕
し
た
」
も
の
で
も
あ
っ
た
。

③
一
九
六
九
年

一
九
六
九
年
八
月
に
行
わ
れ
た
大
統
領
選
挙
は
、
急
逝
し
た
ア
サ
イ
ン
の

後
継
者
の
選
択
を
め
ぐ
っ
て
争
わ
れ
た
。
立
候
補
者
は
、
ギ
リ
、
レ
ッ
デ
ィ

(
Z・
ωω
ロ』

=ω
一ma身
)
、
そ
れ
に
右
派
系
野
党
か
ら
出
馬
し
た
デ
シ
ュ
ム

l

ク
(
の

0
・
0
2
7
5
z
r
r
)
の
三
人
を
数
え
た
。
こ
の
う
ち
の
ギ
り
と
レ
ヅ

デ
ィ
が
会
議
派
の
公
認
を
求
め
て
争
い
、
そ
れ
が
選
挙
後
も
尾
を
引
い
て
会

議
派
が
分
裂
し
た
(
六
九
年
一
二
月
)
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
今
回
の
選
挙
は

や
や
詳
し
く
、
候
補
者
決
定
過
程
か
ら
検
討
し
て
み
よ
う
。

会
議
派
内
部
で
は
、
候
補
者
と
候
補
者
選
考
機
関
を
め
ぐ
っ
て
、
当
時
ガ

ン
デ
ィ
首
相
と
ニ
ジ
ャ
リ
ン
ガ
ッ
パ
総
裁
が
対
立
し
て
い
た
。
首
相
は
運
常

(
釘
)

委
員
会
つ
ぎ
円
r
E聞
の
D
E
B
-
2
2〉
で
、
総
裁
は
議
会
局
で
選
考
す
る
こ
と

を
主
張
し
た
が
、
結
局
議
会
局
で
採
決
が
強
行
さ
れ
た
(
六
九
年
七
月
一
一
一
一

日
)
。
ガ
ン
デ
ィ
は
こ
の
時
議
会
局
メ
ン
バ
ー
の
ジ
ヤ
グ
ジ
パ
ン
・
ラ

l
ム
を

推
薦
し
た
が
、
総
裁
・
デ
サ
イ
ら
の
シ
ン
ジ
ケ
ー
ト
の
前
に
敗
れ
、
ロ
グ
・

(mv 

サ
パ
議
長
の
レ
ッ
デ
ィ
が
会
議
派
公
認
候
補
に
指
名
さ
れ
た
。
し
か
し
ガ
ン

デ
ィ
は
そ
の
後
も
こ
の
強
行
採
決
を
認
め
よ
う
と
は
せ
ず
、
新
た
な
候
補
者

と
し
て
ギ

Mr支
持
す
る
非
会
議
派
州
政
府
の
動
き
を
見
て
、
自
ら
ギ
リ
支

持
の
旗
械
を
鮮
明
に
し
た
。
ギ
リ
は
こ
の
状
況
の
中
で
無
所
属
で
出
馬
す
る

決
意
を
悶
め
て
大
統
領
代
行
を
辞
職
し
た
(
七
月
一
九
日
)
。
投
票
日
の
直

前
に
な
っ
て
総
裁
は
、
レ
ッ
デ
ィ
に
投
票
す
る
よ
う
に
と
の
会
議
派
の
国
会

議
員
・
州
議
会
議
員
に
対
す
る
指
示
を
山
す
こ
と
を
、
首
相
に
求
め
た
。
ガ

ン
デ
ィ
は
、
総
裁
が
右
翼
政
党
と
秘
密
交
渉
を
し
て
い
る
こ
と
を
非
難
し

(
制
)

て
、
要
請
を
犯
絶
し
、
自
由
投
票
を
支
持
す
る
と
述
べ
た
。
八
月
一
六
日
に

投
禁
が
行
わ
れ
た
。
第
一
回
目
の
集
計
で
過
半
数
を
得
た
者
は
な
か
っ
た

が
、
二
同
け
の
投
票
で
デ
シ
ュ
ム

l
ク
票
が
予
想
ほ
ど
レ
ッ
デ
ィ
に
集
中
し

〔
剖
)

な
か
っ
た
た
め
、
ギ
リ
が
レ
ッ
デ
ィ
を
小
差
で
破
っ
て
当
選
し
た
。

一
九
六
九
年
の
大
統
領
選
挙
は
、
公
認
決
定
段
階
で
党
を
二
分
す
る
争
い

が
見
ら
れ
、
そ
れ
に
加
え
て
織
烈
な
票
争
い
が
展
開
さ
れ
た
た
め
異
常
な
関
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心
を
呼
ん
だ
が
、
そ
れ
に
は
次
の
よ
う
な
要
因
が
あ
っ
た
か
ら
と
思
わ
れ

る
。
第
一
に
、
会
議
派
は
六
七
年
、
六
九
年
の
選
挙
で
敗
北
を
重
ね
て
い
た

た
め
、
次
の
総
選
挙
で
は
ロ
ク
・
サ
パ
で
過
半
数
を
割
る
事
態
も
予
想
さ
れ

た
。
こ
の
政
治
的
不
安
定
の
状
況
の
中
で
、
大
統
領
に
期
待
す
る
戸
空
回
向
ま

り
、
与
野
党
の
大
統
領
選
挙
に
寄
せ
る
関
心
も
従
来
と
質
的
に
異
な
る
も
の

と
な
っ
て
い
た
。
第
二
に
、
会
議
派
内
の
指
導
権
を
争
っ
て
い
た
二
つ
の
派

閥
に
と
っ
て
、
誰
を
大
統
領
に
す
る
か
は
死
活
の
問
題
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ

る
。
商
品
小
と
も
自
派
か
ら
大
統
領
を
送
り
だ
寸
こ
と
を
、
権
カ
闘
争
の
最
も

強
力
な
武
器
と
考
え
て
い
た
。
第
三
に
、
大
統
領
選
挙
の
直
前
に
銀
行
国
有

化
問
題
に
反
対
す
る
デ
サ
イ
蔵
相
が
首
相
に
よ
り
突
然
解
任
さ
れ
、
そ
れ
が

前
例
の
な
い
厳
し
い
両
派
の
対
立
を
引
き
起
こ
し
た
か
ら
で
あ
る
。

六
九
年
の
選
挙
で
は
、
そ
の
背
後
に
「
銀
行
国
有
化
」
の
是
非
と
い
う
イ

デ
オ
ロ
ギ
l
問
題
が
横
た
わ
っ
て
い
た
。
国
有
化
令
に
賛
成
し
た
ギ
リ
は
選

インド連邦執行部の構造

挙
人
に
「
革
新
」
の
イ
メ
ー
ジ
を
与
え
る
こ
と
に
成
功
し
た
が
、
デ
サ
イ
等

の
推
薦
を
受
け
た
レ
ッ
デ
ィ
は
「
保
守
」
の
レ
ッ
テ
ル
を
貼
ら
れ
て
敗
れ

た
。
し
か
し
ガ
ン
デ
ィ
の
完
勝
に
終
わ
っ
た
大
統
領
選
挙
の
五
カ
月
後
、
「
対

門
出
V

決
の
第
二
ラ
ウ
ン
ド
」
で
、
カ
ン
デ
ィ
は
シ
ン
ジ
ケ
ー
ト
を
中
心
と
す
る
長

(
叩
叫

V

老
グ
ル
ー
プ
の
脱
党
nv党
の
二
分
と
い
う
局
面
に
立
た
さ
れ
る
こ
と
に
な
る

の
で
あ
る
。

大
統
領
選
挙
は
六
七
年
を
境
目
に
し
て
質
的
転
換
を
と
げ
、
六
九
年
に
は

ビ

ジ

ネ

ス

・

ラ

イ

ク

フ

ア

ク

ジ

ヨ

ナ

リ

.

ス

ム

無
風
状
態
の
う
ち
に
事
務
的
に
行
わ
れ
る
も
の
か
ら
、
激
し
い
派
閥
抗
争
と

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
闘
争
の
中
で
行
わ
れ
る
も
の
と
な
っ
た
。
そ
の
最
大
の
原
因

は
、
会
議
派
の
凋
落
に
始
ま
っ
た
政
治
的
流
動
性
の
中
に
求
め
ら
れ
る
で
あ

ろ
う
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
大
統
領
選
挙
は
一
政
党
内
の
派
閥
抗
争
の
道
具
祝

さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
密
主
の
中
の
選
択
に
留
ま
っ
て
い
る
。
そ
の
意
味
で

イ
ン
ド
の
大
統
領
選
挙
は
、
制
度
的
枠
組
の
違
い
か
ら
と
は
言
え
、
ア
メ
リ

カ
大
統
領
選
挙
の
国
民
的
熱
狂
か
ら
は
、
ほ
ど
速
い
も
の
と
言
え
よ
う
。

(
1
)

大
統
領
を
「
同
家
元
首
」
と
規
定
し
な
か
っ
た
の
は
、
ァ
イ
ル
ラ

ン
ド
憲
法
に
倣
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
古
両
1

柳
賢
一
一
一
「
イ
ン
ド
憲
法
問

答
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
四
五
号
、
一
九
五
八
年
、
四
二
頁
。

(
2
〉

Z
2
5白
ロ
ロ
目

HVω
一
ヨ
耳
切
、
H
F。
Hロ牛
EHH
句。一回丘町山

]ω
〕

E
g
g
-

円。ロ
L
D
P

の

g
『向。〉-一

g
h
v
Cロ宅
E
e
呂
田
ケ
同
y

-
一同・

(
3
)

正仏
J
3・
二

Nlω
・

(
4〉

ζ
.
阿列μ巳E同

阿句μ
円足命己【
L】ぬロ片
O乞『仲与y
伶同口《
ι含凶tFむω
ロ阿河N
。名司己己}ず乞》L口-古円唱

5
、吋}戸内

(UE邑
宮
口
切
白
門

岡山内〈
F24・]戸
5
m
l〕
乙
『
一
回
印
0

・
日
)
・
白
色

-
G
g
-
n
-
Z門日『
3
5
5
E・

(
5
)
H
Nと
口
一
問
。
子
町
民
ケ

HV白円
-
3
2
2
M
g『
可
。
Q

〈司ロ
B
E
M
F
-
=
∞
・
回
・

∞
ZHnF
色
町
〉
・
回
・
。
c
r
2】J

〉
ω一位口

Hvor同凶口笛
]ω
〕

E
Z
E
P
Z何
者

J
円

2
F
〈

g
z
c
m丹
g
邑
・
呂
田
∞
・
匂
-

M
ム
A
0

・

(
6
)

朝
日
ア
ジ
プ
レ
ビ
ュ
ー
(
朝
日
新
聞
社
、
一
九
七
四
年
〉
冬
季
号

北法27(2・127)297



ギ}

七
九
頁
。

(
7〉
〉

E
t
p
叶

y
m
H
E
Eロ
の
O
ロ
m
t
z
z
c
p
司・

ω
主
に
よ
る
と
、
プ

ラ
サ
ド
(
一
八
八
四
l
一
九
六
四
年
)
は
ビ
ハ

i
ル
州
山
身
。
カ
ル

カ
ツ
夕
、
パ
ト
ナ
の
高
裁
弁
護
土
を
経
て
一
九
三

O
年
ガ
ン
デ
ィ
の

独
立
運
動
に
加
わ
り
、
そ
の
後
の
生
涯
を
捧
げ
た
。
一
九
三
四
、
三

九
、
四
八
年
の
三
度
会
議
派
総
裁
と
な
り
、
一
一
一

0
年
代
初
期
か
ら
党

運
営
委
員
と
な
っ
た
。
四
八
年
一
月
ま
で
暫
定
政
府
の
食
樹
農
業

相
。
制
憲
議
会
で
は
一
九
四
六
l
l
五

O
年
議
長
を
勤
め
た
。
彼
の
簡

略
な
評
伝
と
し
て
、
士
口
火
清
次
郎
の
ラ
ジ
エ
ン
ド
ラ
・
プ
ラ
サ
ド
!

イ
ン
ド
共
和
国
初
代
大
統
領
(
新
樹
社
、
一
九
五
八
年
)
が
あ
る
。

(
8
)
司同一ヨ巾ア

C
司
・
巳
円
・
唱
力
・
二
印
・

(

9

)

プ
ラ
サ
ド
は
、
結
婚
と
相
続
に
関
す
る
ヒ
ン
ド
ゥ

l
法
改
正
法
案

の
よ
う
な
重
要
な
政
策
問
題
に
つ
い
て
、
し
ば
し
ば
内
閣
と
異
な
る

見
解
を
表
明
し
た
。
〉

5
5
f
a
-
2ア
阿
部
・
一

AO--ω
・

(
山
〉
制
憲
議
会
起
草
委
員
会
で
ア
ム
ベ
ド
カ

l
ル
は
こ
う
述
べ
て
い

た
。
「
大
統
領
は
国
家
の
長
で
は
あ
る
が
、
執
行
部
の
長
で
は
な
い
。

国
民
を
代
表
す
る
が
、
支
配
は
し
な
い
。
彼
は
通
常
大
臣
の
助
言
に

よ
っ
て
拘
束
さ
れ
る
。
そ
の
助
言
に
反
し
て
は
何
も
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
」
。
司
弘
め
ケ
↓

z
h
o
s
z
E
t
cコ
cご
「
巾

r
e
o口
問

8
z
E
F

勺・

N
E
よ
り
引
用
。

(
日
)
大
統
領
、
副
大
統
領
、
州
知
事
、
連
邦
と
州
の
大
臣
は
、
五
八
条

に
い
う
有
給
職
に
就
い
て
い
る
者
と
は
見
倣
さ
れ
な
い
(
原
註
)
。

資

(ロ
)

M

M

a

己・

0
℃

-
n
F丹
よ
℃
-

M
ム由・

(
日
〉
そ
の
大
要
は
次
の
通
り
。
弾
劾
の
告
発
は
国
会
の
い
ず
れ
の
議
院

か
ら
で
も
提
起
で
き
る
こ
項
)
。
そ
の
場
合
告
発
が
両
院
の
い
ず

れ
か
に
よ
っ
て
提
出
さ
れ
る
前
に
、
当
該
議
員
の
総
議
員
の
四
分
の

一
以
上
の
者
が
署
名
す
る
書
面
で
、
少
な
く
と
も
一
四
日
前
に
予
告

を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
後
の
告
発
動
議
は
、
当
該
議
院
の

総
議
員
の
三
分
の
二
以
上
の
多
数
で
可
決
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

〈
二
項
〉
c

こ
の
動
議
が
可
決
さ
れ
て
は
じ
め
て
、
一
院
に
告
発
が
提

起
さ
れ
た
も
の
と
見
倣
さ
れ
る
。
一
旦
告
発
が
一
院
に
提
起
さ
れ
れ

ば
、
他
の
議
院
は
告
発
を
審
査
す
る
か
、
審
査
の
た
め
の
特
別
機
関

を
任
命
す
る
(
一
一
一
項
)
。
こ
の
審
査
の
結
果
、
告
発
を
審
査
し
若
し
く

は
特
別
機
関
に
審
査
を
付
託
し
た
議
院
が
、
総
議
員
の
三
分
の
二
以

上
の
多
数
に
よ
り
告
発
を
支
持
す
る
決
議
を
可
決
し
た
時
は
、
当
該

決
議
は
、
そ
の
可
決
の
日
か
ら
大
統
領
を
解
任
す
る
効
力
を
有
す
る

(
四
日
明
)
。

(

川

門

)

〉

-
2
2内
L
Y
M
E
-
吋
宮
河
内
宮
Z
M

円。二口
&ω
日
叶

r
o
F
Z
-
o℃
l

ョ
。
ロ
件
。
『
広
凹
戸
白
老
mm凶ロハ目。
c
E
Z
Z丹
5
口"の
C
E河口同国
2
?
の
z
m何回
l
l

君。。
ιω
可】勺

mmp
『
め
℃
ュ

=-5ι

一∞吋
0
・
日
)
匂

-
u
u
1
i
一0
0
・

(
日
〉
制
憲
議
会
で
ネ
ル
ー
は
次
の
よ
う
に
主
張
し
た
。
「
①
我
々
が
強
調

し
た
い
の
は
、
実
際
の
権
限
が
大
統
領
自
身
に
で
は
な
く
内
閣
と
議

会
に
あ
る
と
い
う
、
議
院
内
閣
制
の
性
格
で
あ
る
。
@
成
人
、
選
挙
権

に
基
づ
く
大
統
領
、
選
挙
は
、
莫
大
な
時
間
、
労
力
、
金
銭
の
損
失
を

招
く
。
我
々
は
連
邦
議
ム
戸
選
挙
も
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
に
、
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インド連邦執行部の構造

こ
れ
に
加
え
て
途
方
も
な
い
大
統
領
選
挙
を
行
う
こ
と
は
で
き
な

い
。
③
少
な
く
と
も
一
億
七
千
六
百
万
人
の
国
民
が
参
加
す
る
選
挙

の
た
め
に
、
そ
の
選
挙
機
構
を
準
備
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
ろ

う
」
。
。
・
〉
・

0
・・

5--
宅
"
同
u
・
吋
官
官
o
g
L
P
O
S
E
E
-
の
D
E
1

5
8
g
q
Dロ
子
巾
の
O
ロ
住
吉
巴
O
ロ

D『円ロ
ι
2
・
5

?

?

間
以
司
・
お
一
-
-

N
な
お
、
制
憲
議
会
に
於
て
は
、
直
接
選
挙
を
望
ん
だ
者

3
・
H
E

ω与
m
m
o
E〉
や
、
大
統
領
職
を
北
部
と
南
部
の
間
で
交
替
す
る
方
式

を
主
張
し
た
者
(
吋
・
門
u
r
m
D
ロ
E
r
)
も
い
た
、
が
、
こ
れ
ら
は
少
数
派

だ
っ
た
。
円
『
・

ω・
烈
・
。
z
z
r
0・
。
。
ロ
ω
立

Z
g同
〉
由
。
E
Z可
O
向

日ロ門

-guω
司門戸口問
ro
凶円ハ目。『阿川
O

〈
o
r
z
c
p
Z
0
2
0己
主
唱
句
。
o
z
o
J

同
M
戸
回
目
》

}
2
E口
町
民
O
口問

p
-
u吋
ω
・
HYMω
印・

戸

山

叩

〉

目

EL--
宅
-Mω
印|∞・

〈

げ

)

閃

B
F
D司
-
n
F
?
"
℃
・
ム

ωω
・

(
州
問
)
〉

-
8
0
]
E
E
-
-・、
H
，r
o

河
名
広
三
F

口
O
『
同
ロ
門
出
P

F

D
ロ
L
D
P

ω
g
d
a
n
m
ω
Dロ
P
3
2
・間以・

8

(
印
)
阿
川
〕
『
一
四
四
唱
の
O
口
回
巴
吉
昨
日
ロ
ロ
mw-

。。〈内『ロ

g
g仲
g
Hロ門出国
w

司・
ω
印一-

〈
却
)
三
八

O
条
一
項
「
イ
ン
ド
自
治
領
制
憲
議
会
が
大
統
領
と
し
て
選

出
す
る
者
は
、
第
五
編
第
一
章
の
規
定
に
従
っ
て
、
大
統
領
が
、
選
出

さ
れ
そ
の
任
に
つ
く
ま
で
、
イ
ン
ド
大
統
領
と
な
る
」
。

(
引
)
0
0円少

rmw

同和司ロ
r
Z
A
S
H
E《
出
向
ロ
ロ
タ
担
Y
M
A
S
-
-吋

g
z
g己

z
o
-
N
C
〉・

森
利
一
氏
の
要
約
に
よ
る
と
、
六
七
年
の
州
下
院
選
挙
の
特
徴

(
泣
)

は
、
①
会
議
派
の
大
幅
な
後
退
、
②
左
右
の
非
会
議
派
全
国
政
党
の

進
出
、
③
D
M
K
(
ド
ラ
ヴ
ィ
ダ
進
歩
連
盟
)
に
象
徴
さ
れ
る
地
方

政
党
の
躍
進
、
④
一
五
州
中
九
州
で
非
会
議
派
政
府
が
樹
立
さ
れ
た

こ
と
、
で
あ
る
。
森
利
一
「
イ
ン
ド
の
選
挙
分
析
と
政
治
変
動
|
一

九
六
七
年
の
州
下
院
選
挙
を
中
心
に
し
て
」
日
本
国
際
政
治
学
会
編

・
閏
際
政
治
(
有
斐
閣
、
一
九
六
八
年
度
第
一
冊
)
一

O
九
頁
。

(
お
〉
森
利
一
「
イ
ン
ド
の
第
四
回
総
選
挙
の
分
析
∞
|
州
下
院
選
挙
を

中
心
に
し
て
」
ア
ジ
ア
経
済
、
一
九
六
七
年
、
八
巻
九
号
六
五
頁
。

(μ)
会
議
派
公
認
候
補
者
の
決
定
に
至
る
迄
に
、
党
内
部
で
若
干
の
紛

糾
が
あ
っ
た
。
即
ち
、
前
大
統
領
ラ
ダ
タ
リ
シ
ュ
ナ
ン
を
支
持
す
る

一
派
(
会
議
派
総
裁
の
カ
マ
ラ
l
ジ
、
-
一
ジ
ヤ
リ
ン
ガ
ッ
パ
、
パ
テ

イ
ル
、
モ
ラ
ル
ジ
・
デ
サ
イ
)
と
ア
サ
イ
ン
を
支
持
す
る
一
派
〈
ガ

ン
デ
ィ
、
チ
ャ
パ
ン
、
ジ
ャ
グ
ジ
パ
ン
、
フ
ァ
ク
ル
デ
ィ
ン
)
と
が

議
会
局

q
E
5
5
8
g
q
∞S
丘
〉
内
部
で
候
補
者
選
出
を
め
ぐ

っ
て
鋭
く
対
立
し
た
。
六
七
年
一
一
一
月
に
首
相
に
再
選
さ
れ
た
ガ

γ
デ

ィ
は
、
党
総
裁
に
諮
問
す
る
こ
と
な
く
閣
僚
の
選
出
を
断
行
し
、
今

度
は
ア
サ
イ

γ
の
指
名
を
主
張
し
た
。
両
派
の
対
立
は
基
本
的
に

は
、
党
総
裁
を
中
心
と
す
る
シ
ン
ジ
ケ
ー
ト
(
ネ
ル
l
の
後
継
首
相

選
出
の
過
程
で
、
中
心
的
役
割
を
演
じ
た
右
派
の
党
人
派
長
老
グ
ル

ー
プ
〉
と
首
相
を
中
心
と
す
る
グ
ル
ー
プ
の
対
立
で
あ
っ
た
。
ガ
ン

ム

え

リ

ム

セ

デ
ィ
は
、
回
教
徒
の
ア
サ
イ
ン
を
指
名
す
る
こ
と
で
、
ム
五
誠
一
派
の
政

キ
ユ
ヲ
リ
ズ
ム

教
分
離
主
義
政
策
を
明
確
に
で
き
る
と
考
え
て
い
た
。
一
方
カ
マ
ラ

ー
ジ
は
、
北
イ
ン
ド
の
ヒ
ン
ド
ゥ
l
教
徒
の
会
議
派
党
員
が
ム
ス
リ
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料

ム
候
補
者
に
抗
議
し
て
脱
党
す
る
可
能
性
を
、
懸
念
し
た
の
で
あ

る
。
結
局
、
ラ
ダ
ク
リ
シ
ュ
ナ
ン
自
身
が
不
出
馬
の
意
向
を
表
明
し

た
た
め
、
ア
サ
イ
ン
の
公
認
が
自
動
的
に
決
定
し
た

0
3
2
-
a
〉・

問。
nr白ロ巾
F
、H，r。(リロロ四月間出回》
R
q
D『同ロ
L
U
口、吋

Z
O〕『口
ω
B
-
a

。『

O
口。
l

司
R
q
o
g
d
o
n
g
a
-
z・』
J
H
Vユ
ロ
円
。
件
。
ロ
ロ
ヨ
〈
・

HVHg♂

一回目∞・開封・品一

Nllω
・

〈お〉

U
D
F
C匂
-
n
-丹

J
3・
N
S
l
M印0
・

ク
ロ
-
一
ク
ル

(
お
)
以
下
の
時
間
的
叙
述
は
、
森
利
一
「
イ
ン
ド
国
民
会
議
派
に
お
け

る
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
l
連
邦
政
府
首
相
と
総
裁
の
関
係
を
め
ぐ
っ
て

、3ノN
」
ア
ジ
ア
経
済
、
一
九
七

O
年
、
一
一
巻
九
号
五
九
|
六
三
頁
に

〆4

、、負う
。

(
幻
)
議
会
局
は
、
運
営
委
員
会
(
会
議
派
の
党
執
行
機
関
)
の
小
委
員

会
で
あ
っ
て
、
州
レ
ベ
ル
の
党
と
政
府
間
の
調
整
が
そ
の
本
来
の
任

務
で
あ
る
。
議
会
局
の
メ
ン
バ
ー
は
六
八
、
九
年
当
時
八
人
で
あ
っ

た
が
、
六
四
年
以
来
一
名
が
変
っ
た
の
を
除
け
ば
同
じ
構
成
員
で
あ

り
(
森
・
注
お
論
文
、
五
七
頁
〉
、
し
か
も
そ
の
半
数
は
シ
ン
ジ
ケ

ー
ト
に
属
し
て
い
た
〈
注
目
参
照
)
。
こ
の
利
点
を
考
え
て
、
総
裁

は
議
会
局
で
の
選
考
を
主
張
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

(
お
)
レ
ッ
デ
ィ
は
、
ァ
l
y
ド
ラ
・
プ
ラ
デ
l
γ

ュ
州
首
相
究
長
期
に

わ
た
っ
て
勤
め
、
州
内
の
テ
レ
ン
ガ
ナ
の
農
民
反
乱
、
ス
リ
カ
ク
ラ

ム
地
方
の
ナ
ク
サ
ラ
イ
ト
の
蜂
起
を
鎮
圧
す
る
の
に
功
が
あ
っ
た
。

シ
ン
ジ
ケ
ー
ト
が
レ
ッ
デ
ィ
を
支
持
し
た
の
は
、
こ
の
彼
の
実
績
を

評
価
し
て
い
た
こ
と
も
あ
る
。

資

(
m
U
〉
ギ
り
は
労
働
界
の
出
身
。
彼
は
一
九
二

O
年
に
設
立
さ
れ
た
最
初

の
労
働
組
合
の
全
国
的
組
織
H
全
イ
ン
ド
労
働
組
合
会
議
〈
〉
Z

H昆
宮
、
叶
E
母
C
E
g
n
g
m
H
O目
白
)
の
指
導
者
で
あ
っ
た
が
そ
の
後

二
九
年
に
よ
り
穏
健
な
イ
ン
ド
労
働
組
合
連
盟
。
邑
広
口
、
『
白
骨

C
E
Dロ明，
a
o
g同
5
ロ
〉
そ
組
織
し
た
。
円
『
・

ω
R
r足
。
r
o
m
p
ω
o
n
-
-

ω
r
m
s
-
0
2出
ongq-ω
ロ
仏

Z
三
5
3州凶
-
2
5
5
Hロ
《
出

p
の
と

2
3
p

〉
]
ご
色
司
Er--mrm日
・
一
回
吋
ω
・
3
・
ω∞
口
!
?

(
犯
〕
自
由
投
票
は
イ
ン
デ
ィ
ラ
・
ガ
ン
デ
ィ
の
巧
妙
な
戦
略
だ
っ
た
。

既
に
自
由
投
票
を
名
目
に
し
て
、
ギ
リ
を
支
持
す
る
署
名
運
動
が
行

わ
れ
て
い
た
。
パ
ン
ジ
ャ
ブ
、
ヵ
シ
ュ
ミ
l
ル
、
西
ベ
ン
カ
ル
の
各

州
会
議
派
は
、
党
中
央
の
指
令
に
反
し
て
公
然
と
自
由
投
票
を
認
め

て
い
た
。
ま
た
左
右
両
派
の
共
産
党
、

D
M
K
の
野
党
も
無
所
属
候

補
ギ
り
を
支
持
す
る
運
動
を
展
開
し
て
い
た
。

(
引
)
結
果
は
左
図
の
通
り
。
一
滋
一
回
精
一
一
滞
日
目
精
一

煎

惑

的

一

一

次

一

洋

悩

箔

湘

一

一
山
+
論
淵
際
一
一
泊
)
国
国
料
隊
一

一

一

一

δ
事
出
燃
一

〈
・
ぐ
・
の
町
F

一
品
〔
〕
7

2

2

4
∞
一

A
M
0
・0
吋吋一

Z
・
ω
・
月
色
ι可
一

ω
一ω
いお一

ω吋
・
山
一
色
印
込
日
立

の
-
U
F
5自
己
罫
一
一
一

M
L
E一
一

ω
-
A一

l-

内

向

)

詮

一

∞

・

巴

印

一

一

-

ロ

一

l
一

(
E
h
p
)
U
c
F
a
-
n
x
-
L
E
E
-

(
位
)
大
形
孝
平
「
政
界
再
編
成
に
向
う
イ
ン
ド
」
世
界
、
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O
月
号
、
二
二
四
!
こ
三

O
頁
を
参
照
。

(
お
)
両
派
の
対
立
は
六
七
年
の
時
点
に
遡
る
。
六
七
年
二
月
の
総
選
挙

で
シ
ン
ジ
ケ
ー
ト
の
メ

γ
パ
ー
が
相
次
い
で
務
選
し
た
た
め
、
党
内

左
派
勢
力
は
会
議
派
復
活
の
挺
子
と
し
て
、
同
年
六
月
の

A
I
C
C

(
全
イ
ン
ド
会
議
派
委
員
会
〉
大
会
で
、
一

0
項
目
か
ら
な
る
計
会

主
義
政
策
を
採
択
し
た
。
し
か
し
こ
の
う
ち
、
銀
行
の
社
会
的
統
制
、

落
王
年
金
の
廃
止
、
保
険
国
有
化
の
項
目
は
右
派
勢
力
の
反
援
に
あ

い
、
容
易
に
実
行
さ
れ
な
か
っ
た
(
民
c
n
E
D
o
r
-
D
古
門
戸
了
宅
・
ム
一
寸

i
g。
六
九
年
に
な
る
と
二
月
の
中
間
選
挙
で
、
カ
マ
ラ
l
ジ
、
パ

テ
イ
ル
ら
の
落
選
組
が
当
選
し
、
シ
ン
ジ
ケ
ー
ト
の
勢
力
が
回
復
の

兆
し
を
見
せ
た
。
そ
の
一
方
で
党
自
体
は
地
盤
の
北
イ
ン
ド
四
州
で

敗
北
し
、
特
に
西
ベ
ン
カ
ル
州
で
は
完
敗
を
喫
し
た
(
巳
-
Z
R
n
E

m
J
明，

E
ロL
P
M
ν
0
口丹芹
R
L
U
m〈町一
c℃
5
2同
ωロハ同
H
J
L
E
自
己

02ω
可

E

回
巾
ロ
岡
山

]
w
h
m
]
2
2
P
E
コH
出

火

「

宮

口

E
5日
出
仏
「
ヨ
デ
一
回
吋
一
切

宅
一
日
!
?
百
戸
一
町
田
〉
。
会
議
派
は
こ
の
敗
北
を
克
服
し
、
党
を

根
本
的
に
再
建
す
る
た
め
に
、
実
行
に
至
ら
な
か
っ
た
一

O
項
政
策

を
履
行
す
る
こ
と
を
迫
ら
れ
た
。
こ
こ
に
社
会
主
義
政
策
の
履
行
を

め
ぐ
っ
て
、
ガ
ン
デ
ィ
首
相
を
先
頭
と
す
る
左
派
と
シ
ン
ジ
ケ
ー
ト

の
両
派
は
全
面
的
対
決
の
段
階
に
入
っ
た
の
で
あ
る
。

(
制
〉
デ
サ
イ
蔵
相
の
解
任
及
び
そ
の
後
の
経
過
は
次
の
通
り
。
六
九
年

七
月
九
日
バ
ン
ガ
ロ
ー
ル
で
開
か
れ
た
会
議
派
運
営
委
員
会
で
は
、

A
I
C
C
大
会
に
提
出
す
る
経
済
政
策
決
議
案
の
起
草
を
準
備
し
て

い
た
。
そ
こ
へ
首
相
の
「
経
済
覚
書
」
(
銀
行
国
有
化
問
題
の
討
議

を
要
請
し
た
も
の
)
が
提
出
さ
れ
、
委
員
会
は
こ
れ
を
め
ぐ
っ
て
賛

否
両
論
に
分
か
れ
て
紛
糾
し
た
。
し
か
し
結
局
チ
ヤ
パ
ン
内
相
の
斡

旋
に
よ
り
一
三
円
の

A
I
C
C
大
会
で
は
、
「
経
済
覚
書
」
を
添
付

し
銀
行
固
有
化
の
取
扱
い
は
政
府
に
一
停
と
す
る
、
経
済
政
策
決
議

が
可
決
さ
れ
た
。
こ
の
提
案
者
は
国
有
化
に
反
対
し
た
デ
サ
イ
蔵
相

で
あ
り
、
両
派
の
対
立
は
ひ
と
ま
ず
回
遊
さ
れ
た
か
の
よ
う
に
思
わ

れ
た
が
、
事
実
は
逆
で
あ
っ
た
。
森
利
一
「
イ
ン
ド
の
第
五
回
連
邦

下
院
選
挙
」
日
本
政
治
学
会
・
年
報
政
治
学
(
岩
波
書
広
、
一
九
七

二
年
)
一

O
四
頁
を
参
照
。

七
月
一
六
日
に
デ
サ
イ
は
首
相
か
ら
、
銀
行
間
有
化
に
反
対
の
人

物
を
蔵
相
に
し
て
お
く
こ
と
は
で
き
な
い
と
の
理
由
で
、
突
然
の
解

任
を
受
け
た
。
こ
れ
は
ご
二
日
の
シ
ン
ジ
ケ
ー
ト
に
よ
る
レ
ァ
デ
ィ

の
大
統
領
候
補
指
名
に
対
す
る
、
カ
ン
デ
ィ
の
反
撃
で
あ
っ
た
。
カ

ン
デ
ィ
首
相
は
一
ア
サ
イ
を
解
任
す
る
と
素
早
く
自
ら
蔵
相
を
兼
任

し
、
一
九
日
の
閣
議
で
商
業
銀
行
一
四
行
の
国
有
化
を
即
時
実
施
す

る
こ
と
を
決
定
し
、
同
日
ギ
リ
に
国
有
化
に
関
す
る
大
統
領
令
を
布

告
さ
せ
た
。
更
に
二
五
日
に
モ
ン
ス
ー
ン
同
会
が
開
か
れ
る
と
、
銀

行
固
有
化
法
案
を
提
出
し
て
、
大
統
領
選
挙
の
一
週
間
前
に
可
決
成

立
さ
せ
た
(
八
月
九
日
)
。

な
お
付
言
す
る
と
ガ
ン
デ
ィ
首
相
の
こ
の
よ
う
な
強
引
な
国
有
化

は
、
一
年
後
に
最
高
裁
判
決
が
国
有
化
法
(
∞
g
r
g
向。
cヨ
宮
己
虫

〉

2
・
M

N

G

『
一
回
目
白
〉
を
違
憲
無
効
と
判
示
し
た
た
め
八
月
5
8
5
t

。Z
B
」句作。
0
0
3
吋〈

-cz-oロ
c

h

H

ロハ
-
U
A
m
O子
q
p
一∞吋口

(
ω
)
ω
・
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(
リ
・
戸
田
一
〉
、
司
法
部
か
ら
の
手
痛
い
打
撃
を
受
け
た
。
詳
し
く
は
、

安
田
信
之
「
イ
ン
ド
に
お
け
る
『
司
法
危
機
』
」
ア
ジ
ア
経
済
、
一

九
七
四
年
、
一
五
巻
一
号
九
三
頁
o
H
P
ω
・
の
白
ク
ピ
ロ
仏
戸
白
老

S

F
岳

ω
u
i
F
告の

nu-zrz口円。同
D
丹

r
o
gロ
ω
t
z
t
o
p
-口、
H
，y
m

H

ロ件。同口凶伸一
oロ
ω-ω
ロ
仏
の
O
B目出
-gt〈ゆ戸内
W
2
ρ
ロ
R
Zユ
ア
ぐ
0
7
M
N

-∞吋
ω
・匂・

ω
M印

(
お
)
「
始
ま
っ
た
イ
ン
ド
の
政
界
再
編
成
」
世
界
、
一
九
七

O
年
二
月

号
、
二
五

i
二
八
頁
を
参
照
。

(
お
〉
会
議
派
の
大
分
裂
に
至
る
経
緯
は
、
シ
ン
の
要
約
に
よ
る
と
次
の

通
り
で
あ
る
。
「
ガ
ン
デ
ィ
夫
人
と
そ
の
支
持
者
は
勝
利
に
酔
い
、
シ

ン
ジ
ケ
ー
ト
を
犠
牲
に
し
て
一
一
層
の
利
益
を
得
ょ
う
と
し
た
。
彼
ら

は
ニ
ジ
ャ
リ
γ
ガ
ツ
パ
を
放
逐
し
て
新
総
裁
を
、
選
出
す
る
こ
と
を
求

め
て
、
署
名
運
動
を
始
め
た
。
両
派
の
抗
争
は
加
速
さ
れ
、
遂
に
首

相
は
シ
ン
ジ
ケ
ー
ト
員
の
閣
僚
・
閣
外
相
六
人
を
解
任
し
た
。
こ
れ

に
対
抗
し
て
総
裁
も
、
党
運
営
委
員
会
か
ら
二
人
の
ガ
ン
デ
ィ
支
持

者
を
除
名
し
た
。
一
一
月
一
二
日
運
営
委
が
ガ
ン
デ
ィ
夫
人
の
党
籍

剥
奪
を
決
定
す
る
と
、
両
派
の
緊
張
は
絶
頂
に
達
し
た
。
:
・
・
会
議

派
国
会
議
員
団
は
ガ
ン
デ
ィ
夫
人
を
支
持
し
た
が
、
こ
れ
に
不
満
の

七
五
名
の
議
員
は
新
リ
ー
ダ
ー
を
選
出
し
、
ロ
ク
・
サ
パ
の
野
党
席

に
着
い
た
。
一
二
月
に
両
派
は
別
個
の
全
国
大
会
を
聞
き
、
分
裂
は

公
然
化
し
た
」
o
F
-
H
Y
ω
百四
}

r

M

M
門

L
E
g
-
U君。
-
8
5
2件
。
吋

阿

vo--同
町
田
-
ロ
2
m
q
-口
同
ロ
ι
3
4
・
広
岡
)
白
円
以
Hn
〉
ぼ

ω-zp
〈D
}
・ムム

資

Z
0・
了

-
u
コ
・
司
・
三
-

第
四
章

大
統
領
統
治
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プ
レ
シ
デ
ン
ジ
ャ

w
-
F
I
F

本
章
で
は
、
大
統
領
の
非
常
時
権
限
の
一
つ
で
あ
る
大
統
領
統
治
を
取
り

扱
う
。
以
下
そ
の
意
味
、
適
用
例
、
問
題
性
が
順
次
検
討
さ
れ
る
で
あ
ろ

う
第
一
節

意

味

大
統
領
統
治
と
は
、
州
に
お
け
る
立
憲
的
統
治
が
崩
壊
し
た
と
認
定
さ
れ

る
時
に
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
三
五
六
条
が
次
の
よ
う
に
規

定
し
て
い
る
。
も
し
も
大
統
領
、
が
「
州
知
事
の
報
告
や
そ
の
他
の
も
の
に
よ

り
、
州
の
統
治
を
こ
の
憲
法
の
規
定
に
従
っ
て
運
営
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

事
態
が
発
生
し
た
と
認
め
る
時
は
布
告
で
、
同
当
該
州
政
府
の
機
能
の
全
部

又
は
一
部
を
自
ら
引
き
受
け
、
制
当
該
州
立
法
府
の
権
限
は
国
会
が
こ
れ
を

行
使
し
、
又
は
国
会
の
権
限
に
基
づ
い
て
行
使
さ
れ
る
旨
を
宣
言
す
る
こ
と

が
で
き
る
」
ハ
一
項
)
。
こ
の
布
告
は
国
会
の
両
議
院
に
提
出
さ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
ず
、
両
議
院
の
決
議
に
よ
り
承
認
さ
れ
な
い
限
り
、
二
カ
月
が
経
過
し

た
日
に
於
て
そ
の
効
力
を
失
う
(
一
一
一
項
)
。
な
お
承
認
さ
れ
た
時
は
、
国
会

で
の
第
二
決
議
の
承
認
可
決
の
日
よ
り
、
六
カ
月
を
経
過
し
た
日
に
於
て
そ

の
効
力
を
失
う
。
但
し
、
両
議
院
の
再
決
議
で
延
長
が
認
め
ら
れ
れ
ば
、
更

に
六
カ
月
間
効
力
を
持
つ
が
、
当
該
布
告
は
い
か
な
る
場
合
に
於
て
も
三
年



以
上
効
力
を
有
す
る
こ
と
は
な
い
(
四
項
)
。

本
条
は
大
統
領
に
非
常
に
広
汎
で
包
括
的
な
権
限
を
与
え
た
も
の
で
あ

る
。
し
か
し
ど
の
よ
う
な
場
合
に
、
大
統
領
は
州
の
立
憲
的
統
治
が
不
能
に

な
っ
た
と
認
定
す
る
の
か
、
ど
う
い
う
事
態
が
想
定
さ
れ
る
の
か
と
い
う
問

(
2
)
 

題
に
つ
い
て
は
、
唆
昧
な
ま
ま
と
な
っ
て
い
る
。
一
二
五
六
条
に
関
し
て
は
、

(
3
V

〈

4
》

制
憲
議
会
で
も
学
説
で
も
最
終
的
な
手
段
と
し
て
行
使
さ
れ
る
べ
き
も
の
で

あ
る
と
主
張
さ
れ
て
い
た
が
、
実
際
に
は
「
憲
法
の
意
図
し
て
い
な
い
目
的

(
5
v
 

の
た
め
、
又
は
中
央
の
政
権
党
を
援
肪
す
る
た
め
に
発
令
さ
れ
て
い
る
」
と

言
わ
れ
て
い
る
。
大
統
領
統
治
の
布
告
は
、
一
九
六
九
年
一

O
月
一
日
現
在

一
九
回
を
数
え
て
い
る
。
そ
の
う
ち
六
六
年
ま
で
は
ケ
ラ
ラ
州
を
例
外
と
し

(
7〉

て
レ
イ
の
言
う
正
当
な
適
用
と
思
わ
れ
る
も
の
も
あ
る
が
、
六
七
年
以
降
は

主
に
非
会
議
派
州
政
府
が
適
用
の
対
象
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
場
合
一
般
的

に
、
非
会
議
派
州
政
府
の
成
立
↓
大
統
領
統
治
↓
中
間
選
挙
L
州
政
権
の
奪

回
l
v
政
局
の
安
定
と
い
う
パ
タ
ー
ン
が
実
現
さ
れ
て
い
る
。
以
下
各
々
の
事

インド連邦執行部の構造

例
の
分
析
を
通
じ
て
、
大
統
領
統
治
に
至
る
過
程
、
そ
の
後
の
展
開
、
共
通

の
現
象
な
ど
を
明
ら
か
に
し
よ
う
。

館
山
二
拙
即

諸
事
例

①
パ
ン
ジ
ャ
ブ
(
一
九
五
一
、
六
六
年
)

一
九
五
一
年
当
時
、
パ
ン
ジ
ャ
ブ
州
会
議
派
の
内
部
で
は
パ
ル
ガ
ヴ
ア

〈の
0
1
。
r
g仏
国
}
M
m
『悶

ω
S〉
と
カ
イ
ロ
ン
(
司

ωユ
毛

ω
g
m
r
貝
巳

5
ロ
)
の

二
大
派
関
が
抗
争
し
て
い
た
。
パ
ル
ガ
ヴ
ァ
は
州
内
閣
を
組
織
し
て
い
た
が
、

カ
イ
ロ
ン
派
の
攻
撃
と
会
議
派
中
央
の
内
閣
改
造
要
求
を
受
け
て
、
辞
職
を

余
儀
な
く
さ
れ
た
。
彼
の
辞
職
後
そ
れ
を
後
継
す
る
内
閣
が
組
織
で
き
な
か

っ
た
た
め
、
州
知
事
の
報
告
に
基
づ
い
て
大
統
領
統
治
と
な
っ
た
(
同
年
六

月
)
。
し
か
し
翌
年
の
選
挙
で
会
議
派
が
圧
勝
し
て
シ
ャ

l

(回・

ω・
ω
E
5

〈
白
川
一
)

内
閣
が
成
立
し
た
た
め
、
布
告
は
解
除
と
な
っ
た
。

五
七
|
六
四
年
に
は
カ
イ
ロ
ン
の
率
い
る
一
派
が
州
の
党
組
織
と
政
府
を

強
力
に
支
配
し
て
い
た
が
、
彼
の
失
脚
と
共
に
再
び
派
閥
聞
の
抗
争
が
激
し

く
な
っ
た
。
六
六
年
に
入
っ
て
キ
シ
ャ
ン
(
初
回
目
百

ω
E己
州
首
相
が
辞

職
し
た
後
に
、
各
党
と
も
組
閣
の
意
思
の
な
い
こ
と
を
野
党
と
も
協
議
し
た

行ヴ
しイ
7こ白ラ。、J

f、
U 

〈
蜘同t
印
¥ノ

州
知
事
が
報
告
し
た
た
め
、
七
月
大
統
領
直
結
に
移

①
P
E
P
S
U
(
一
九
五
三
年
)

P
E
P
S
U
(司
a
E
F
E
L
開

ω
a
H
M
Eロ甘
σ
一
山
宮
丹
市

C
巳
ロ
ロ
)
一
で
は
一
九
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五
二
年
の
総
選
挙
で
一
応
会
議
派
州
政
府
が
成
立
し
た
が
、
脱
党
者
が
相
次

い
だ
た
め
崩
壊
し
、
そ
の
後
に
ア
カ
リ
党
(
〉
庁
示
。
乙
〉
の
指
導
す
る
連

立
内
閣
が
生
ま
れ
た
。
と
こ
ろ
が
こ
の
連
合
民
主
戦
線
を
母
体
と
す
る
連
立

内
閣
も
、
内
部
の
不
統
一
に
苦
し
ん
で
州
議
会
を
開
会
す
る
こ
と
が
で
き
な



料

か
っ
た
り
、
州
閣
僚
の
半
数
が
裁
判
所
に
よ
り
議
員
失
格
を
宣
告
さ
れ
た
り

資

し
た
た
め
、
五
三
年
布
告
が
発
令
さ
れ
た
。
一
年
後
の
選
挙
で
会
議
派
が
ア

カ
リ
党
を
破
っ
て
組
閣
に
成
功
す
る
と
、
布
告
は
解
除
さ
れ
た
。

@
ア

i
ン
ド
ラ
(
一
九
五
四
年
〉

一
九
五
三
年
に
マ
ド
ラ
ス
州
か
ら
分
離
し
て
ア

l
ン
ド
ラ
州
が
生
ま
れ

た
。
こ
の
時
の
州
議
会
は
会
議
派
と
共
産
党
の
勢
力
、
が
伯
仲
し
て
い
た
が
、

プ
ヲ
ジ
ヤ

第
一
二
党
で
あ
っ
た

p
s
p
(人
民
社
会
党
)
と
会
議
派
の
提
携
に
よ
っ
て
連

円
山
)

立
内
閣
が
形
成
さ
れ
た
。
こ
の
内
閣
は
、
翌
年
に
か
け
て
三
回
開
か
れ
た
州

ワ
ン

F
1
・
ラ
ン
ド

議
会
を
乗
り
切
り
、
「
ア

l
ン
ド
ラ
の
不
思
議
の
国
」
と
評
さ
れ
る
程
で
あ

っ
た
が
、
遂
に
一
票
差
で
可
決
さ
れ
た
不
信
任
決
議
の
前
に
辞
職
し
た
。
そ

が
形
成
さ
れ
る
と

れ
と
共
に
大
統
領
統
治
と
な
っ
た
が
、
五
五
年
の
選
挙
で
会
議
決
単
独
政
府

一
月
を
経
ず
し
て
解
除
と
な
っ
た
。

④
ト
ラ
ヴ
ア
ン
コ
ー
ル
・
コ
ー
チ
ン
(
一
九
五
六
年
)

こ
の
州
は
現
在
は
ケ
ラ
ラ
州
の
一
部
に
含
ま
れ
て
い
る
が
、
独
立
以
降
一

九
五
五
年
迄
、
会
議
派
・

T
T
N
C
(吋
E
S
R
O
B
l、
口
自
己

Z
邑

n
g
m
i

s
c
-
P
S
P
の
三
党
が
激
し
く
政
権
を
争
っ
て
い
明
五
五
年
二
月
に
は

会
議
派
が
政
権
に
就
く
が
、
一
年
後
に
は
党
内
の
不
満
議
員
が
脱
退
し
て
州

議
会
の
過
半
数
を
割
り
、
辞
職
す
る
。
他
の
政
危
も
代
わ
り
得
る
組
閣
が
で

き
な
か
っ
た
た
め
、
州
統
治
の
接
収
と
な
っ
た
。

P
E
P
S
U
の
ケ
i
ス
と

同
じ
く
、
ラ
ジ
プ
ラ
ム
l
ク
(
か
つ
て

B
編
に
類
別
さ
れ
た
州
に
置
か
れ
た

州
知
事
に
該
当
す
る
者
)
を
補
佐
す
る
顧
問
に
州
統
治
が
委
任
さ
れ
た
。
そ

の
聞
に
ケ
ラ
ラ
州
に
統
合
さ
れ
る
が
、
五
七
年
の
総
選
挙
で
共
産
党
州
政
府

(
共
庭
究
と
無
所
属
議
員
が
提
携
)
が
牛
ま
れ
て
、
接
収
も
終
了
し

M
N

⑤
ケ
ラ
ラ
(
一
九
五
九
年
)

イ
ン
ド
の
最
南
端
に
位
置
す
る
「
問
題
州
」
ケ
ラ
ラ
で
は
、
前
述
の
よ
う

に
一
九
五
七
年
の
選
挙
で
過
半
数
を
獲
得
し
た
共
産
党
が
、
ナ
ム
プ

I
デ
ィ

リ
パ
ド
(
巴
己

E
r
z
F
E
ζ
E与
に

ω
E
E
Eロ
Z
ω
S
E
a
-
2宮内目

E
M
S
の

〈
げ
】

愛
称
、
か
あ
る
)
を
首
班
に
し
て
州
政
府
を
組
織
し
た
。
そ
の
勝
因
は
、
共
産

党
が
独
立
以
前
か
ら
比
較
的
強
い
支
持
基
盤
を
培
っ
て
い
た
の
に
、
州
会
議

(

叩

叩

)

派
が
激
し
い
内
部
抗
争
で
衰
弱
し
て
い
た
こ
と
に
、
求
め
ら
れ
よ
う
。
し
か

し
こ
の
歴
史
的
な
共
産
党
州
政
府
は
成
立
の
当
初
か
ら
、
会
議
派
・

p
s
p
・

ム
ス
リ
ム
・
リ
ー
グ

回
教
徒
連
盟
等
の
倒
閣
工
作
に
見
舞
わ
れ
た
。
州
政
府
は
議
会
主
義
的
戦
略

に
基
づ
い
て
州
統
治
の
改
良
を
試
み
よ
う
と
し
て
「
教
育
法
案
」
と
「
農
業

関
係
法
案
」
の
可
決
を
意
図
し
た
が
、
両
法
案
は
既
成
勢
力
の
大
反
撃
を
呼

ひ
起
こ
し
た
。

五
九
年
五
月
|
七
月
末
迄
の
ケ
ラ
ラ
は
法
案
反
対
の
デ
モ
と
暴
動
の
嵐
が

荒
れ
狂
い
、
治
安
状
態
が
極
度
に
思
化
し
た
。
こ
の
状
勢
に
対
し
て
会
議
派
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中
央
政
府
は
、
州
政
府
を
罷
免
し
州
議
会
を
解
散
し
て
大
統
領
統
治
を
布
く

こ
と
で
一
致
し
た
山
そ
こ
で
、
州
議
会
で
は
共
産
党
が
過
半
数
を
制
し
て
い

た
た
め
内
閣
不
信
任
案
が
上
程
さ
れ
な
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ラ
オ

(
回
・
岡
山

ωヨ
ω
F
-
5
5
H
N
m
C
)
州
知
事
は
立
憲
統
治
の
不
能
を
報
告
し
た
。

七
月
布
告
が
発
令
さ
れ
て
、
僅
か
二
年
四
カ
月
で
ケ
ラ
ラ
の
実
験
は
失
敗
に

終
っ
た
。
そ
の
後
六

O
年
二
月
に
州
議
会
選
挙
が
行
わ
れ
、
コ
ミ
ユ
ナ
ル
集

団
の
強
力
な
支
持
を
得
た
三
党
か
ら
な
る
反
共
連
合
戦
線
が
圧
勝
し
て
、
直

轄
統
治
が
撤
廃
さ
れ
た
。
四
月
に
は
P
S
P
の
ピ
ラ
イ
(
司
弘
仲
間
B
吋

E
コG

E--巳
)
を
首
班
と
す
る
会
議
派
・

P
S
P
の
連
立
政
府
が
発
足
し
た
。

ケ
ラ
ラ
の
ケ

1
5、
州
知
事
の
報
管
大
統
領
主
口
の
承
認
決
議
を
ロ

ク
・
サ
パ
に
提
案
し
た
パ
ン
卜
内
相
の
説
明
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
事
実
の
経

過
か
ら
見
て
正
当
な
布
告
の
適
用
と
は
忠
わ
れ
な
い
。
こ
の
場
合
、
中
央
会

議
派
が
反
対
吃
打
倒
の
た
め
に
、
政
治
主
義
的
に
非
常
事
態
権
を
行
使
し
た

と
の
非
難
は
免
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。

インド連邦執行部の構造

⑤
オ
リ
ッ
サ
(
一
九
六
一
年
)

オ
リ
ッ
サ
州
で
は
一
九
五
七
年
の
選
挙
以
来
政
権
を
担
当
し
て
き
た
会
議

派
と
ガ
ナ
タ
ン
ト
ラ
・
パ
リ
シ
ャ
ド
(
の
自
己

B
雪印

FHFmze
党
の
連
立

政
府
、
が
、
六
一
年
切
め
に
瓦
解
し
た
。
そ
の
後
に
州
議
会
の
信
任
を
獲
得
で

き
る
政
府
が
形
成
さ
れ
な
か
っ
た
た
め
に
、
二
月
に
大
統
領
直
轄
に
移
行
し

た
。
と
こ
ろ
が
数
カ
月
後
に
実
施
さ
れ
た
中
間
選
挙
で
会
議
派
が
過
半
数
の

議
席
を
制
す
る
と
、
布
告
は
廃
止
さ
れ
た
。

⑦
ケ
ラ
ラ
(
一
九
六
回
、
六
五
年
)

前
で
見
た
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、

一
九
六

O
年
に
発
足
し
た
ピ
ラ
イ
政
府

ム
ス
リ
ム
・
リ
ー
グ

(
会
議
派
・

P
S
P
〉
は
、
選
挙
協
力
を
し
た
同
教
徒
連
盟

(
M
L
〉
を
排

除
し
た
も
の
だ
っ
た
。
そ
こ
で
M
L
は
六
一
年
一
月
に
会
議
派
と
の
協
力
を

破
棄
す
る
に
至
る
。

一
方
州
会
議
派
内
で
も
複
合
社
会
の
持
つ
苦
悩
を
反
映

す
る
か
の
よ
う
に
、
「
支
配
政
党
内
の
政
党
制
と
し
て
説
明
で
き
る
派
閥
的

集
団
化
」
と
も
言
う
べ
き
現
象
が
生
起
し
て
き
た
。
そ
こ
で
六
二
年
総
選
挙

で
ケ
ラ
ラ
一
州
に
於
て
の
み
勝
利
で
き
な
か
っ
た
り
を
憂
慮
し
た
会
議
派
中

央
は
、
州
会
議
派
内
の
派
閥
対
立
を
根
絶
し
、

決
意
す
る
。
同
年
九
月
連
邦
政
府
内
相
シ
ャ
ス
ト
リ
の
工
作
で
、
ピ
ラ
イ
は

一
円
冗
支
配
を
実
現
し
よ
う
と

突
然
パ

γ
ジ
ャ
ブ
州
知
事
に
移
さ
れ
、
州
首
相
に
は
副
首
相
で
あ
っ
た
会
議

派
の
サ
ン
カ
ル

3
2
E
C
が
任
命
さ
れ
た
。
こ
れ
を
見
た
P
S
P
の
閣
僚

も
一
カ
月
後
に
は
辞
職
し
、
こ
こ
に
会
議
派
単
独
内
閣
が
生
ま
れ
た
。

し
か
し
会
議
派
の
支
配
も
長
く
続
か
な
か
っ
た
。
六
四
年
に
入
る
と
ケ
ラ

ラ
会
議
派

(
K
C
)
が
会
議
派
党
内
に
結
成
さ
れ
、
九
月
に
は
S
S
D
1
~
p
i

BU言

r
g
p
n
E
E
F
H々
・
統
一
社
会
党
)
提
案
の
不
信
任
決
議
が
可
決

さ
れ
る
に
及
ん
で
、
内
閣
は
総
辞
職
し
た
。
し
か
し
野
党
各
派
(
共
産
党
・

北法27(2・(35)3Q5



料

s
s
p
・
M
L
-
K
C
)
は
こ
の
好
機
に
組
閣
で
き
な
か
っ
た
。
こ
の
状
況

資

を
見
た
ギ
リ
州
知
事
は
安
定
政
権
樹
立
が
不
可
能
と
報
告
し
た
た
め
、
二
日

後
大
統
領
統
治
と
な
っ
た
。

翌
六
五
年
三
月
四
日
に
、
大
統
領
統
治
下
で
州
議
会
選
挙
が
行
わ
れ
た
。

そ
の
結
果
、
会
議
派
が
後
退
し
(
選
挙
前
五
一
議
席
↓
一
一
一
六
議
席
〉
、

K

C

が
進
出
し
た
こ
五
↓
一
一
一
一
一
)
が
、
何
よ
り
も
左
派
共
産
党
の
圧
勝
(
九
↓

四

O
)
が
目
立
っ
た
。
こ
れ
に
反
し
右
派
共
産
党
は
僅
か
に
当
選
者
三
名
に

終
っ
た
。
第
一
党
と
な
っ
た
左
派
共
産
党

(
C
P
I
倒
)
は
反
会
議
派
連
立

政
府
の
樹
立
に
向
け
懸
命
に
努
力
し
た
が
、
獄
中
か
ら
の
当
選
者
二
九
名
が

釈
放
さ
れ
ず
ま
た
組
閣
工
作
も
連
邦
政
府
か
ら
許
さ
れ
な
か
っ
た
た
め
、
困

難
に
逢
着
し
た
。
三
月
一
九
日
に
な
る
と
、
安
定
し
た
州
政
府
の
成
立
す
る

可
能
性
が
な
い
旨
を
州
知
事
が
報
告
し
た
。
こ
の
報
告
と
中
央
政
府
の
勧
告

を
受
け
た
ア
サ
イ
ン
副
大
統
領
(
当
時
大
統
領
代
行
)
が
、
再
度
大
統
領
布

告
を
発
令
し
た
(
一
一
一
月
二
四
日
)
。
選
挙
後
一
度
も
聞
か
れ
る
こ
と
の
な
か

っ
た
州
議
会
も
同
日
解
散
さ
れ
た
。
結
局
ケ
ラ
ラ
は
、
六
七
年
二
月
の
第
四

次
総
選
挙
で
左
派
統
一
戦
線

(
e
p
-
-
c
p
I
ω
・

s
s
p
・
M
L
等
の

七
党
で
構
g'(; 

力l

勝
利
す
る
迄

度
大
統
領
直
轄
を
経
!験
す

る

の

で

あ

る

一
九
六
五
年
三
月
の
布
告
は
、
重
大
な
違
憲
行
為
で
あ
る
と
の
批
判
が
強

(絡
V
ぃ
。
特
に
州
議
会
が
一
度
も
召
集
さ
れ
る
こ
と
な
く
解
散
さ
れ
た
こ
と
に
つ

い
て
は
、
国
会
で
ジ
ャ
ン
・
サ
ン
党
を
除
く
諸
野
党
〈

S
S
P
-
e
p
-
-

右
翼
政
党
の
ス
ワ
タ
ン
ト
ラ
)
の
厳
し
い
追
及
を
受
け
た
。
本
事
例
で
は
、

「
最
大
議
席
を
確
保
し
て
い
た
政
党
C
P
I
M仰
の
指
導
者
は
組
閣
が
可
能
で

あ
る
と
主
張
し
て
い
た
。
そ
の
場
合
州
知
事
は
議
院
制
の
伝
統
に
従
っ
て
、

そ
の
政
党
に
組
閣
の
機
会
を
与
え
る
べ
き
で
あ
つ
が
じ
と
の
批
判
も
首
肯
で

き
る
で
あ
ろ
う
。

③
ラ
ジ
ャ
ス
担
ン
(
一
九
六
七
年
)

一
九
六
七
年
二
月
の
総
選
挙
後
、
ラ
ジ
ャ
ス
タ
ン
州
議
会
に
於
て
過
半
数

を
獲
得
し
た
政
党
が
な
か
っ
た
た
め
、
必
然
的
に
野
党
連
合
と
会
議
派
の
間

で
政
権
を
め
ぐ
る
争
い
が
お
き
た
。
野
党
連
合
は
、
ス
ワ
タ
ン
ト
ラ
党
の
シ

ン

(
C
E
Y
E
E
包
括
己
を
統
一
野
党
の
リ
ー
ダ
ー
に
選
出
し
、
九
三
名

に
の
ぼ
る
州
議
会
議
員
の
支
持
が
あ
る
こ
と
を
根
拠
に
し
て
サ
ム
プ
ル
ナ
ナ

ン
ド

(ωEHM℃
己

Esse

一
方
会
議
派

州
知
事
に
組
閣
を
申
し
入
れ
た
。

は
ス
カ
デ
ィ
ア
(
冨

D
E口
下
主

ω己
宰
邑
E
)
を
リ
ー
ダ
ー
に
選
、
ひ
、
州
議

会
で
の
多
数
派
工
作
を
試
み
て
い
た
。
三
月
四
日
に
会
議
派
の
ス
カ
デ
ィ
ア

(
開
〉

に
対
し
て
知
事
が
組
問
要
請
を
す
る
と
、
こ
れ
に
反
対
す
る
暴
動
が
州
都
で

起
こ
っ
た
。
こ
の
た
め
ス
カ
デ
ィ
ア
が
組
閣
を
一
諦
め
る
と
、
大
統
領
統
治
が

宣
言
さ
れ
た
(
三
月
一
三
日
)
。
し
か
し
州
議
会
は
大
統
領
選
挙
を
控
え
て
い
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た
た
め
、
解
散
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
の
後
サ
ム
プ
ル
ナ
ナ
ン
ド
に

代
っ
て
州
知
事
に
任
命
さ
れ
た
シ
ン
〈
出
c
E
5
2
品
5
が
、
州
議
会
議
員

の
政
党
支
持
態
度
を
明
ら
か
に
す
る
努
力
を
重
ね
、
会
議
派
が
過
半
数
を
占

め
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
そ
こ
で
四
月
一
一
六
日
に
ス
カ
デ
ィ
ア
を
首
班

と
す
る
会
議
派
政
府
が
成
立
し
て
、
布
告
は
短
期
間
で
解
除
と
な
っ
た
。
「
ラ

ジ
ヤ
ス
タ
ン
州
会
議
派
を
支
配
政
党
と
し
て
生
き
残
ら
せ
る
ド
ラ
マ
の
終

演
」
で
あ
っ
た
。

本
事
例
で
の
サ
ム
プ
ル
ナ
ナ
ン
ド
知
事
の
行
動
は
、
無
所
属
議
員
は
統
一

野
党
の
支
持
者
と
認
め
ら
れ
な
い
と
し
て
ラ
ッ
ク
ス
シ
ユ
マ
ン
・
シ
ン
の
組

閣
を
拒
否
し
、
送
に
一
方
的
に
ス
カ
デ
ィ
ア
に
そ
れ
を
要
請
し
た
も
の
で
あ

っ
た
。
こ
れ
は
不
当
な
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
更
に
彼
の
大
統
領
統
治
の
勧

告
も
、
会
議
派
に
多
数
派
工
作
の
た
め
の
時
間
的
余
裕
を
与
え
る
た
め
で
は

な
か
っ
た
の
か
と
も
、
解
釈
さ
れ
よ
う
。

インド連邦執行部の構造

⑨
ハ
リ
ヤ
ナ
(
一
九
六
七
年
)

ラ
ジ
ヤ
ス
タ
ン
と
異
な
り
、
ハ
リ
ヤ
ナ
で
は
一
九
六
七
年
の
総
選
挙
で
会

議
派
が
勝
っ
て
シ
ヤ
ル
マ
(
回
・

ω
r
R
B乙
内
閣
が
生
ま
れ
た
。
し
か
し
成

立
し
て
一
カ
月
で
、
九
名
の
閣
僚
を
含
む
二
二
人
の
議
員
が
会
議
派
か
ら
脱

党
し
た
一
た
め
同
内
閣
は
辞
職
し
た
。
こ
れ
に
代
っ
て
一
一
一
月
に
シ
ン

(FD

巴
R
E
S
盟
諸
ご
を
首
班
に
し
た
非
会
議
派
統
一
戦
線
内
閣
が
で
き
る
が
、

こ
の
内
閣
の
中
か
ら
も
非
常
に
多
く
の
脱
党
者
が
続
出
し
た
。
チ
ャ
ク
ラ
ヴ

ア
ル
デ
ィ

a
-
Z
(
u
z
r
E
S
E
-〉
州
知
事
は
こ
の
事
態
を
見
て
、
常
習

的
で
見
境
い
の
な
い
脱
党
者
が
続
出
し
て
州
政
府
の
安
定
性
は
損
わ
れ
た
と

い
う
内
容
の
、
報
告
書
を
送
付
し
た
。
こ
の
報
告
に
基
づ
き
六
七
年
一
一
月

二
一
日
に
大
統
領
統
治
が
布
か
れ
た
。
翌
六
八
年
五
月
の
選
挙
で
会
議
派
が

過
半
数
を
得
て
パ
ン
シ
・
ラ
ル
(
宮
口
弘

C-〉
会
議
派
政
府
が
樹
立
さ
れ
る

と
、
即
時
布
告
は
廃
止
と
な
っ
た
。

本
事
例
で
は
、
シ
ン
統
一
戦
線
内
閣
は
脱
党
者
の
続
出
で
大
き
な
打
撃
を

受
け
て
い
た
と
は
言
う
も
の
の
、
布
告
発
令
時
に
は
州
議
会
の
過
半
数
を
確

保
し
て
い
た
。
ま
た
そ
の
統
治
も
立
憲
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
議
場

で
の
着
席
交
差
(
円

3
3口
間
口
問
答
。

E
D
O
H
〉
が
頻
繁
化
し
た
こ
と
を
口
実

に
し
て
大
統
領
統
治
を
要
請
し
た
州
知
事
の
行
為
は
、
権
限
除
越
で
あ
っ
た

と
言
え
よ
う
。
「
三
五
六
条
に
は
政
治
家
に
道
徳
的
・
水
準
止
グ
押
し
つ
け
よ
う
と

(

担

》

い
う
意
図
は
な
い
」
以
上
、
州
議
会
議
員
の
脱
党
の
み
を
捉
え
て
、
立
憲
的

統
治
が
失
わ
れ
た
と
は
言
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。

⑮
西
ベ
ン
ガ
ル
(
一
九
六
八
年
)
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経
済
的
地
位
の
相
対
的
低
下
、
農
民
反
乱
の
続
『
発
、
大
飢
鐙
等
の
苦
境
の

中
に
あ
る
西
ベ
ン
ガ
ル
は
、
ケ
ラ
ラ
と
同
様
に
イ
ン
ド
の
問
題
州
で
あ
る
。

こ
の
西
ベ
ン
ガ
ル
の
祉
会
不
安
が
反
映
さ
れ
て
、
…
州
政
治
も
極
め
て
流
動
的



ギ}

で
あ
り
、
州
民
の
政
治
参
加
も
能
動
的
で
あ
る
。
こ
の
州
も
独
立
以
来
会
議

派
が
一
貫
し
て
政
権
の
座
に
あ
っ
た
。
し
か
し
一
九
六
七
年
の
総
選
挙
で
は

反
会
議
派
統
一
戦
，
制
服
(
一
凶
党
で
構
成
〉
が
選
挙
協
定
を
結
ん
で
協
力
し
、
同

年
三
月
第
一
次
統
一
戦
線
政
府
を
樹
立
し
た
(
首
相
は
パ
ン
グ
ラ
会
議
派
の

資

A
-
ム
ケ
ル
ジ

l
、
副
首
相
は

C
P
I
同
の
ジ
ョ
チ
・
パ
ス
)
。
こ
の

C
P
I

〈帥
V

M
叫
が
指
導
す
る
政
府
は
会
議
派
の
切
崩
し
を
受
け
て
内
部
対
立
を
露
呈
し
、

成
立
し
て
九
カ
月
に
も
な
ら
ず
に
ヴ
ィ
ラ

(
U
E
S
2
5
5
)
州
知
事
の
強

制
を
受
け
て
辞
職
し
た
(
一
一
月
一
二
日
)
。
そ
の
後
に
成
立
し
た
の
は
進

歩
民
+
十
一
戦
線
政
府
(
但
し
、
首
相
は
会
議
派
の
ゴ

1
シ
ユ
旬
。

-
C
Z与
)

だ
っ
た
。
会
議
派
は
後
に
閣
僚
を
送
り
込
み
、
こ
の
政
府
と
支
援
関
係
に
立

っ
た
。
新
政
府
が
成
立
し
た
の
を
見
て
知
事
は
、
ゴ

l
シ
ュ
首
相
の
助
一
一
言
に

基
づ
い
て
伺
月
二
九
日
州
議
会
を
召
集
し
た
。
と
こ
ろ
が
パ
ネ
ル
ジ

l

(
回・

相
内
・
∞
ω
ロ
司
」
命
。
)

州
議
会
議
長
は
、
ム
ケ
ル
ジ

l
政
府
の
罷
免
、
ゴ

l
シュ

の
指
名
、
州
議
会
の
召
集
等
の
一
連
の
知
事
の
行
為
は
違
憲
で
あ
る
と
し

て
、
州
議
会
の
無
期
限
休
会
を
決
定
し
た
。
こ
こ
に
知
事
と
議
長
は
対
立
す

る
よ
う
に
な
っ
た
。
ま
た
会
議
派
内
部
で
ゴ

l
シ
ュ
に
反
対
す
る
者
も
で
て

き
た
。翌

六
八
年
二
月
に
州
議
会
が
再
召
集
さ
れ
る
が
、
そ
こ
で
知
事
の
閉
会
演

説
が
妨
害
さ
れ
、
再
び
議
長
は
休
会
を
宣
言
し
た
。
こ
の
混
乱
状
態
に
対
し

て
知
事
は
大
統
領
統
治
に
訴
え
る
他
な
い
こ
と
を
中
央
に
報
告
し
た
た
め
、

二
月
二

O
日
ゴ

1
シ
ュ
政
府
は
辞
職
し
、
大
統
領
布
告
が
公
布
さ
れ
て
州
議

会
も
解
散
さ
れ
た
。
し
か
し
約
一
年
後
に
実
施
さ
れ
た
中
間
選
挙
で

C
P
I

側
が
再
び
圧
勝
し
て
、

一
二
党
か
ら
な
る
反
会
議
派
統
一
戦
線
政
府
(
首
相

は
A
・
ム
ケ
ル
ジ

1
〉
が
成
立
し
た
た
め
、
大
統
領
統
治
は
解
除
さ
れ
た

三
ハ
九
年
二
月
〉
。

本
事
例
は
、
知
事
が
州
下
院
の
保
持
す
る
州
政
府
不
信
任
権
を
侵
奪
し
て

統
一
戦
線
政
府
を
罷
免
し
、
こ
れ
に
代
え
て
ゴ
!
シ
ュ
政
府
を
成
立
さ
せ
て

み
た
。
と
こ
ろ
が
会
議
派
内
の
対
立
や
州
議
会
議
長
の
休
会
戦
術
に
あ
っ
て

自
ら
州
政
治
を
混
乱
さ
せ
、
他
に
選
択
の
手
段
を
失
っ
て
大
統
領
統
治
を
要

求
し
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
ハ
リ
ヤ
ナ
州
の
場
合
は
、
見
境
い
の
な
い
脱

党
者
の
続
出
現
象
を
理
由
と
し
て
、
知
事
が
三
五
六
条
を
発
動
し
た
の
で
あ

っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
西
ベ
ン
ガ
ル
の
知
事
は
脱
党
者
の
リ
ー
ダ
ー
(
ゴ
l

シ
ュ
は
統
一
戦
線
か
ら
会
議
派
に
党
を
変
更
し
た
)
を
祝
福
し
て
、
彼
に
新

政
府
を
作
ら
せ
た
の
で
あ
っ
た
。

⑪

U
・
p
(
一
九
六
八
年
)

U
-
P
(
ウ
ッ
タ
ー
ル
・
プ
ラ
デ
l
シ
ユ
)
は
イ
ン
ド
で
最
も
人
口
が
過

密
で
あ
り
な
が
ら
、
社
会
的
分
裂
、
低
水
準
の
近
代
化
、
相
対
的
に
低
い
政

治
参
加
等
の
特
徴
を
示
し
て
い
る
州
で
あ
る
。

U
-
P
で
は
カ

l
ス
ト
や
宗
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教
集
団
の
社
会
的
、
政
治
的
組
織
は
余
り
見
ら
れ
な
川
目
独
立
以
来
一
貫
し

て
U
・
p
を
支
配
し
て
き
た
の
は
州
会
議
派
で
あ
っ
た
。
し
か
し
会
議
派
は

党
内
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
変
化
↓
党
の
派
閥
化
で
衰
退
し
、
遂
に
一
九
六
七

年
の
選
挙
で
議
席
の
過
半
数
を
獲
得
す
る
こ
と
に
失
敗
す
る
。
会
議
派
は
野

党
か
ら
の
数
人
の
脱
党
者
や
無
所
属
議
員
の
支
持
を
取
り
付
け
て
一
応
組
閣

に
成
功
し
た
(
首
相
は
グ
プ
タ
〉
も
の
の
、
成
立
後
一
七
日
目
で
党
内
の
一

派
閥
が
脱
退
し
た
。
ま
た
知
事
演
説
に
対
す
る
謝
意
動
議
も
否
決
さ
れ
て
、

そ
の
責
を
負
っ
て
総
辞
職
し
た
。
そ
こ
で
全
野
党
合
同
議
員
団
富
山
同
己
ユ
E

ジ
ヤ
ナ

ざ内
H
E
E
r
り
と
)
の
リ
l
タ
l
に
、
会
議
派
か
ら
脱
退
し
て
新
た
に
大
衆

.
コ
ン
グ
レ
ス

会
議
派
を
結
成
し
て
い
た
チ
ャ
ラ
ン
・
シ

γ
(の
E
孟
百
ユ
n
z
z
z
ω
5
m
y〉

が
選
ば
れ
て
、
彼
を
首
相
と
す
る
非
会
議
派
連
立
政
府
が
そ
の
後
を
継
い

だ
(
六
七
年
四
月
三

こ
の
政
府
も
そ
の
連
立
性
が
原
因
と
な
っ
て
内
紛
が
起
こ
り
自
ら
六
八
年

インド連邦執行部の構造

二
月
に
辞
職
す
る
が
、
そ
の
後
に
安
定
し
た
多
数
派
が
形
成
さ
れ
な
い
と
し

て
大
統
領
統
治
が
課
さ
れ
た
。
こ
の
問
、
シ
ン
首
相
が
S
V
D
の
リ
ー
ダ
ー

で
な
く
な
っ
た
こ
と
そ
理
由
に
し
て
首
相
を
辞
職
し
た
時
に
、
す
ぐ
さ
ま
S

V
D
の
新
リ
ー
ダ
ー
が
選
出
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
レ
ヅ
デ
ィ
知
事
は
彼
が

ハ日
v

組
閣
す
る
こ
と
を
許
さ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

U
-
P
で
は
六
九
年
選
挙
で

会
議
派
州
政
府
が
成
立
す
る
と
時
を
移
さ
ず
布
告
が
廃
止
さ
れ
た
。
こ
の
こ

と
か
ら
も
今
回
の
知
事
の
態
度
は

や
は
り
党
派
的
な
も
の
だ
っ
た
と
一
三
え

ト
」
血
久
ノ
。

⑫
ビ
ハ

l
ル
(
一
九
六
八
、
六
九
年
〉

一
九
六
七
年
当
時
ビ
ハ

l
ル
州
会
議
派
も
、
多
く
の
脱
党
者
と
党
内
サ
ボ

タ
ー
ジ
ュ
に
苦
し
ん
で
い
た
。
六
七
年
選
挙
の
結
果
会
議
派
に
代
っ
て
非
会

議
派
連
立
政
府
が
成
立
し
た
が
短
命
で
あ
っ
て
、
翌
六
八
年
一
月
に
は
親
会

議
派
政
府
と
な
っ
た
。
し
か
し
こ
れ
も
二
カ
月
余
り
で
再
び
成
立
し
た
非
会

議
派
政
府
に
代
ら
れ
て
、
政
局
は
変
転
を
極
め
た
0
5
一
と
こ
ろ
が
三
月
に
成
立

し
た
こ
の
シ
ャ
ス
ト
リ
政
府
は
、
少
数
変
則
内
閣
で
あ
っ
た
た
め
閣
僚
を
補

充
し
よ
う
と
し
た
が
、
そ
の
人
選
問
題
で
紛
糾
し
て
六
月
二
五
日
に
崩
接
し

た
。
州
知
事
は
一
旦
会
議
派
に
組
閣
を
要
請
し
た
が
、
会
議
派
の
拒
否
に
会

っ
た
。
そ
こ
で
四
日
後
に
大
統
領
統
治
が
公
布
さ
れ
、
州
議
会
も
解
散
さ
れ

R-
。

J
J
 六

九
年
の
中
間
選
挙
で
会
議
派
を
核
と
す
る
連
立
政
府
が
成
立
す
る
と

布
告
は
解
除
さ
れ
た
(
六
九
年
二
月
)
。
し
か
し
こ
の
政
府
も
四
カ
月
で
空

中
分
解
し
、
次
の
非
会
議
派
連
立
政
府
も
内
部
分
裂
で
崩
壊
し
た
。
こ
こ
に

至
っ
て
多
数
派
政
府
樹
立
の
見
込
み
は
全
く
な
く
な
っ
た
た
め
、
六
九
年
七
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月
ビ
ハ

l
ル
州
は
再
び
大
統
領
統
治
下
に
置
か
れ
た
。

⑬
パ
ン
ジ
ャ
ブ
(
一
九
六
八
年
〉



料

パ
ン
ジ
ャ
ブ
州
会
議
派
も
他
州
と
同
様
に
、

一
九
六
七
年
当
時
は
内
部
分

資

裂
で
苦
し
ん
で
い
た
。
選
挙
後
会
議
派
を
排
除
し
た
連
立
政
府
が
成
立
し
た

が
、
ジ
ャ
ン
タ
党
が
離
脱
し
て
倒
れ
た
。
次
に
は
ジ
ャ
ン
タ
党
が
単
独
で
組

閣
し
た
が
、
そ
れ
も
会
議
派
の
閣
外
協
力
を
失
っ
て
崩
壊
し
た
た
め
、
六
八

年
八
月
パ
ン
ジ
ャ
ブ
州
も
大
統
領
統
治
と
な
っ
た
。
こ
れ
は
六
九
年
選
挙

で
、
二
月
に
ア
カ
り
・
ダ
l
ル
、
ジ
ャ
ン
・
サ
ン
党
の
連
立
政
権
が
誕
生
す

る
迄
継
続
し
た
。

第

節

五
六
条
の
問
題
性

三
五
六
条
に
よ
る
大
統
領
統
治
の
適
用
は
、

る
傾
向
に
は
な
い
。
三
五
六
条
は
そ
の
文
言
上
、
州
統
治
の
立
憲
的
運
用
不

能
の
事
態
が
発
生
し
た
と
、
大
統
領
が
「
認
め
る
」
時
に
発
動
さ
れ
る
も
の

で
あ
る
こ
と
が
、
理
解
さ
れ
る
。
し
か
し
こ
れ
ま
で
検
討
し
て
き
た
諸
事
例

一
九
六
九
年
以
降
も
減
少
す

の
告
げ
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
大
統
領
の
認
定
は
、
州
知
事
の
報
告
を
そ
の

ま
ま
自
動
的
に
認
証
す
る
以
外
の
何
物
で
も
な
い
の
で
あ
る
。
も
と
も
と
州

知
事
は
中
央
政
府
に
よ
っ
て
任
命
さ
れ
柿
ご
と
か
ら
、
中
央
政
府
の
与
党
と

同
じ
政
均
に
属
す
る
政
治
家
、
或
い
は
与
党
寄
り
の
官
僚
出
身
者
が
多
い
。

ま
た
そ
の
州
か
ら
送
ら
れ
る
報
告
書
を
受
理
し
大
統
領
統
治
の
適
用
を
決
定

す
る
過
程
で
、
中
央
政
府
及
び
与
党
の
、
と
り
わ
け
会
議
派
党
組
織
の
中
枢

機
関
で
あ
る
運
営
委
員
会
又
は
議
会
局
の
意
向
が
最
終
的
に
反
映
さ
れ
る
こ

(
日
}

と
も
、
十
分
に
想
像
で
き
る
。
従
っ
て
大
統
領
、
州
知
事
、
中
央
政
府
(
首

相
〉
及
び
会
議
派
運
営
委
員
会
又
は
議
会
局

1
i
こ
れ
ら
は
何
れ
も
会
議
派

そ
の
も
の
か
或
い
は
会
議
派
の
被
造
物
で
あ
る

l
lが
一
体
と
な
っ
て
、
一
二

五
六
条
を
発
令
し
て
き
た
の
で
あ
る
。

上
述
の
適
用
例
で
は
三
五
六
条
が
、
州
政
府
の
不
安
定
な
時
(
②
)
や
州

議
会
の
不
信
任
決
議
が
採
択
さ
れ
た
時
(
③
〉
、
或
い
は
新
た
な
組
閉
会
す

る
意
思
の
あ
る
多
数
派
が
形
成
さ
れ
な
い
場
合
(
的
あ
⑤
⑦
八
一
九
六
四

年
〉
⑫
⑬
)
に
、
正
当
に
適
用
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
も
の
も
あ
る
。
し
か
し

他
方
、
州
統
治
の
不
能
を
知
事
が
慾
意
的
に
認
定
し
た
り
(
⑤
⑨
)
、
州
議

会
の
第
一
党
や
多
数
派
の
野
党
連
合
に
組
閣
を
許
さ
な
か
っ
た
り
(
⑦
〈
一

九
六
五
年
〉
⑬
)
、
ム
五
誠
派
の
み
に
好
意
的
取
扱
い
を
す
る
の
に
反
対
し
て

暴
動
が
起
き
る
と
そ
れ
を
口
実
に
適
用
し
た
り
(
③
〉
、
或
い
は
知
事
が
越

権
的
に
州
政
府
を
罷
免
し
て
自
ら
布
告
の
遠
因
を
作
っ
た
り
(
⑮
)
し
て
、

三
五
六
条
の
正
当
な
適
用
か
ら
は
逸
脱
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
事
例
も
多

ぃ
。
ま
た
布
告
後
の
選
挙
で
非
会
議
派
の
諸
政
党
が
勝
利
す
る
の
は
難
し
く

(
そ
の
例
外
は
④
⑦
⑮
⑬
〉
、
大
抵
は
会
議
派
が
勝
利
し
て
そ
れ
が
単
独
叉

は
連
立
で
政
権
に
就
く
と
、
布
告
が
解
除
さ
れ
て
い
る
。

従
っ
て
、
州
統
治
の
崩
療
に
対
し
て
公
平
な
立
場
か
ら
大
統
領
が
判
断
し

そ
れ
を
正
常
化
せ
し
め
る
と
い
う
建
前
は
、
形
骸
化
さ
れ
て
い
る
。
一
一
一
五
六
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条
は
実
際
に
は
、
非
会
議
派
州
政
府
に
干
渉
す
る
場
合
の
、
会
議
派
の
比
肩

す
べ
く
も
な
い
強
力
な
武
器
に
堕
し
て
し
ま
っ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
大
統

領
統
治
の
こ
れ
迄
の
適
用
は
、
制
憲
議
会
で
表
明
さ
れ
て
い
た
憂
慮
を
不
幸

に
も
実
一
証
し
て
き
た
の
で
あ
る
。

インド連邦執行部の構造

〈

1
)

た
だ
「
大
統
領
は
、
高
等
裁
判
所
の
権
限
を
接
収
し
、
高
等
裁
判

所
に
関
す
る
憲
法
規
定
の
全
部
又
は
一
部
を
停
止
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
」

C
二
五
六
条
一
項
糾
但
書
〉
と
規
定
さ
れ
て
い
る
の
で
、
大

統
領
は
州
司
法
権
を
接
収
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
口
同
・
の
と

gem-

向

m
L
E
子、
H

，rゅ
の
D
ロ印昨日
m
件戸片山口口
D

こ邑
z・
3
吋

N
l吋
ω

(
2
〉
「
州
に
お
け
る
立
憲
的
統
治
崩
壊
の
事
態
」
と
は
何
か
と
い
う
間

題
に
つ
い
て
は
、
僅
か
に
三
六
五
条
が
「
こ
の
憲
法
の
規
定
に
基
づ

い
て
連
邦
の
行
政
権
を
行
使
し
た
場
合
に
於
て
、
州
が
与
え
ら
れ
た

指
令
に
従
わ
ず
、
叉
は
当
該
指
令
を
実
施
し
な
い
時
は
大
統
領
は
、

州
の
統
治
が
こ
の
憲
法
の
規
定
に
従
っ
て
行
わ
れ
な
い
事
態
が
発
生

し
た
も
の
と
適
法
に
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
定
め
て
い
る
の
み

で
あ
る
。

(
3
)

ア
ム
ベ
ド
ヵ

l
ル
は
、
本
条
は
他
の
諸
々
の
手
段
が
失
敗
し
た
後

の
最
終
的
手
段
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
濫
用
し
て
州
統
治
に
介
入
す
る

こ
と
は
慎
む
べ
き
で
あ
る
と
、
警
告
し
て
い
た
。
。
.
〉
・

0
・・

5--

m
ケ
司
・
-
コ
A
ロ
o
g
L
P
C
E
回
目
F
(
U
O
B
g
g
gミ
ロ
ロ
予
め
の
D
ロi

ω
丘一門戸田仲
M
D
ロ
C
『同ロ仏
-
P
〈

c-
・
国
・
-
白
山
田
・
司
・
印
ム
ω
・

(

4

)

ピ
l
リ
l
も
三
五
六
条
は
、
州
内
閣
が
州
民
の
過
半
数
の
信
任
を

得
る
こ
と
が
で
き
ず
、
し
か
も
そ
れ
に
代
る
内
閣
が
組
閣
さ
れ
ず
、

ま
た
現
内
閣
も
選
挙
ま
で
の
管
理
内
閣
と
し
て
機
能
す
る
意
思
が
な

い
場
合
に
限
っ
て
、
行
使
さ
れ
る
べ
き
で
る
る
と
主
張
す
る
。
同
ν

ヱ2
・

のむロ
ω
円山吉伸

F
O
E
-
C
D
5
5
5
2伸
一
ロ
ゲ

ι
F
唱
団
A
U
-
-
m
印0
・

(
5
)

民・

ωロ
r
y白
河
ω
0
・。
G
ロ
2
5
Z
Z
Hロ【】同『
EMVD--q・
2
巾
君
。
巾
-
F
f

ω・(υ
『
岡
田
口

L
W

一回コ
u

同
》
・
吋
∞
.

(
6
)

三
五
六
条
の
適
用
一
覧
は
次
の
通
り
。

少H | 布告の公布 | 布告の廃止

ノミンジャブ 1951. 6.20 1952. 4.17 

P E P s u 1953. 3. 4 1954. 3. 7 

アーン ドラ 1954.11. 15 1955. 3.28 I 

トラヴアンコーノレ・ 1956. 3.23 1957. 4. 5 
コ 一 チ ン

ケ フ ラ* 1956.11. 1 1957. 4. 5 

グ 1959. 7.31 1960. 2.22 

オ リ ';J サ 1961.2.25 1961. 6.23 

ん〆ー 『ノ 『〆 1961. 9.10 1965. 3.24 

ノア 1965. 3.24 1967. 3. 6 

パンジャブ 1966. 7. 5 1966.11. 1 

ラジ二ャスタン 1967. 3.13 1967. 4.26 
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料

チ1'1 布告の公布 布告の廃止

マニプーノレ 1967.10.25 1968. 2.19 

リ ヤ ナ 1967.11. 21 1968. 5.21 

西ベンガノレ 1968. 2.20 1669. 2.25 

U. P. 1968. 2.24 1969. 2.26 

ピ ノレ 1968. 6.29 1969. 2.26 

パンジャブ 1968. 8.23 1969. 2.17 

ポンディシエリー 1968. 9.18 1969. 3.17 

ヒ ノレ 1969. 7. 4 

資

旧トラヴアンコーノレ・コーチン州に女守してとら

れた布告がケララナ1'1にも適用されたもの。
(1士i典) Dore， La Repllblique Indienne， p. 268 
tablall No. 13. 

水

(
7
)

レ
イ
は
適
用
さ
れ
る
事
態
と
し
て
次
の
四
つ
の
場
合
を
想
定
す

る
。
①
継
続
的
で
広
汎
な
騒
乱
に
よ
り
州
に
お
け
る
法
と
秩
序
が
完

全
に
崩
壊
す
る
時
、
②
州
内
閣
の
不
安
定
に
よ
り
責
任
統
治
の
運
用

が
不
可
能
と
な
る
時
、
③
州
政
府
が
重
大
な
憲
法
違
反
行
為
を
執
搬

に
犯
す
時
、
④
中
央
政
府
が
憲
法
規
定
に
従
っ
て
発
し
た
指
令
に
従

う
こ
と
を
州
政
府
、
か
杭
絶
す
る
時
。
〉

g
-
Fア
E
Rーの
2
2
D
I

E
g
g
-
河
己
主
守
口

E
F
L
F
一也
m
m
w
匂
・
一
O
M
・
森
・
落
合
・
イ
ン

ド
の
開
発
行
政
二
五
五
頁
注

ω引
用
。

(
8〉

F
Eミ
知
己

z
a
F
3
3
c
r・
-
ロ
富
三

3
4ぐ
o
E
2
a
J

ω
g
g
M
V
D
}広
広
田
町
口

HZι2・
2
・
]
・
・
司
ユ
ロ
向
。
円
。
ロ

C
巳
〈
・
同
μ
B
Z
-

一
回
目
∞
.
官
℃
-hSω
ー
ー
∞
.

(
9〉

T
E
]
河
・
回
目

ω♂

-UG--znω
一
司
阿
南
丘
町
一
℃
凶
同

F
C
P
H
=
m
z
z
t
G
E
E
-

N
m
z
g
g
L
ω
g
z
z
q
z
r
L
F
古

田

g
ミ

ω
〉

-rE件以『

a
-

〉丘町凶ロ

HUD--仲
片
山
一
司

5
2
m
p
∞cm同
D
P
〉
]
守
口

ωロハ回目
ω
g
p
一∞〕二、

七
・
一
∞
吋
・

〈
日
)
森
・
落
合
・
前
掲
書
二
五
八
頁
淀
川
脚
。

(
け

)
J
J
H
-
E
-
Y向。円ユ
ml』
Cロ
2
・
HVω
『一

E
2
8片岡口円口【】
2
.
3
Hニ
邑
乙
司

rEW

ロ
ロ
日
〈

-
C『
早
口
口
間
三

S
D
U
H
)
S
M
-
一
回
印
ア
百
℃
・
呂
田

1
1・

(
ロ
)
首
相
に
は

p
s
p
を
離
党
し
た
プ
ラ
カ
サ
ム

q
s
g
g
g
)
が
選

山
さ
れ
た
。
彼
が

P
S
P
の
中
央
の
指
示
に
反
対
し
て
就
任
し
た
た

め、

p
s
p
の
州
組
織
は
分
裂
し
た
。
円
『
・

ζ

コS
J
F
U凶
作
子
吋
}
凶
作

同以内

z
q
}
U
c
-
F
E
E
-
E
F丘
凶
口
、
同
，

z
u
m〈
己
0
司
自
百
件
。
『

ω
玄
三
巴
l

HVRqω
可

m
g
E・
2
・
h
・同

V2ロ
R
g
z
d己
〈
句
目
的
♂
一
回
印
寸
・
℃
・

ω
∞' 

(日
)

ζ

D

H
号
l
』

B
2・
8
・

n-f
宅
一
一

DIN・

(
川
門

)
T
T
N
C
は
会
議
派
か
ら
分
離
し
た
地
方
政
党
。
一
九
五
二
年
会

議
派
内
閣
↓
五
三
年
T
T
N
C
が
支
持
撤
回
↓
五
四
年
P
S
P
少
数

単
独
内
閣
↓
五
四
年
会
議
派
が
非
協
力
↓
五
五
年
第
二
次
会
議
派
内

閣
と
、
州
政
治
は
目
ま
ぐ
る
し
く
変
化
し
た
。

FF仏
J

問者・

-
O
∞
|
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インド連邦執行部の構造

(

日

)

同

J
-
2
4
0司
・

巳

円

J

唱

-
E印・

(
叫
山
ゾ
斎
藤
士
口
史
氏
は
、
ヶ
ラ
ラ
が
「
問
題
州
」
で
あ
る
由
縁
を
次
の
諸

点
に
求
め
て
い
る
。
①
農
業
州
ケ
ラ
ラ
で
は
換
金
作
物
を
生
産
し
て

お
り
、
主
食
た
る
米
は
他
州
か
ら
の
移
入
に
仰
が
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
食
料
事
情
が
悪
化
す
る
と
、
中
央
H
会
議
派
へ
の
反
発
が
生
ま

れ
る
。
①
古
く
か
ら
海
外
に
開
け
、
ま
た
キ
リ
ス
ト
教
徒
が
多
い
関

係
も
あ
っ
て
、
教
育
程
度
が
い
向
い
(
識
字
率
は
全
国
平
均
の
二
倍
の

六
O
%
)
。
し
か
し
高
等
教
育
を
受
け
た
青
年
の
多
く
が
就
業
で
き
な

ア
イ
キ
ヤ

い
た
め
に
、
政
治
活
動
に
向
う
。
③
統
一
ケ
ラ
ラ
運
動
の
成
功
に
よ

っ
て
一
一
一
地
方
が
合
同
し
て
一
州
と
な
っ
た
が
、
こ
の
合
同
が
同
時
に

宗
教
と
ヵ

l
ス
ト
の
複
合
任
会
を
生
み
だ
し
た
(
宗
教
の
内
-
訳
は
、

ヒ
ン
ド
ヮ

l
教
徒
六
一
%
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
二
一
%
、
回
教
徒
一
八

%
。
ヵ
!
ス
ト
制
度
は
非
常
に
厳
格
で
、
ナ
ン
ブ

1
ド
リ
、
ナ
イ
ル
、

エ
ザ
ヴ
ァ
、
ア
ン
タ
ッ
チ

tフ
ル
の
四
階
層
よ
り
成
る
〉
。
④
上
層

カ
l
ス
ト
に
抑
圧
さ
れ
て
会
た
下
層
の
エ
ザ
ヴ
7

・
カ
1
ス
ト
の
上

井
志
向
と
結
び
つ
い
て
、
共
産
党
が
伸
長
し
て
き
た
(
こ
の
点
に
関

セ
キ
ユ
ヲ
リ
ズ
ム

し
ケ
ラ
ラ
の
共
産
主
義
を
研
究
し
た
グ
プ
タ
も
ま
た
、
世
俗
化
と
サ

ン
ス
ク
リ
ッ
ト
化
の
中
で
、
共
産
党
と
下
層
カ

l
ス
ト
が
提
携
す
る

よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
』
同
定
し
て
い
る
。
三
回

E
r
g
-
ω
g
の
S
F

の
Cヨ
ヨ
ロ
ロ
2
2
5
Hロハ
-
2
2
同

UG--tnω
・
吋
ム
。
者
J

ヘ2
r
'
(
U
C
}ロヨ
r
E

C
口一〈
-HVEg-
一国吋
N
-

宅
・
ミ

ω
lム
)
。
斎
藤
吉
史
「
イ
ン
ド
の
政

治
を
考
え
る

i
ケ
ラ
ラ
と
西
ベ
ン
ガ
ル
」
朝
日
ア
シ
ア
レ
ビ
ュ
ー
、

一
九
七
四
年
、
冬
季
号
四
一
了
t

五
三
頁
を
参
照
。

ハ
げ
)
共
産
党
の
選
挙
で
の
勝
利
そ
れ
に
続
く
組
閣
は
、
「
世
界
共
産
主

議
運
動
の
歴
史
に
於
て
議
会
主
義
に
基
づ
い
た
最
初
の
、
選
挙
に
よ

る
権
力
の
獲
得
で
あ
っ
た
」
と
評
さ
れ
て
い
る
。
ハ
リ
l

・
ゲ
ル
マ

ン
「
イ
ン
ド
共
産
党
l
中
ソ
角
逐
の
戦
場
」

A
・
D
-
パ
!
不
ッ
ト

編
・
比
較
共
産
主
義
の
研
究
(
自
由
ア
ジ
ア
社
、
一
九
六
七
年
〉
一

四
四
頁
。

(
冷
〉
グ
プ
タ
に
よ
る
と
共
産
党
の
勝
因
は
、
①
ケ
ラ
ラ
社
会
の
慢
性
的

な
フ
ア
ク
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
共
産
党
よ
り
も
ブ
ル
ジ
ヨ
ワ
ジ
ー
を
悩

ま
せ
た
こ
と
、
@
共
産
党
組
織
の
優
越
性
と
、
マ
ル
ク
ス
・
レ

1
ニ

ン
主
義
の
理
想
に
対
す
る
幹
部
の
「
献
身
己
が
あ
っ
た
こ
と
、
③
民

衆
の
共
産
党
に
対
す
る
信
頼
と
党
自
身
、
が
洗
練
さ
れ
て
い
た
こ
と
に

求
め
ら
れ
る
。
。
毛

F
D℃・
1
7
3・
一
忍

l
一∞
0

・

ま
た
ケ
ラ
ラ
の
政
治
学
者
ナ
イ
l
ル
に
よ
れ
ば
勝
因
は
、
①
平
和

的
、
憲
法
的
な
手
段
に
よ
っ
て
社
会
主
義
を
達
成
す
る
こ
と
を
共
産

党

(
C
P
I
〉
が
確
信
し
始
め
た
こ
と
、
@
党
に
議
会
で
の
反
対
派

と
し
て
機
能
す
る
用
意
が
で
き
て
い
た
こ
と
、
③
会
議
派
が
社
会
主

義
型
社
会
の
目
擦
を
設
定
し
た
の
に
応
じ
て
共
産
党
と
会
議
派
聞
の

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
上
の
相
違
点
が
狭
ま
っ
た
こ
と
等
の
、
一
九
五
三

l

五
六
年
間
の
展
開
が
要
因
と
な
っ
て
、
会
議
派
体
制
に
愛
想
を
つ
か

し
て
い
た
コ
ミ
ュ
ナ
リ
ス
ト
・
資
本
家
守
合
む
多
く
の
非
政
治
的
で

非
共
反
主
義
者
の
州
民
が
、

c
p
I
に
按
票
し
た
か
ら
で
あ
る
。

河

E
=乙
白

2
7
=
E
M
Z
m
7
2
0君
。
O
B
E
C
E
m
g
n
E出
。
件
。
句
。
君
2

2
討
の

S
F
-
吋
ユ
〈
白
ロ
L
E
E
-
問。
B
一
回
〉
円
白
門
-
2
3、
え
司
0
2丹片山一
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ω口
-
g
n
P
E
g
-
同

y

ム
∞
』
口
O
丹
色
町
8
5
F
r正
J

H

》・一∞日・

(悶

a
)

ケ
ラ
ラ
教
育
法
案
の
内
容
は
次
の
通
り
。
①
州
政
府
の
補
助
金

を
受
け
て
い
る
学
校
の
教
員
給
与
党
、
経
営
者
か
ら
で
は
な
く
州
政

府
か
ら
直
接
支
払
う
。
②
公
・
私
立
学
校
悶
の
格
差
を
な
く
す
た
め

に
、
学
校
設
備
・
教
育
状
況
を
監
督
し
、
必
要
と
あ
れ
ば
補
償
を
支

払
っ
て
州
政
府
が
私
立
学
校
を
接
収
す
る
。
③
教
員
の
新
規
採
用

は
、
州
公
務
委
員
会
の
名
簿
登
録
者
か
ら
の
み
行
う
。

教
育
法
に
よ
り
多
く
の
共
産
主
義
者
・
不
可
触
民
・
エ
ザ
ヴ
ァ
出

身
者
が
教
育
名
簿
に
登
録
さ
れ
る
が
、
ケ
ラ
ラ
州
の
学
校
経
営
の
多

く
が
キ
リ
ス
ト
教
徒
や
ナ
イ
ル
(
上
層
力

l
ス
ト
)
協
会
に
よ
っ
て

行
わ
れ
て
い
た
た
め
、
そ
れ
は
彼
ら
に
と
っ
て
一
大
脅
威
で
あ
っ

ふ
~

五
九
年
一
月
に
ケ
ラ
ラ
私
立
学
校
経
営
者
会
議
が
、
五
月
に
自
由

解
放
会
議
(
〈
5
2
E
E
F
E
m
E
F弓
子
。
が
結
成
さ
れ
て
、
反

対
運
動
は
ピ

l
ク
を
迎
え
る
。
な
お
法
案
自
体
は
五
七
年
七
月
に
州

議
会
に
提
出
さ
れ
、
九
月
に
可
決
さ
れ
た
が
、
大
統
領
の
認
証
が
ト
ナ

え
ら
れ
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
最
高
裁
の
勧
告
的
意
見
〈
H
，
Z
欠

R
に
ω

何
告
S
E
Cロ
回

-fs可
・
〉
回

-
2
8∞
)ω
の
旧
日
目
〉
含
経
た
様
、

大
統
領
が
同
法
の
修
正
を
命
じ
た
。
五
九
年
二
月
に
州
議
会
で
修
正

の
上
可
決
さ
れ
、
大
統
領
の
認
証
も
得
ら
れ
た
が
、
実
施
直
前
(
同

年
六
月
)
に
州
政
府
が
崩
壊
し
た
た
め
、
結
局
施
行
さ
れ
る
こ
と
な

く
終
っ
た
。

(日
b
〉

料資

ケ
ラ
ラ
農
業
関
係
法
案
の
大
綱
は
、
①
農
民
の
小
作
権
を
保
護

し
、
②
公
正
な
小
作
料
を
法
定
し
、
③
一
定
の
条
件
で
小
作
人
に
土

地
買
取
り
権
を
認
め
た
も
の
だ
っ
た
。
こ
の
法
制
化
に
よ
り
小
作
人
、

農
業
労
働
者
の
共
産
党
支
持
が
強
固
に
な
る
こ
と
を
危
供
し
て
、
プ

ラ
ン
夕
、
地
主
勢
力
の
大
反
対
が
起
こ
っ
た
。
ハ
a
〉
・

(
b
〉
の
説
明

は
、
斎
藤
・
前
掲
論
文
四
八
頁
、
石
田
保
昭
・
イ
ン
ド
現
代
史
(
亜

紀
書
房
、
一
九
六
八
年
)
一
一
二
四
|
一
三
八
頁
、
森
利
一
「
イ

γ
ド

ケ
ラ
ラ
州
の
政
党
と
、
選
挙
分
析
り
」
ア
ジ
ア
経
済
、
一
九
六
八
年
、

九
巻
八
号
四
四
|
四
五
頁
を
参
照
。

(
お
)
賛
成
し
た
の
は
、
会
議
派
総
裁
及
び
議
会
局
。
石
田
・
同
書
一
四

六
頁
。

(
引
〉
イ

γ
ド
の
脈
絡
に
お
い
て
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
、
コ
ミ
ェ
ナ
リ
ズ
ム
、

コ
ミ
ュ
ナ
リ
ス
ト
あ
る
い
は
本
文
中
の
コ
ミ
ユ
ナ
ル
と
い
う
概
念
は

非
常
に
訳
し
づ
ら
い
言
葉
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
言
葉
の
持
つ
複
雑
な

意
味
内
容
に
関
し
て
は
、
社
会
学
者
の
ス
リ
ニ
ヴ
ア
ス
の
言
う
次
の

定
義
が
一
応
参
考
と
な
ろ
う
。
「
イ
ン
ド
に
お
け
る
コ
ミ
ュ
ナ
リ
ズ
ム

と
は
、
『
各
宗
教
信
者
の
集
団
を
社
会
的
・
政
治
的
・
経
済
的
単
位
と
し

て
強
調
し
、
叉
そ
の
集
団
聞
の
差
異

l
そ
れ
は
敵
意
で
さ
え
あ
る
ー

を
強
調
す
る
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
』
と
定
義
さ
れ
る
」

o
z
z
-
∞ユー

ロ
Z
F
ω
D口
E
n
r
E
向。
5
ζ
a
Rロ
宮
内
E
P
F
H
r
。-
a
h
v
F
D
m

〉
口
問
己

m
p
d
E〈
・
え
の
ωご
町

D
5
2
H
V
B
E
-
一
ugw
℃
・
二
∞
ロ
D
Z

一〔〕一-

¥
Jノ

(
包
)
森
利
一
「
イ
ン
ド
ケ
ラ
ラ
州
の
政
党
と
選
挙
分
析
は
」
ア
ジ
ア
経

済
、
一
九
六
八
年
、
九
巻
一
一
号
四

O
l四
一
頁
。
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インド連邦執行部の構造

(
お
〉
州
知
事
の
報
告
は
以
下
の
通
り
。
「
州
政
府
に
反
対
す
る
主
張
は

正
し
い
も
の
で
あ
る
し
、
ま
た
政
府
は
州
民
の
支
持
を
失
っ
て
い
る

と
、
私
は
確
信
す
る
:
:
:
州
民
は
疑
い
も
な
く
全
く
心
変
り
を
し
て

し
ま
っ
た
。
私
は
将
来
の
重
要
な
結
果
を
考
え
ず
に
こ
の
世
論
を
無

視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
従
っ
て
我
々
の
利
用
で
き
る
唯
一
の
解

決
は
、
憲
法
三
五
六
条
に
基
づ
く
権
限
の
行
使
で
あ
る
」
o
H
J
r
p

o匂
-nF-
苦
・
四
品
目
。
l
吋・

ハ
M
)

パ
ン
ト
の
議
会
発
言
は
次
の
通
り
。
「
ケ
ラ
ラ
で
は
熱
狂
的
興
奮

状
態
と
、
こ
こ
二
年
半
の
間
に
高
ま
っ
て
き
た
敵
意
、
遺
恨
に
よ
っ

て
、
社
会
全
体
が
共
産
主
義
者
並
び
に
そ
の
シ
ン
パ
と
非
共
産
主
義

者
の
二
つ
に
分
裂
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
州
の
各
地
で
そ
の
影
響
が

現
わ
れ
、
遂
に
は
憲
法
に
基
づ
く
統
治
が
非
常
に
困
難
な
状
態
と
な

っ
た
。
こ
の
状
況
で
は
中
央
政
府
は
、
ケ
ラ
ラ
州
に
提
案
し
た
そ
の

他
の
方
法
が
拒
否
さ
れ
れ
ば
、
大
統
領
布
告
を
発
令
す
る
し
か
な
い

と
考
え
る
」
o
p
w
p
-
司・出品吋・

(
勾
)
事
実
は
こ
う
で
あ
る
。
①
共
産
党
は
当
時
州
議
会
の
過
半
数
を
制

し
て
い
た
し
、
憲
法
的
見
地
か
ら
州
を
統
治
し
て
い
た
。
②
州
政
府

に
反
対
し
た
野
党
が
非
憲
法
的
な
方
法
に
訴
え
、
焼
き
打
ち
・
略
奪

・
破
壊
等
の
煽
動
的
行
動
を
取
っ
た
。
@
州
政
府
は
強
圧
的
に
鎮
圧

を
強
行
す
る
こ
と
が
で
き
た
が
、
あ
え
て
そ
れ
を
避
け
た
。
④
と
こ

ろ
が
連
邦
政
府
は
暴
力
的
院
外
行
動
を
奇
貨
と
し
て
統
治
の
疋
当
性

を
否
定
し
、
州
に
介
入
し
た
の
で
あ
る
ハ
傍
点
筆
者
)
。
ぇ
・
同

μgw

O
司
・
門
戸
・
唱
旬
・
出

i
吋∞・

(
お
)
の

ω
E
S
E
E
P『
尻
町
回
邑
は
オ
リ
ッ
サ
の
み
に
地
盤
を
持
つ
地
方

政
党
。
地
主
と
マ
ハ
ラ
ジ
ヤ
〈
大
領
主
〉
と
が
結
集
し
て
作
っ
た
保

守
政
党
で
も
あ
る
。
こ
の
政
党
に
つ
い
て
は
、
ぇ
・
宅
巳
ロ
2
・
ω己
資
釦

E
C
Z
一
同
二
品

ω
ムロ
D
Z
N
0
・
ι
F
可
知
-
B
O
H
e
、H
，Y
ぬ

H
P岳
山
口
汚

D
-
E
E
-

ω湿
な
5
・
3
・
M

一ω
l品・

(
幻
)
匂
ヱ

2
・
0
司
・
口
広
よ
司

-
E
U・

(お
)

M

L
が
閣
内
か
ら
排
除
さ
れ
た
の
は
、
特
定
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
自

セ
キ
ユ
ラ
リ
ズ
ム

身
の
政
党
を
結
成
す
る
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
政
教
分
離
主
義
の
観

点
を
、
会
議
派
が
維
持
し
た
た
め
で
あ
ア
た
。

M
L
と
会
議
派
聞
の

関
係
は
漸
次
悪
化
し
て
い
っ
た
が
、
そ
れ
を
決
定
的
に
し
た
の
は

「
第
三
次
総
選
挙
で
他
政
党
と
の
選
挙
協
定
は
し
な
い
」
と
の
レ
ヅ

デ
ィ
会
議
派
総
裁
の
韮
マ
目
だ
っ
た
。
、
H
4
5
0
ι
D
H
O
H
ν

・
当
ユ

m
E・
V
・-

、H，
r
o
y向巳
ω-M
ヨ
戸
内
向
四

E
U
F
ロ
ω
D己
仲
}
w

〉
ω
目白

mF
口口角
W

H

ロ《凶作司
m
ロ門目。口口命

日
〉

ω宮
《
守
宮
云

2
0門戸々
の
5
ロ司

P)E-s一
g
g件。
岡
田

2
・
一
口
〉
B-

pu--ω
口
r
m
o〈
J

〈

o
-
F
X
Z
0・
ω
〈
ω
A
Y
呂
田
町

)
H
Y
印∞∞・

〔
勾
〉
こ
れ
は
ア
メ
リ
カ
の
一
党
(
支
配
)
州
の
フ
ア
ク
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム

を
研
究
し
た
キ
l

(
〈・

0
・
関

q)
の
述
べ
た
言
葉
で
あ
る
が
、
カ

ラ
ス
は
こ
の
言
葉
を
し
ば
し
ば
一
支
配
政
党
制
の
イ
ン
ド
に
も
適
用

で
き
る
と
い
う
。

Y
向
日
同
可
。
・
の
R
S
F
吋
}
M
O
O
U『

E
5
5
0『
同
ロ
島
田
口

司

D
E件
目

n
m
-
町内

wa-oロ♂
(
U
自
己
『
ユ

ι四
四

C
D
Z
-
可
円
。
田
-
一
回
〕

1N一w
司
・
プ

こ
の
頃
州
会
議
派
内
で
は
、
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
出
身
の
内
相
、
エ
ザ
ヴ

ァ
出
身
の
副
首
相
、

p
s
p協
調
路
線
の
州
会
議
派
議
長
聞
の
対
立

が
見
ら
れ
た
(
森
・
注
包
論
文
四
三
頁
を
参
照
)
。
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料

(
釦
〉
巧
是
正
・

0
司

-nF
℃
・
印
窓
口

c
g
s・

(
幻
〉
一
九
六
四
年
六
月
に

P
S
P
と
S
P
(
社
会
党
〉
と
が
合
併
し
て

成
立
し
た
政
党
。
し
か
し
そ
の
内
部
で
の
両
派
閥
の
協
力
関
係
は
短

く
、
六
五
年
一
月
に
は
旧
P
S
P
系
党
員
が
脱
党
す
る
。
ぇ
・

ω
E
r向

。rEP
ω
o
n
-乙
古
B
・
0
0
5
0
n円
ω円
可

ωロ
L
Z弘
Z
g
}
U
S
E
F
L
F
P

ヲ
品
Nω
・
な
お
、

s
s
pの
結
成
過
程
は
、
回

g
y
g
z
z・
ω円
5
1

2戸
問
。

-F
、
H，r内
∞
町
件

r
o
h
H
P
L宮、
ωωω
ヨヲド
r
g
ω
o
n
u
z
m門
司

ωユ
ア

2
3
n
-
b
n
〉
『

P
E
P
S一
対
以
内
醤

Z
o
m
ω
1
A
・(一回目印
)

w

宅
・
宮
山
L
I
N
g
が
詳
細
を
伝
え
て
い
る
。

(
位
)
大
形
孝
平
「
ケ
ラ
ラ
選
挙
と
イ
ン
ド
共
産
党
」
世
界
、
一
九
六
五

年
六
月
号
、
二
六
三
l
二
六
回
頁
。

(
お
)
イ
ン
ド
共
産
党

(
C
P
I
〉
は
、
六
二
年
一
二
月
中
国
侵
略
非
難

決
議
を
全
国
委
員
会
で
採
択
し
た
が
、
こ
れ
を
契
機
と
し
て
左
右
前

一
恨
の
対
立
が
表
面
化
し
た
。
六
四
年
四
月
一
一
日
の
全
国
委
員
会
で

は
左
派
の
三
二
名
が
退
場
し
、
七
月
七
日
に
は
テ
ナ
リ
で
左
派
が
独

自
の
会
議
を
聞
い
て
、
こ
こ
に

C
P
I
と
C
P
I
側
H
左
派
共
産
党

の
二
つ
の
共
産
党
が
生
ま
れ
た
。
』
o
rロ
回
・
巧
CC仏・

0
g
m
H
S
Z
0
2

0ロ
巴
5
Hロ
L
E
D門
U
C
5
5
C
2
2同
可

R
q
ω
z
x
-
吉
岡
νω
町
民

F口
〉
『
目
白

F
R
P

〈

O--MMhu
つ由
2
0
・
一
〈
一
回
目
印
)
・
ヨ
γ

ム〕
?
l白
ω

(
川
凶
〉
森
利
一
「
イ
ン
ド
ケ
ラ
ラ
州
の
政
党
と
選
挙
分
析
叫
」
ア
ジ
ア
経

済
、
一
九
六
九
年
、
一

O
巻
一
号
四
三
頁
参
照
。

(
お
〉
大
形
・
前
掲
論
文
二
六
八
頁
参
照
。

(
叩
山
V

注
〈
お
〉
に
同
じ
。

資

(
竹
山
)
州
議
会
の
構
成
は
、
一
八
四
議
席
中
、
会
議
派
八
九
、
ス
ワ
タ
ン

ト
ラ
党
四
九
、
ジ
ャ

γ
・
サ
ン
党
一
一
一
一
、

s
s
p八、

c
p
I
一、

無
所
属
一
五
で
あ
っ
た
。

C
2
2
2
H
h・
ω
r
z仏
m
p
H
広島丹
E
P
Z

ω同
町
戸
件
。
司

o-=-nm
山口同ロ
LFmy
司・

ω∞4
.

(
犯
)
知
事
が
ス
カ
デ
ィ
ア
に
要
請
し
た
の
は
、
①
野
党
連
合
が
自
派
の

支
持
者
と
見
な
し
て
い
た
無
所
属
議
員
は
勘
定
に
入
れ
る
べ
き
で
は

な
い
し
、
@
州
議
会
の
政
党
所
属
議
員
の
過
半
数
は
A
五
議
派
党
員
で

あ
る
と
、
考
え
た
た
め
で
あ
っ
た
。

(拘〉

ω可
邑
q
・
8
・
2
丹
-
w

匂・

ω∞
∞
・
な
お
本
文
中
の
ラ
ジ
ャ
ス
タ
ン

の
経
過
は

F
E
・

3
・
ω
g
i∞
に
よ
っ
た
。

(
刊
)
脱
党
議
員
は
チ

γ
ド
・
ラ
l
ム
等
女
中
心
に
し
て
大
衆
会
議
派

(』目印

(
u
g
q
g
ω
)
そ
結
成
し
た
。
森
・
第
三
章
注
〈
お
〉
論
文
六
八

頁
参
照
。

(
引
〉
ド
レ
に
よ
れ
ば
シ
ン
内
閣
の
成
立
以
来
、
脱
党
は
四

O
回
を
数
え

た
(
0
2
b
c
司
・

n
F
?
?
N吋
0

・
木
文
の
叙
述
も

F
E
U。
六
七
年

に
始
ま
っ
た
こ
の
様
な
脱
党
者
多
発
現
象

H

党

籍

変

更

の

政

治

守
D
E
5
0同
《
笠
宮
門
芯
ロ
ω〉
は
そ
わ
以
降
も
衰
え
る
こ
と
な
く
七
一

♂
年
の
前
半
だ
け
で
五
州
の
州
政
府
を
崩
壊
せ
し
め
た
。

な
お
連
邦
政
府
内
務
省
内
の
「
脱
党
に
関
す
る
委
員

AAEの
報
告
書

は
こ
の
現
象
に
つ
き
次
の
よ
う
な
デ
ー
タ
を
提
供
し
て
い
る
。
「
一
九

六
七
年
三
月
|
六
八
年
二
月
の
イ
ン
ド
政
界
の
特
徴
は
、
州
議
会
議

員
が
党
へ
の
忠
誠
を
頻
繁
に
変
更
す
る
事
例
の
多
い
こ
と
で
あ
る
。

そ
れ
は
第
-
次

l
第
四
次
総
選
挙
の
期
間
を
通
じ
て
約
五
四
二
回
だ
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インド連邦執行部の構造

っ
た
の
に
、
こ
の
一
年
で
少
く
と
も
四
三
八
回
に
達
し
て
い
る
:
・
:
・

議
員
に
脱
党
を
決
心
さ
せ
る
上
で
、
ポ
ス
ト
へ
の
魅
力
が
決
定
的
な

役
割
を
果
し
て
い
る
:
:
:
同
-
の
議
員
や
議
員
の
グ
ル
ー
プ
が
何
回

も
党
籍
を
変
え
る
が
、
脱
党
者
が
そ
の
理
由
を
説
明
し
た
り
、
ま
た

そ
の
政
治
的
妥
当
性
に
関
心
を
一
不
す
こ
と
が
な
く
、
或
い
は
脱
党
の

背
後
に
は
腐
敗
や
賄
絡
が
あ
る
と
国
民
や
新
聞
が
確
信
し
て
い
る
こ

と
等
の
特
徴
は
、
不
安
を
誘
う
」
。

ω忌
E
g
ω
R
Eア
、
『
「
ゅ
の

2片
岡

σ

ωロ
ハ
]
仲
『
巾

ω
Z
件。.。乙
2
2
p
〉

gι2H】
片
岡

U
C
2
2
7
2
F
一
回
吋

M
-

同》℃

-
S
A
I
m
-

(
位
)
H
N
E
-
C古・

2
7
司

∞

0
・

(
必
)
一
九
四
七
年
以
来
州
政
治
に
登
場
し
た
政
党
は
五

O
を
越
す
。
但

し
実
際
に
州
議
会
の
議
席
を
獲
得
し
た
政
党
は
二

O
に
過
ぎ
な
い
。

フ
ラ
ン
ダ
は
そ
れ
ら
を
次
の
五
つ
に
分
類
す
る
。
①
会
議
派
系
l

〈
国
民
)
会
議
派
、

p
s
p、
s
s
p、
パ
ン
グ
ラ
会
議
派
(
六
六

年
に
ア
ジ
ョ
イ
・
ム
ケ
ル
ジ
l

〈
〉
』
ミ
云
C
5
3
2〉
一
派
が
会
議

派
よ
り
離
脱
し
て
結
成
)
。
更
に
六
八
年
に
パ
ン
グ
ラ
会
議
派
と
会

議
派
か
ら
の
離
脱
分
子
が
結
成
し
た
I
N
D
F
(
H
E
-
E
Z主
芯
E
]

o
o
E
D
q
m
t
口
p
o三
・
イ
ン
ド
民
族
民
主
戦
線
)
。
後
の
四
党
は
い

ず
れ
も
会
議
派
と
政
策
協
定
を
結
び
、
民
主
社
会
主
義
的
立
場
に
立

つ
。
①
共
産
党
系
l
c
p
I
と
C
P
I
ω
。
c
p
I
は
ベ
ン
ガ
ル
で

一
九
二

0
年
代
初
期
に
創
設
さ
れ
六
四
年
ま
で
議
会
第
二
党
で
あ
っ

た
。
六
九
年
に
は
C
P
I
ω
が
第
一
党
と
な
る
。
③
極
左
系
l
二

O

世
紀
初
頭
か
ら
群
小
極
左
政
党
が
存
在
し
て
い
た
。
F
B
Q
C
Z
R
L

巴
C

口
・
前
衛
守
フ
ロ
ッ
ク
、
一
九
四

O
年
に
左
派
統
一
を
め
ざ
し
て
結

成〉、
F
B
か
ら
分
派
し
た
F
B
(
月
三
宮
ふ
と
F
B
(
ζ
日
比
ω
。
。
他

に
R
e
p
-
(
イ
ン
ト
革
命
共
産
党
、
三
四
年
結
成
V
R
S
P
(革

命
社
会
党
、
三
八
年
結
成
)
、

R
S
P
か
ら
分
派
し
た
S
U
C
(社
会

主
義
統
一
セ
ン
タ
ー
)
、

W
F
I
(
イ
ン
ド
労
働
党
〉
。
こ
れ
ら
極
左

政
党
は
六
七
年
の
選
挙
で
、
議
席
の
七
分
の
一
、
得
票
の
一
割
を
得

た
。
④
右
翼
政
党
|
シ
ャ
ン
・
サ
ン
、
ヒ
ン
ト
ヮ

l

・
マ
ハ
サ
パ
、

ス
ワ
タ
ン
ト
ラ
の
三
党
。
勢
力
は
な
い
。
⑤
地
方
政
党
と
コ
ミ
ュ
ナ

ル
政
党

l
ガ
ン
デ
ィ
主
義
に
立
つ

L
s
s
p
c
r
r
s
r
ω
E
m
-
-

人
民
奉
仕
会
)
、
グ
ル
カ
連
盟
、

P
M
L
(司
g
q
2巴
王
宮
Em--
ヨ

Hhg閃
5
・
進
歩
ム
ス
リ
ム
連
盟
)
の
三
つ
が
あ
る
が
州
全
域
に
わ
た

る
影
響
力
は
な
い
。

m，
E
ロ
ι
P
H
M
c
-
-
立口

ω一0
2
0
一c
E回目ロ丹

ω
E

HVDEs-Fgこ
ロ
回
自
白
血
ア
宅
・
一
三
『
|
∞
.

(
科
)
会
議
派
は
過
半
数
に
達
し
な
か
っ
た
が
、
最
大
の
議
席
を
獲
得
し

て
い
た
。
州
会
議
派
は
当
初
連
立
内
閣
を
作
ろ
う
と
望
ん
だ
が
党
中

央
の
難
色
に
会
っ
て
挫
折
し
た
。
こ
れ
と
対
照
的
に
反
会
議
派
野
党

は
迅
速
な
一
致
を
見
せ
た
。

E
p
w
同

y
-
m
印・

(
的
〉
森
・
落
合
前
掲
書
二
五
九
|
二
六

O
一
頁
参
照
。
た
だ
政
府
の
内
部

対
立
は
根
本
的
に
は
、
ナ
ク
サ
ラ
イ
ト
問
題
に
対
す
る
対
応
の
違
い

に
そ
の
端
を
発
し
て
い
る
。
当
時
C
P
I
ω
か
ら
分
離
し
た
極
左
集

団
ナ
ク
サ
ラ
イ
ト
の
農
村
武
装
闘
争

1
地
主
か
ら
実
力
で
土
地
を
奪

取
し
、
州
の
各
地
に
人
民
権
力
を
建
て
る
闘
争

l
に
対
し
て
、
パ
ン

グ
ラ
会
議
派
は
武
力
鎮
圧
を
強
く
主
張
し
た
が
、
左
右
共
産
党
は
宥
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料

和
策
を
採
っ
た
。
特
に
政
府
の
中
核
に
い
た

C
P
I
M川
は
、
こ
の
極

左
攻
勢
で
苦
境
に
陥
っ
て
い
た
。
ナ
ク
サ
ラ
イ
ト
に
つ
き
、
坂
本
徳

松
・
現
代
イ
ン
ド
の
政
治
と
社
会
(
法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
六
九

年
〉
二
九
四

l
三

O
四
頁
、
石
間
保
昭
・
不
服
従
の
思
想

l
ガ
ン
デ

ィ
を
ど
う
の
り
こ
え
る
か
(
講
談
社
、
一
九
六
五
年
〉
二
一
八
|
二

三
四
頁
。

〈日刊
d

既
に
統
一
戦
線
の
一
七
名
の
議
員
が
政
府
支
持
の
撤
回
を
通
告
し

て
い
た
。
ヴ
ィ
ラ
知
事
は
そ
こ
で
統
一
戦
線
が
議
席
の
過
半
数
を
占

め
て
い
る
か
ど
う
か
を
確
認
し
よ
う
と
、
州
首
相
に
州
議
会
召
集
の

是
非
を
尋
ね
た
。
首
相
は
こ
れ
に
対
し
召
集
に
賛
成
し
な
か
っ
た
。

す
る
と
知
事
は
こ
の
不
同
意
は
州
政
府
が
過
半
数
の
支
持
を
失
っ
て

い
る
証
左
で
あ
る
と
し
て
、
政
府
を
免
職
し
た

3

2

0
毛

F
告
-

n-7
℃・

8
印
〉
。
こ
の
知
事
の
行
動
は
国
会
で
批
判
さ
れ
、
策
法
一

六
四
条
一
項
(
州
大
臣
は
知
事
の
意
に
反
し
な
い
限
り
そ
の
職
を
保

持
す
る
〉
の
「
知
事
の
意
に
反
し
な
い
限
り
」
と
い
う
文
言
は
、
知

事
が
盗
品
背
山
的
に
州
内
閣
を
免
職
で
き
る
こ
と
ま
で
怠
味
し
て
い
る
も

の
で
は
な
い
と
、
指
摘
さ
れ
た
(
伊
長

F
8・
nFT
宅
・
一
土
1
1

3
0
こ
の
後
統
一
戦
線
の
リ
ー
ダ
ー
は
、
知
事
の
行
動
が
憲
法
に
も

反
す
る
と
し
て
リ
コ
ー
ル
運
動
を
展
開
し
て
い
っ
た
〈

E
L
J
司・

二回)。

ハ
円
引

)
0
2
A
Y
O同
Y
口
広
J

唱
-

M
吋
0
・

〈
川
刊
〉
甲
信
♂
回
口
問

M
g
g
g
u・
白
骨
一
白
山
・

(
刊
)
一
九
五
五
年
、
長
期
間
U
・
p
の
党
長
老
の
地
位
に
あ
っ
た
パ
ン

資

ト

(
F
E
F丹
司
自
門
)
が
中
央
政
界
に
転
出
し
た
た
め
、
州
会
議
派

内
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
に
最
初
の
変
化
が
起
こ
る
。
パ
ン
ト
に
代
っ

た
サ
ム
プ
ル
ナ
ナ
ン
ド
州
首
相
は
党
組
織
を
掌
握
す
る
こ
と
が
で
き

ず
、
州
会
議
派
は
組
織
部
の
指
導
者
グ
プ
タ
〈
の
・
∞
-
。
毛
宮
〉
派

と
首
相
派
に
分
裂
す
る
(
伊
己

m
-
P
E
P
C
H
E門
司
S
F
m
y
-
-ロ

ω
g
g
F
E
E
Z
E
ι
5・
3
・
平
|
吋
印
)
。
六

O
年
に
な
る
と
サ

ム
プ
ル
ナ
ナ
ン
ド
を
打
破
し
て
、
グ
プ
タ
が
首
相
の
ポ
ス
ト
を
獲
得

す
る
。
し
か
し
彼
も
六
三
年
に
は
党
中
央
の
指
示
で
強
制
的
に
辞
職

を
さ
せ
ら
れ
る
。
そ
れ
は
一
九
六
三
年
の
「
カ
マ
ラ
l
ジ
・
プ
ラ
ン
」

(
全
て
の
中
央
政
府
閣
僚
・
州
首
相
を
辞
職
さ
せ
、
そ
れ
に
よ
っ
て

会
議
派
の
組
織
統
一
を
回
復
し
て
、
激
化
の
一
途
を
た
ど
っ
て
い
た

派
閥
抗
争
に
終
止
符
を
打
つ
こ
と
を
目
指
し
た
も
の
)
が
適
用
さ
れ

た
た
め
で
あ
っ
た

Q
Z
p
w
司・

-ou
ロ
o
Z
5
3
0
U
・
p
で
は
グ

プ
タ
首
相
の
辞
職
に
も
か
か
わ
ら
ず
派
閥
抗
争
が
続
き
、
次
の
ク
リ

パ
ラ
ニ

(
ζ
2・
ω
R
Z
S
F芯
ω-EC
首
相
も
党
組
織
部
の
支
持

を
得
ら
れ
な
か
っ
た
。

(
日
)
州
議
会
議
席
四
一
一
一
一
一
の
う
ち
、
会
議
派
一
九
八
〈
議
席
占
拠
率
一
一
一

二
%
)
、
ジ
ャ

γ
・
サ

γ
九
七
合
二
・
五
%
〉
、

s
s
p四
三
(
一

0
・
二
%
)
で
あ
っ
た
。
回

E
9
5仲
良
司
S
F田
Y
司
・
二
∞
・

(
引

)
M
Z
P
-
匂
・
二
吋
・

(
臼
)
回
日
夕
百
円
》
門
戸
ロ
D
Z
P
巳

NBI--

(
臼
)
阿
川
ω
0
・
0
同】・門戸丹
J

司・∞
M
-

(
日
〉
党
内
で
公
認
候
補
者
を
調
整
す
る
こ
と
が
難
し
く
、
他
方
公
認
に
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インド連邦執行部の構造

漏
れ
た
党
員
は
脱
党
し
て
選
挙
戦
で
会
議
派
候
補
者
と
争
っ
た
。
こ

の
よ
う
な
事
態
に
至
る
ま
で
の
ビ
ハ
l
ル
州
会
議
派
内
部
の
派
閥
化

の
過
程
も
、

U
-
P
の
そ
れ
と
同
様
の
パ
タ
ー
ン
を
示
し
て
い
る
。

切口
E
p
m
E
官
吋
回
口
O
T
山田・

ω伸一∞吋・

(
山
市
山
)
第
一
次
連
立
政
府
は
、
会
議
派
以
外
の
五
党
で
構
成
さ
れ
た
〈
首

相
は
シ
ン
ハ
三
回

E
g
a
ω
H
U
S仏

ω
E
E
)。
こ
れ
は
不
信
任
案
で

つ
ぶ
さ
れ
、
ソ
シ
ッ
ト
・
ダ
ル
党
の
マ
ン
ダ
ル
〈
冨

g門
E
)
政
府
が

で
き
た
。
し
か
し
こ
れ
も
不
信
任
を
受
け
た
た
め
、
シ
ャ
ス
ト
リ

(
回

Z
F
3
2
8
ω
Z込
ユ
)
首
相
以
下
三
名
の
み
で
構
成
さ
れ
た

変
則
内
閣
が
成
立
し
た
。
森
・
落
合
・
前
掲
書
一
一
六
一
一
良
。

(日
)

0

0
『
凡

Y

C
甘

-
n
-
?
・
℃
-

N
ご
・

G
U
一
九
七
一
年
に
は
U
-
P
、
西
ベ
ン
ガ
ル
州
に
、
一
九
七
一
年
に

は
マ
イ
ソ
l
ル
、
グ
ジ
ヤ
ラ
l
ト
、
パ
ン
ジ
ャ
ブ
、
西
ベ
ン
ガ
ル
の

各
州
に
適
用
さ
れ
て
い
る
。
伊
予
防
3

0
司
・
丘
了
間
V

・
M
M
吋・

(
珂
)
一
五
五
条
「
知
事
は
、
大
統
領
が
そ
の
署
名
族
印
し
た
辞
令
を
も

っ
て
任
命
す
る
」
。

白
川
)
こ
の
点
を
明
確
に
述
べ
た
文
献
は
見
出
せ
な
か
っ
た
が
、
適
用
決

定
の
場
合
に
会
議
派
中
央
執
行
機
関
が
重
要
な
役
割
を
果
し
て
い
る

こ
と
は
、
断
定
し
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。

〈
印
)
制
憲
議
会
で
は
非
常
事
態
規
定
の
全
般
に
わ
た
っ
て
で
は
あ
る

が
、
①
連
邦
制
の
破
媛
、
②
特
に
連
邦
執
行
部
の
掌
中
へ
の
権
力
集

中
、
③
大
統
領
の
独
裁
化
、
④
財
政
上
の
州
自
治
の
破
壊
、
⑤
基
本

的
人
権
の
停
止
公
二
五
八
、
三
五
九
条
〉
に
よ
る
憲
法
の
民
主
的
基

盤
の
破
壊
な
ど
の
点
が
、
憂
慮
さ
れ
て
い
た
。
口
『
-
M
V

三内
0

・
F
L
Zょ

の
B
E
E
t
D
P
間以・

ω口
印
・
三
五
六
条
の
適
用
は
、
こ
れ
ら
の
う
ち

少
な
く
と
も
①
②
は
該
当
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
た
。

(
引
〉
こ
の
よ
う
な
動
向
を
抑
制
す
る
た
め
に
は
、
次
の
よ
う
な
慣
行
の

厳
守
が
必
要
で
あ
る
と
の
興
味
深
い
政
策
的
提
言
が
あ
る
。
①
大
統

領
は
諮
問
機
関
の
助
言
に
基
づ
い
て
、
自
ら
の
判
断
で
知
事
を
任
命

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
②
知
事
は
憲
法
上
の
首
長
で
あ
る
か
ら
、

憲
法
的
見
地
か
ら
行
動
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
彼
は
中
央
政
府
の

代
理
人
で
は
な
い
。
③
も
し
必
要
が
あ
る
な
ら
ば
適
当
な
憲
法
改
正

を
し
て
、
知
事
に
対
し
制
度
的
制
約
を
加
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

④
知
事
は
特
に
自
由
裁
量
と
し
て
委
任
さ
れ
る
事
項
を
除
い
て
は
、

州
内
閣
の
助
言
に
基
づ
い
て
権
能
を
行
使
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

⑤
若
干
の
例
外
を
除
い
て
、
知
事
は
州
内
閣
の
助
言
を
受
け
入
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

HUG-O司・

2
7
3‘∞
N
I
B
-

結

三五
日口

以
上
の
検
討
に
よ
っ
て
、
イ
ン
ド
連
邦
執
行
部
の
制
度
的
特
徴
及
び
実
態

は
次
の
諸
点
に
求
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

ロ
ク
・
サ
パ

①
イ
ン
ド
に
於
て
は
、
連
邦
下
院
の
多
数
党
の
リ
ー
ダ
ー
が
首
相
に
任
命

北法27(2・149)319

さ
れ
る
。
独
立
以
降
二

O
数
年
間
で
首
相
は
一
一
一
人
を
数
え
て
い
る
が
、
何
れ

も
国
民
会
議
派
(
、
H，r
o
Hロ公
g
z
m
t
o
g
-
(
U
Oロ
賞
作
自
〉
の
党
員
で
あ
る
。

大
臣
会
議
の
構
成
員
で
あ
る
大
臣
は
実
際
に
は
首
相
の
自
由
裁
量
に
よ
っ
て



料

任
命
さ
れ
る
が
、
ネ
ル

i
時
代
初
期
に
は
大
臣
の
自
発
的
辞
職
も
頻
発
し
た

(
第
一
章
第
一
節
)
。

資

②
大
臣
会
議
の
中
に
は
三
層
か
ら
成
る
厳
格
な
階
層
制
が
存
在
す
る
。
そ

の
う
ち
閣
内
大
臣
の
み
が
、
慣
行
の
発
達
に
よ
っ
て
大
臣
会
議
の
中
に
作
ら

れ
た
内
閣
を
構
成
す
る
。
ま
た
大
臣
は
一
定
の
猶
予
期
間
の
後
に
、
必
ず
国

会
議
員
に
選
出
さ
れ
な
け
れ
ば
そ
の
職
を
失
う
(
第
二
節
〉
。

③
閣
議
を
主
宰
す
る
の
は
首
相
で
あ
る
。
ま
た
内
閣
の
内
部
に
は
内
閣
委

員
会
(
常
設
と
特
別
)
が
組
織
さ
れ
て
お
り
、
各
大
臣
は
何
れ
か
の
内
閣
委

員
会
に
所
属
す
る
。
あ
る
種
の
委
員
会
は
一
種
の
閣
内
内
閣
の
観
を
呈
し
た

(
第
三
節
〉
。

④
予
算
案
に
関
し
て
は
、

一
部
の
大
臣
の
み
が
事
前
提
示
を
受
け
て
い

る
。
大
臣
は
通
常
国
会
で
の
審
議
に
参
加
す
る
が
、
町
市
決
権
は
な
い
。
政
山
川

の
膨
大
な
権
限
を
最
終
的
に
行
使
す
る
の
は
首
相
で
あ
る
が
、
そ
の
範
閤
は

首
相
の
指
導
力
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
る
。
シ
ャ
ス
ト
リ
時
代
を
例
外
と
し

て
、
ネ
ル
l
、
カ
ン
デ
ィ
の
指
導
力
は
強
固
な
も
の
で
あ
る
(
第
二
章
第
一

節)。⑨
連
邦
の
執
行
権
は
法
文
上
大
統
領
に
属
し
て
い
る
が
、
そ
の
権
能
の
行

使
に
当
つ
て
は
大
臣
会
議
の
「
補
佐
と
助
言
」
を
受
け
る
。
政
府
の
全
て
の

執
行
行
為

?
=
2
2
c
z
g
R巴
D
口
弘
子
。

0
2
3
2
2
6
は
大
統
領
の

22 
E 於
a:て
"..行
凶わ
戸れ

~る
えが
伶唱

え芸

，~ ~~ 
g l主
同 同二1
t1> 戸当

務
E戸大
E 巨

F毒
事証
E が
〈五
C ば
ロ r
g ¥，、
ぇミ

日ロ円四芯〉。

但
し
大
統
領
は
、
連
邦
行
政
と
法
案
に
関
す
る
大
臣
会
議
の
決
定

や
そ
れ
ら
に
関
す
る
資
料
の
提
供
を
、
首
相
か
ら
受
け
る
。
ま
た
大
統
領
の

立
法
的
権
限
で
あ
る
国
会
閉
会
中
の
O
三
5
8
R
公
布
権
は
、
国
会
立
法
権

を
侵
帯
帯
し
て
お
り
、
問
題
が
多
い
(
第
二
節
)
。

⑥
大
統
領
の
地
位
は
イ
ギ
リ
ス
国
王
ほ
ど
名
目
的
な
も
の
で
は
な
く
、
あ

る
程
度
の
影
響
力
を
行
使
し
う
る
。
し
か
し
成
長
し
た
慣
行
に
よ
れ
ば
彼
が

自
律
的
に
政
治
問
題
に
介
入
寸
る
こ
と
は
で
き
な
い
(
第
三
章
第
一
節
)
。

⑦
大
統
領
選
挙
の
方
法
は
健
雑
な
間
接
選
挙
制
で
あ
る
。
そ
の
実
態
は
一

九
六
七
年
を
契
機
に
し
て
、
次
の
一
九
六
九
年
に
は
会
議
派
内
の
左
右
前
派

の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
闘
争
が
反
映
さ
れ
て
、
激
烈
な
も
の
と
な
っ
た
(
第

仲
間
山
)
。③

大
統
領
統
治
は

一
九
六
九
年
迄
の
事
例
で
は
大
旨
非
会
議
派
州
政
府

を
打
倒
し
、
会
議
派
が
州
政
権
を
奪
回
す
る
た
め
に
濫
用
さ
れ
て
き
た
。
そ

の
決
定
は
中
央
政
府
の
首
相
、
会
議
派
執
行
機
関
、
大
統
領
、
州
知
事
な
ど

が
一
体
と
な
っ
て
行
っ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
三
五
六
条
の
積
極
的
行
使
に

よ
っ
て
州
自
治
の
破
壊
が
進
行
し
て
い
る
(
第
四
章
)
。

」
れ
を
総
括
し
て
み
れ
ば
、
イ
ン
ト
連
邦
執
行
部
は
一
九
六
九
年
、
迄
の
時
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点
で
は
首
相
百
円
回
目
。

ζ
E
2
2
)
の
強
力
な
指
導
力
の
下
に
運
営
さ
れ
て

き
た
三
と
が
理
解
さ
れ
る
。
制
憲
議
会
で
連
邦
制
函
家
を
統
合
す
る
た
め
に

設
置
さ
れ
た
大
統
領

(
m
E
E
3
3
F
C
は
、
首
相
の
統
率
す
る
大
臣
会
議

の
補
佐
と
助
言
に
従
っ
て
、
そ
の
権
能
を
行
使
し
て
き
た
。
結
局
イ
ン
ド
は

通
邦
下
院
の
多
数
党
の
リ
ー
ダ
ー
が
首
相
に
選
出
さ
れ
、
そ
の
首
相
が
国
会

の
信
任
を
得
て
政
府
権
限
を
最
終
的
に
行
使
す
る
と
い
う
、
典
型
的
な
議
院

内
閣
制
を
形
成
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
そ
の
後
の
イ
ン
ド
政
治
の
展
開
の
中

で
も
こ
の
事
情
は
変
化
し
て
な
い
と
思
わ
れ
る
。
一
一
一
五
六
条
の
行
使
に
加
え

て
、
国
家
非
常
事
態
権
を
発
動
し
た
ガ
ン
デ
ィ
首
相
の
指
導
力
は
、
ま
す
ま

す
強
固
に
ま
た
不
動
の
も
の
に
な
っ
て
き
て
い
る
。

インド連邦執行部の構造

(
!
)
こ
の
間
の
事
情
は
、

E
n
E三
円
、

.
3円
FE--昨日
g
-
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E
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〉回目
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し
い
。
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The Hokkaido Law Review Vol. XXVII No. 2 

The Structure of the lndian Union Executive 

M呂sakiINA 

Introduction 

This is an article which tries to introduce the institutional char-

acteristics and realities of the Indian Union Executive untill 1969. 

Chap. 1. The Organization of the Government 

Sec. 1. The Formation of the Government 

Sec. 2. The Position of the Government Members 

Sec. 3. The Cabinβt 

In India the Prime Minister is elected from the leader of the 

majority party in the Lok Sabha. Practically members of the Council 

of Ministers are appointed or dismissed by the Prime Minister's 

discretion. In the Council of Ministers there exists a strict hierarchy. 

In the Cabinet some Cabinet Committees has been organized. 

Ch且p. II. Powers of the Government and the President 

Sec. 1. Powers of the Government 

Sec. 2. Powers of the President 

The Prime Minister finally exercises the enormous powers of the 

Government but its extent depends on his leadership. The Executive 

power of the Union sha11 be vested in the President， but the Pre-

sident must follow the aid and advice of the Council of Ministers 

in the exercise of his function. 

Chap. IIl. The Position and the Election of the President 

Sec. 1. The Position of the President 

Sec. 2. The Election of the President 

The position of the President is not so nominal as th旦tof the 

Queen of England. But according to the established practice he cannot 

interfere in political questions. The method of the election is the 

complex indirect system. In 1969 the election became furious because 

of the ideological struggle in the Congress Party. 

Chap. N. The Presidential Rule 
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Vol. XXVII No. 2 

Sec. 1. Meanings 

Sec. 2. Cases 

Sec. 3. The Problem of Article 356 

The Hokkaido Law Review 

The Presidential Rule had been abused in order to overthrow non-

Congress State Governments till 1969. By the use of this article 356 

the destruction of the State self-government is in progress. 

Conclusion 

To summarize above the lnclian Union Executive had been admi 

nisterecl under the strong leaclership of the Prime Minister. The 

Parliamentary Government had been establishecl untill 1969. Ancl 

recent circumstances don't deny the strong position of the Prime 

九1inister.
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